
 
 

R６年度－1 

別紙様式４ 

様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要様式 ［自己評価書］ 

         国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．評価対象に関る事項 

法人名 国立研究開発法人水産研究・教育機構 

評価対象事業年度 
年度計画 令和６年度（第５期中長期） 

中長期目標期間 令和３年度～令和７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

理事長 中山 一郎 

 
評価点検部局 経営企画部 担当課、責任者 評価企画課、 橋本 和正 

    

 

３．評価の実施に関する事項 

令和７年３月６日   業務運営評価会議開催：中長期目標第３－１「研究開発業務」及び中長期目標第３－２「人材育成業務」以外の「業務運営」の年度評価及び見込評価に関する事項 

について審議。 

会議構成者：全理事、各研究所の長、各研究所管理部門長、本部の部長、本部の次長、本部の課長、監査室長、水産大学校校務部長。 

令和７年３月13日   研究開発評価会議開催：中長期目標第３－１「研究開発業務」に関する研究課題及び重点研究課題の年度評価及び見込評価について審議。 

会議構成者：業務実績評価を担当する理事（評価担当理事：経営企画・PMO担当）、研究開発業務を担当する理事（研究戦略・水産技術・人材育成担当、水産資源担当、さけま

す・開発調査担当、研究戦略部長・次長、各研究所の部門長（管理部門長を除く）・副部門長、水産資源センター長・副センター長、開発調査センター所長・副所長。 

令和７年５月13日    人材育成評価会議開催：中長期目標第３－２「人材育成業務」の年度評価及び見込評価に関する事項について審議。 

会議構成者：評価担当理事（経営企画・PMO担当）、理事（水産大学校代表）、理事（研究戦略・水産技術・人材育成担当）、水産大学校校長、水産大学校の部長、水産大学校の

学科長、水産大学校水産学研究科長、水産大学校実習教育センター長、水産大学校の練習船船長。 

令和７年５月21日   研究開発評価会議、人材育成評価会議及び業務運営評価会議の審議結果を理事（研究開発・評価担当）が理事長に報告し、その報告に基づき理事長が自己評価案を決定。 

令和７年６月17日   機関評価委員会開催：水産研究・教育機構（水産機構）の実施する事務事業全体についての自己評価の妥当性を審議。委員会構成者：外部委員（８名）。 

令和７年６月17日   機関評価委員会委員長から「自己評価案を妥当と認める」との書面による理事長あての報告を受理。 

令和７年６月19日   機関評価委員会による審議結果を踏まえ、理事会の承認を経て理事長が自己評価を決定。 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし。 

 

 

 



R６年度－2 
 
様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 ［自己評価書］ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ａ：水産機構の目的・業務、中長期目標等に照らし、水産機構の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合

的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて、顕著な成果の創出

や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

A A A A  

評定に至った理由 項目別評定は２項目が S、３項目がＡ、11 項目がＢであり、ウエイトを加味した加重平均は 2.96 となった。また、全体の評定を引き上げる、あるいは引き下げる事象もなかったため、水産

機構の評価規程に基づき A とした。  

 

 

２．法人全体に対する評価 

日本周辺の資源評価については、TAC魚種拡大のスケジュールに沿って資源評価を実施、成果を迅速に公表するとともに、マサバの資源解析精度を向上させ、資源管理方針に関する検討会等へも的確に対応
することにより、実効的な資源管理措置の検討に大きく貢献した。国際資源についても、太平洋クロマグロ資源評価の過少推定傾向の解消と漁獲上限の増枠への貢献など、国際的な資源管理措置の検討に重要な
役割を果たした。また、さけます類については、サケ稚魚の放流適期を的確に把握するための沿岸海洋環境観測モデルの開発及び北海道周辺における１か月後水温の高精度予測モデルの構築を進め、回帰率回
復に向けた社会実装を開始した。水産物生産システムの構築については、ウナギ仔魚用核酸添加飼料の開発、ブリのノカルジア症に対する有効な弱毒生ワクチンの開発、クルマエビ養殖シミュレータの開発など、
養殖業の成長産業化に向け大きく貢献した。開発調査の分野では、カツオの電動型自動釣り機の開発で社会実装、また日本海大和堆のドスイカの漁場開発では短期間で社会実装に至った。人材育成業務では、
定量的指標である「二級海技士筆記試験受験者の合格率80％確保」及び「水産業及びその関連分野への就職割合80％以上確保」をいずれも達成するとともに、その他の指標である教育機関としての認定等につい
ても維持した。これらのほか、その他の業務についても着実に遂行したことから、水産機構全体として適切且つ計画以上の組織運営が行われたものと評価する。 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・第５中長期計画期間において、水産資源管理の進め方の変革期の最中にあり、資源調査や評価に関わる業務の変化や量の増大が著しく、近年の海洋環境や社会情勢の変化に対応した研究業務も増えているこ
とから、研究開発業務においても重点化や平滑化、実施すべき課題の整理や業務分担の見直し等の対応を引き続き進めることが必要である。 

・運営費交付金及び施設整備費補助金の削減と施設の老朽化等の現状に対応しつつ、さけます資源の維持・管理のための研究開発及びその成果を踏まえた今後の取組を着実に進めるため、「機構が実施するさ
け・ますふ化放流事業の在り方について」（令和 2 年 3 月とりまとめ）に基づき関係機関（水産庁、関係道県の行政及び試験研究機関並びに民間増殖団体）の理解を得つつ、機構として所要の検討を進める必要が
ある。 

・漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査において、第５期中長期期間の最終年度である令和７年度内で対応する外的要因で持ち越した課題や、実証試験の完了した課題のフォローアップなど開発
調査を着実に進めて行く。 

・水産機構としての広報活動について、対象とするステークホルダーや年齢層にあわせ、効果的かつ効率的な情報発信を行う。また、情報波及効果を検証し、知名度向上に繋がる活動を継続していく。 
 

 

４．その他事項 

機関評価委員会の主

な意見 

・国立研究開発法人水産研究・教育機構の令和６事業年度の業務実績評価については、総合評価の評定根拠、評定及び各評価項目の評定根拠、評定は妥当である。 

監事の主な意見 ・業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中長期目標の着実な達成に向け実施されたと認める。 

 

 

 



 
 

R６年度－3 
 

 

別紙様式４ 

様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

中長期目標  中長期・年度計画 

項目 No. 
備考 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

第３ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 

１ 研究開発業務      第 1-1  

（他分野連携の取組）        

（１） 水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発 Ａ○重 Ａ○重 Ａ○重 A○重  第 1-1(重点 1) 22％ 

（２） 水産業の持続可能な発展のための生産技術に関する研究開発 Ａ○重 Ａ○重 Ａ○重 Ｓ○重  第 1-1(重点 2) 18％ 

（３） 漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査 B○重 B○重 Ａ○重 Ｓ○重  第 1-1(重点 3) ８％ 

２ 人材育成業務 Ａ○重 B○重 A○重 A○重  第 1-2 14％ 

３ 研究開発マネジメント A A A A  第 1-3 ８％ 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

 １ 業務運営の効率化と経費の削減 B B B B  第 2-1 ５％ 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

 １ 収支の均衡 B B B B   ４％ 

 ２ 業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 B B B B  第 3-1､第 4､第 7 ４％ 

 ３ 自己収入の確保 B B B B  第 3-2 １％ 

 ４ 保有資産の処分 A B B B  第 3-3､第 5､第 6 １％ 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

 １ ガバナンスの強化 B B B B  第 8-1 ３％ 

 ２ 人材の確保・育成 B B B B  第 8-2 ３％ 

 ３ 情報公開の推進等 B B B B  第 8-3 １％ 

 ４ 情報セキュリティ対策の強化、情報システムの整備及び管理 B Ｂ＊１ B B  第 8-4 ３％ 

 ５ 環境対策・安全管理の推進 A B B B  第 8-5 ３％ 

 ６ その他 B B B B  第 8-6 ２％ 

 

※1 備考欄には、総合評価における各項目のウエイトを表記している。 

※2 標語の横の○は重要度「高」を、下線は困難度「高」を設定した項目を示す。 

※3 標語の横の「重」は、重点化の対象とした項目を示す。 



R６年度－4 
 
＊１ 令和４年度 第６－４は、大臣評価で A → B となった。 

 

別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 3 

  第 3-1  

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  研究開発業務（重点研究課題 （横ぐし課題記載用）） 

関連する政策・施策 水産基本計画 

農林水産研究基本計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成 11 年法律第 199 号）第 12 条 

当該項目の重要度、困

難度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー  

行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(モ)モニタリング指標） 

①主な参考指標情報（評価対象となる指標） 

 
評価対象となる指標 

基準値等  

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な 
情報  

        

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）  

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

予算額（千円）       

決算額（千円）       

経常費用（千円）       

経常利益（千円）       

行政コスト（千円）      

従事人員数       

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価
の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

１．研究開発業務 

 

水産機構が取り組む

 

１．研究開発業務 

 

研究開発業務を、次

 

１．研究開発業務 

 

研究開発業務を、

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定   

＜評定に至った
理由＞  
（業務運営の状



 
 

R６年度－5 
 

研究開発業務は、次の

３つの課題に重点化し、

効率的かつ効果的に推

進する。 

水産業の持続可能な

発展のための水産資源

に関する研究開発（別

紙「重点研究課題１」）に

ついては、水産資源研

究所が主となり取り組

む。資源評価の高度化

及び評価種の拡大への

対応、それを支える ICT

等の基盤研究、水産資

源と気候変動による海

洋環境変動に関する研

究を行うとともに、さけま

す資源の回復・管理に

係る研究を行う。 

水産業の持続可能な

発展のための生産技術

に関する研究開発（別

紙「重点研究課題２」）に

ついては、水産技術研

究所が主となり取り組

む。養殖業の成長産業

化に向けた技術開発研

究や、水産業を支える

工学、沿岸・内水面環

境、安全・安心な水産物

の供給に係る研究開発

を行う。 

漁業・養殖業の安定

的な生産確保のための

開発調査（別紙「重点研

究課題３」）については、

開発調査センターが主

となり取り組む。これま

でに得られた研究開発

の３つの課題に重点化

し、効率的かつ効果的

に推進する。 

 

「重点研究課題１．水

産業の持続可能な発展

のための水産資源に関

する研究開発」につい

ては、水産資源研究所

が主となり取り組み、資

源評価の高度化及び

評価種の拡大への対

応、それを支える ICT

等の基盤研究、水産資

源と気候変動による海

洋環境変動に関する研

究を行うとともに、さけま

す資源の回復・管理に

係る研究を行う。 

「重点研究課題２．水

産業の持続可能な発展

のための生産技術に関

する研究開発」につい

ては、水産技術研究所

が主となり取り組み、養

殖業の成長産業化に向

けた技術開発研究や、

水産業を支える工学、

沿岸・内水面環境、安

全・安心な水産物の供

給に係る研究開発を行

う。 

「重点研究課題３．漁

業・養殖業の安定的な

生産確保のための開発

調査」については、開

発調査センターが主と

なり取り組み、これまで

に得られた研究開発成

「重点研究課題１．水

産業の持続可能な発

展のための水産資源

に関する研究開発」、

「重点研究課題２．水

産業の持続可能な発

展のための生産技術

に関する研究開発」、

「重点研究課題３．漁

業・養殖業の新たな

生産技術定着のため

の開発調査」に重点

化し、効率的かつ効

果的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

況、研究開発成
果の創出の状
況及び将来の
成果の創出の
期 待 等 を 踏 ま
え、評定に至っ
た 根拠を 具体
的かつ明確に
記載） 
  
＜今後の課題
＞  
（実績に対する
課題及び改善
方策など）  
 
 ＜その他事項
＞  
（審議会の意見
を 記 載 す る な
ど）  



R６年度－6 
 

成果を踏まえた実証実

験を行う等により、海洋

水産資源の開発及び利

用の合理化を進め、研

究成果の最大化と社会

実装を進める。 

 

さらに、養殖技術開

発、漁獲物の利用・保存

技術開発、不漁と気候

変動による海洋環境変

動の関係解明といった、

多くの分野間の連携が

必要となる課題につい

ては、総合的対応を可

能とするプロジェクトチ

ームを臨機応変に設定

して取り組み、問題の着

実な解決を図る。また、

民間企業等と共同で再

生可能エネルギーの水

産業への導入を図る地

域活性化プロジェクト研

究をはじめ、水産機構

外の異分野と融合した

研究開発を推進し、社

会実装を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙】本中長期目標期

間において重点的に推

進するべき具体的研究

開発 

 

果を踏まえた実証実験

を行う等により、海洋水

産資源の開発及び利

用の合理化を進め、研

究成果の最大化と社会

実装を進める。 

 

さらに、養殖技術開

発、漁獲物の利用・保

存技術開発、不漁と気

候変動による海洋環境

変動の関係解明といっ

た、多くの分野間の連

携が必要となる課題に

ついては、総合的対応

を可能とするプロジェク

トチームを臨機応変に

設定して取り組み、問

題の着実な解決を図

る。また、民間企業等と

共同で再生可能エネル

ギーの水産業への導入

を図る地域活性化プロ

ジェクト研究をはじめ、

異分野と融合した研究

開発を推進し、社会実

装を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多分野連携の取組

として、 

 

 

 

 

海洋環境の変化と

不漁の関係解明、気

候変動への適応策の

有効性の検討と情報

提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多分野連携の取組については、水産機構内の各研究部門をまたぐ

横断的な研究課題推進体制を構築するとともに、必要に応じて都道

府県水産研究機関、大学、民間企業等と連携した。令和６年度では、

３つの課題「気候変動と不漁」、「新しい操業体制」及び「地域活性化」

に取り組んだ。 

 

「気候変動と不漁」課題では、 

・1894 年から 2023 年の都道府県別魚種別統計も用いて、気候変動も

考慮した魚種別漁獲量重心の経年変化を分析した結果、漁獲量重心

は単調な変化ではなく、周期性が見られ、また近年は北東の端に位

置する種が多く、長期の時間軸においても経験し得ない状況にあるこ

とが示唆され、現在直面している気候変動への適用策に繋がることが

期待される。 

・気候変動への適応策の有効性の検討と情報提供として、ワカメ養殖

における適応策（高水温耐性品種の導入、作業スケジュールの変化）

及び岩礁藻場の構成種の変化に対するアワビの種苗放流効果の検

討を行った。瀬戸内海の鳴門海域では有効な緩和策を講じないシナ

リオ（RCP8.5 シナリオ）では、今世紀末にワカメの生長が 23％低下す

ることが予想されたが、高水温耐性品種を用いることでその減少率を

８％に低減することが示された。岩礁藻場における重要資源であるあ

わび類の影響と適応策に関して、三陸海域のエゾアワビへの効果を

検討した。エゾアワビは温暖化に伴うコンブ藻場の衰退と共に分布密

度が減少し、温暖化２℃上昇レベルでは 50％以上低下、４℃上昇レ

ベルでは 90％以上低下すると予想された。しかし、コンブ藻場に置き

換わるアラメ藻場ではアワビの稚貝放流効果が高いことから、稚貝の

積極的な放流によってエゾアワビの減少率を温暖化２℃上昇レベル

では数％程度、４℃上昇レベルでは 45％低下程度に抑える効果があ

ることが示された。これらの気候変動の影響及び適応策の効果は、各

地方自治体の気候変動適応センター等に情報提供を行い、行政施

策への反映を推進した。 

・サケの資源変動と海洋環境の関係について、沿岸域におけるサケ

稚魚の生残や北上回遊と海洋環境の影響に関するデータ解析や検
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また、新しい操業

体制の構築のための

試験操業を継続・追

加し、課題への対応

を進める。 

 

 

 

 

討を実施した。北海道太平洋東部沿岸域におけるサケ幼稚魚の餌生

物組成が 2016 年頃を境に高栄養の冷水性種主体から低栄養の暖水

性種主体へ変化し、またサケ幼稚魚の肥満度や初期成長が有意に低

下する現象が見られること、同時期に親潮勢力の弱勢化や北海道・本

州太平洋沿岸域におけるサケ回帰率の低迷が見られるようになったこ

とが明らかとなり、太平洋沿岸域におけるサケ資源の低迷は、幼稚魚

期の生息環境の変化に起因する可能性が示唆された。 

・水産技術研究所、水産資源研究所及び水産大学校の関係者が連

携を図り、農林水産技術会議委託プロジェクト研究「ブルーカーボン

の評価手法および効率的藻場形成・拡大技術の開発」の成果である

「海草・海藻藻場の CO2 貯留量算定ガイドブック」の解説を目的とした

一般聴衆向けのブルーカーボン推進セミナーを木更津市、新潟市、

盛岡市、徳島市及び広島市で開催した。 

・2050 年のカーボンニュートラル達成の政府目標を推進するため、

CO2 を排出しない漁労機器の電動化について研究した。電動ポンプ

や電動モータによる完全電動化は、従来の油圧ポンプや油圧モータ

に比べサイズが大幅に大きくなること、大容量蓄電池の搭載により重

量が大幅に増加することから既存技術での導入は一部の小型沿岸漁

船向け機器を除き多くの機器で困難であることがわかった。他方で、

配管類が多くなりコスト増となるが、油圧を介する電動油圧式では、多

くの漁労機器で実現可能性があることがわかった。 

・主対象種の不漁対策の一環として、未利用・低利用資源を活用する

ため、日本海大和堆の未使用資源であるドスイカの漁場開発と販売

試験を実施し、商用操業及び地域の特産品の創出に至った。その

他、スルメイカに大きく依存している青森県八戸地区の沖合底びき網

漁業による未利用資源の利用可能性を検討した。 

・海洋データ・モデル・仮説対応のために、他の連携課題の進捗状況

について随時情報を収集し、各連携課題が必要とする海洋データ及

びモデルデータの配布を行った。 

 

「新しい操業体制」課題では、 

・令和５年度補正予算（水産庁）により実施する「さんま船によるアカイ

カ漁業兼業」の実証試験を計画し、改造仕様の決定、用船の決定及

び改造を実施した。試験操業は三陸沖漁場において令和７年２～３月

に実施し、ここでの成果を踏まえて令和７年５月以降に北太平洋での

本格操業を行う予定とした。 

・東シナ海のまき網漁業では、近年頻発している悪潮流に対応した漁

具等の開発を目的として、まき網の下部 30％の網目を大きくした改造

網を作成し、東シナ海での操業試験を実施した。従来の漁具では操
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水素燃料電池漁船

の開発を進めるととも

に、漁村地域活性化

のために魚市場や水

産加工場等も含めた

再生可能エネルギー

マネージメントシステ

ムについて研究を進

める。 

 

 

 

業不可能な潮流であっても操業できた事例が得られたが、大きな網目

からの逃避魚も確認されたことから、令和７年度は、操業機会の増加と

逃避のバランスから改造漁具の有効性を評価する予定である。 

 

「地域活性化」課題では、 

・国や県、民間企業等をはじめとした関係機関と水素燃料電池漁船の

建造に向けた協議を実施し、「高圧ガス保安法」や「水素燃料電池漁

船の安全ガイドライン」に関する設計確認や安全性評価（リスクアセス

メント）を進めた。これらを踏まえて、令和７年２月４日に造船所におい

て水素燃料電池漁船の起工式が実施され、建造開始となった。 

・実証試験や運用に向け地域における自動車用水素ステーションの

利用や漁港における系統電源の利用を想定したインフラを検討した。 

・システム・ダイナミクス手法を用いて、魚市場や水産加工場等も含め

た水素や再生可能エネルギーの利用について検討した。 

 

 
 

４．その他参考情報 

特になし。 
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別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 3 

  第 3-１(1)  

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  研究開発業務（重点研究課題１．水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発） 

関連する政策・施策 水産基本計画 

農林水産研究基本計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成 11 年法律第 199 号）第 12 条 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：高 困難度：高  関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー  

行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

 

２．主要な経年データ（※(モ)モニタリング指標） 

① 主な参考指標情報（評価対象となる指標） 

 

評価対象となる指標 

基準値等  

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

（参考情報）  

当該年度までの累積値等、必要な 

情報  

国内外の資源関係会議等への報告書等文

書提出件数（モ） 
 893 件 894 件 896 件 1158 件   

資源評価調査対象種（もしくは系群）数

（モ） 
 192 種 192 種 192 種 192 種  

※令和６年度は令和３～５年度に続き、192 魚種を対象としてデ

ータ・知見を収集・整理した。 

さけます資源の個体群

維持のために行うふ化

放流実績（モ） 

サケ 
R06 ふ化放流計画 

129,000 千尾 
115,494 千尾 115,889 千尾 132,030 千尾 127，466 千尾  ※サケは、放流数の計画達成率は 99％であった。 

カラフトマス 
R06 ふ化放流計画   

1,700 千尾 
6,437 千尾 3,152 千尾 2,315 千尾 324 千尾  

※カラフトマスは、令和５年度の放流計画の見直しにより、令和

６年度から放流計画 1,700 千尾に変更されたが、令和５年の不

漁による種卵不足により放流数が計画数の 19％に留まった。 

サクラマス 
R06 ふ化放流計画

2,700 千尾 
2,773 千尾 2,866 千尾 2,872 千尾 2,217 千尾  

※サクラマスは、１河川において豪雨による増水により親

魚を確保できなかったことにより放流数が計画数の 82％に

留まった。 

ベニザケ 
 

 
192 千尾 181 千尾 295 千尾   

※ベニザケは、令和５年度の放流計画の見直しにより、令和６

年度から放流枠０に変更。 

論文発表件数（モ）  126 件 153 件 143 件 159 件  ※他の重点研究課題との重複分を含む。 

試資料提供件数（モ）  120 件 103 件 98 件 111 件   
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漁海況情報等の発信件数（モ）  61 件 61 件 61 件 58 件   

ウェブサイトにおける漁海況情報等の閲覧

数（モ） 
 124,773 件 179,906 件 161,387 件 185,957 件   

取材・記者レク等情報

提供回数（モ） 

・取材回数 

・プレスリリース 

(うち記者ﾚｸ回数) 

 

271 回 

21 回 

(１回) 

320 回 

21 回 

(1 回) 

311 回 

21 回 

(1 回) 

238 回 

21 回 

( 1 回) 

 ※プレスリリース及び記者レクは、水産庁が実施した分を含む。 

民間さけますふ化場等

への技術普及、講習会

等の実施件数（モ） 

・技術普及実施件

数 

・講習会等実施件

数 

 
601 件 

12 件 

782 件 

13 件 

752 件 

14 件 

719 件 

15 件 
  

さけます資源の回帰率（モ）  1.13％ 1.99％ 1.66％ 2.82％  
※北海道におけるサケの回帰率。 

回帰率（％）＝５年魚までの累積回帰数／放流数×100 

② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）  

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

予算額（千円）  8,442,815 8,395,055 13,378,395 8,550,959  

決算額（千円）  8,689,989 8,630,340 8,610,573 13,372,548  

経常費用（千円）  8,432,348 8,696,329 8,512,774 8,465,675  

経常利益（千円）  50,778 23,560 27,331 37,657  

行政コスト（千円） 9,620,356 9,765,887 9,306,103 9,363,294  

従事人員数  440 人 438 人 431 人 ４３２人  

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価
の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

１．研究開発業務 

 

１．水産業の持続可能

な発展のための水産資

源に関する研究開発 

 

我が国の水産業の成

長産業化を果たすため

に、持続可能な発展を

目指す研究開発アプロ

ーチが求められている。

 

１．研究開発業務 

 

１．水産業の持続可能

な発展のための水産資

源に関する研究開発 

 

水産機構は、改正さ

れた漁業法において求

められる新たな資源管

理システムの科学的基

礎となる資源評価に関

 

１．研究開発業務 

 

１．研究開発業務 

研究開発業務を、「重

点研究課題１．水産業

の持続可能な発展の

ための水産資源に関

する研究開発」、「重

点研究課題２．水産業

の持続可能な発展の

ための生産技術に関

 

【評価軸１】 

✓研究や事業の進

捗、成果等が国の

方針と適合している

か。 

 

（評価指標） 

✓資源評価結果及

び研究開発の成果

が国等の施策に寄

与する具体的な 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

１．水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：A 

 

重点研究課題１において

は、令和６年度において

も、TAC 魚種拡大のスケ

ジュールに沿って資源評

価を実施、迅速に公表し、

さらに資源管理方針に関

する検討会等へも的確に

対応することによって、実

効的な資源管理措置の検

評定   

＜評定に至った

理由＞  

（業務運営の状

況、研究開発成

果の 創出の 状

況及び将来の

成果の 創出の

期 待 等 を 踏 ま

え、評定に至っ

た根拠を具体的



 
 

R６年度－11 
 

水産機構は、平成 30 年

12 月に改正された漁業

法において求められる

新たな資源管理システ

ムの科学的基礎となる

資源評価に関し、中心

的な役割を担う。 

このため、漁業から得

られるデータ及び情報

を集約し、気候変動によ

る資源・海洋環境の変

化や不漁問題への対応

等にも資する水産資源

の動向及び海洋環境の

調査を都道府県等と協

力して実施することによ

り、水産資源に関する調

査研究の効率化・高度

化を図る。また、 

我が国の排他的経済

水域周辺及び国際水域

の水産資源について、

その国際的な資源評価

に参加し貢献する。 

 

 

 

（１）水産資源の持続可

能な利用のための研究

開発 

 

我が国周辺及び国際

水域における水産資源

の持続可能な利用を目

指し、研究開発を推進

することにより、国際的

に遜色のない資源評価

の実施とこれを支える基

礎的知見の充実が求め

られている。このための

３つの柱として、 

し、中心的な役割を担

う。このため、漁業から

得られるデータ・情報を

集約し、気候変動によ

る資源・海洋環境の変

化や不漁問題への対

応等にも資する水産資

源の動向と海洋環境の

調査を都道府県等と協

力して実施することによ

り、水産資源に関する

調査研究の効率化・高

度化を図る。また、我が

国の排他的経済水域

周辺及び国際水域の

水産資源について、そ

の国際的な資源評価に

参加し貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）水産資源の持続可

能な利用のための研究

開発 

 

我が国周辺及び国

際水域における水産資

源の持続可能な利用を

目指し、研究開発を推

進することにより、国際

的に遜色のない資源評

価の実施とこれを支え

る基礎的知見の充実が

求められている。このた

めの３つの柱として、 

する研究開発」、「重

点研究課題３．漁業・

養殖業の新たな生産

技術定着のための開

発調査」に重点化し、

効率的かつ効果的に

推進する。 

多分野連携の取組と

して、海洋環境の変化

と不漁の関係解明、気

候変動への適応策の

有効性の検討と情報

提供を行う。また、新し

い操業体制の構築の

ための試験操業を継

続・追加し、課題への

対応を進める。水素燃

料電池漁船の開発を

進めるとともに、漁村

地域活性化のために

魚市場や水産加工場

等も含めた再生可能

エネルギーマネージメ

ントシステムについて

研究を進める。 

 

 

（１）水産資源の持続

可能な利用のための

研究開発 

 

我が国周辺及び国際

水域における水産資

源について、資源評

価を実施するとともに

解析精度の向上に努

める。 

 

 

 

 

取組事例 

 

✓さけます資源の

個体群維持のため

に行うふ化放流の

状況 

 

✓本中長期目標期

間における年次計

画の進捗状況 

 

（モニタリング指標） 

✓国内外の資源関

係会議等への報告

書等文書提出件数 

  

✓資源評価調査対

象種（もしくは系群）

数 

 

✓ さけます資源の

個体群維持のため

に行うふ化放流実

績 

 

【評価軸２】 

✓ 成果や取組が

学術研究の進展に

つながるものとなっ

ているか。 

 

（評価指標） 

✓ 水産資源、海洋

研究の高度化など

に寄与する具体的

な取組事例 

 

（モニタリング指標） 

✓論文発表件数 

 

✓試資料提供件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）水産資源の持続可能な利用のための研究開発 

 

 

 

・我が国周辺資源について、公設試験研究機関等共同実施機関と連

携して、水産資源の調査船調査、市場調査、試料分析、データ解析、

指標値・パラメ－タ・解析手法の高度化を進めた。漁獲可能量（TAC）

種及び候補種の 22 魚種 38 資源について最大持続生産量（MSY）を

基準とする資源評価を行った。さば類太平洋系群及び対馬暖流系

群、そしてスルメイカ冬季発生系群及び秋季発生系群の資源評価結

果に基づき、管理基準値及び漁獲シナリオの策定に向けた提案を行

った。特に、マサバ太平洋系群については状態空間資源評価モデル

（SAM）の実装を完了した。 

 

討に大きく貢献した。太平

洋クロマグロやマサバなど

国際的な資源評価も主導

し、全体的に当初目標を

上回る進捗が見られた。ま

た、令和６年度計画では

特に、「海況予測モデル

の高精度化」「水温上昇に

伴う水産資源や海洋環境

の将来予測」を明示してい

たが、これらについてもプ

レスリリースや成果発表会

等を通じて成果を積極的

に発信した。 

・さけます資源の維持・管

理のための研究開発の取

り組みや成果は、国の方

針と適合するとともに、産

業・社会ニーズにも合致し

ている。一部の取り組みに

ついては年次計画を上回

る進捗状況となっており、

社会実装も計画どおりで

あることから、着実な業務

運営を行えたといえる。 

特に水産資源研究の分野

で、以下の評価軸全てに

おいて「研究開発成果の

最大化」に向けた顕著な

成果の創出や、将来的な

成果の創出の期待が認め

られたことからＡ評定とし

た。 

 

評定の根拠の詳細は、

以下のとおり。 

 

評価軸１について 

・我が国周辺資源につい

ては、令和６年度におい

ても、MSY を基準とする資

か つ 明確に 記

載）  

 

＜今後の課題

＞  

（実績に対する

課題及び改善

方策など）  

 

 ＜その他事項

＞  

（審議会の意見

を 記 載 す る な

ど）  
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（ア）資源評価手法の効

率化・高度化、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）資源評価対象種の

拡大への対応、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）資源評価を支える

生物情報や海洋環境変

動に関する科学的知見

の向上を掲げ、ICT 等

を活用した効率的・効果

的なデータ収集及び分

析を進めながら、変動

 

（ア）資源評価手法の効

率化・高度化、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）資源評価対象種の

拡大への対応、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）資源評価を支える

生物情報や海洋環境

変動に関する科学的知

見の向上を掲げ、ICT

等を活用した効率的・

効果的なデータ収集と

分析を進めながら、変

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度も、評価対

象魚種拡大に対応し

たデータ・知見の収

集・整理、 

 

 

 

 

船舶観測及び先端

機器等を用いた調査・

観測と漁場形成・漁海

況予報に必要な情報

収集と発信、 

 

資源評価対象種の

ゲノム配列の取得、有

効集団サイズ推定及

び系群解析等のため

の DNA マーカー探

索、 

 

 

【評価軸３】 

✓成果や取組が、

産業・社会ニーズに

適合するものである

か。 

 

（評価指標） 

✓漁海況情報等の

発信が社会ニーズ

に合致した具体的

な取組事例 

 

✓さけます回帰率

回復に向けた放流

後の生残率向上の

ための飼育手法 

の高度化とその放

流手法の河川ごと

の具体的な取組事

例 

 

（モニタリング指標） 

✓漁海況情報等の

発信件数 

 

✓ウェブサイトにお

ける漁海況情報等

の閲覧数 

 

✓取材・記者レク等

情報提供回数 

 

✓民間さけますふ

化場等への技術普

及、講習会等の実

施件数 

 

✓さけます資源の

回帰率 

 

 

・太平洋クロマグロについてデータやモデルの見直しを伴うベンチマ

ーク資源評価が実施され、これまでの資源解析モデルで課題となっ

ていた資源量推定値の過少推定傾向が是正された。中西部北太平

洋マカジキ資源評価のピアレビュー、北太平洋とインド洋アオザメの

資源評価に対応した。日本近海で飼育したキハダの年齢査定を近赤

外分光測定法により実施した。かじき類については北太平洋における

成長・成熟に資するサンプル収集を各国と協力して進めた。カツオ竿

釣り漁業を想定し、歴史的な技術革新による漁獲効率の向上を考慮

した資源量を推定する手法を開発した。時空間モデルによりサンマの

資源量指数を推定し、小科学委員会に提出し、資源評価の入力デー

タとした。イワシクジラ・ニタリクジラの評価更新にあたっては、関連し

た作業文書を４編提出した。トドの来遊資源量と海域別来遊率を推定

し、管理方針の総括と改訂に貢献した。  

   

・生態系モデルから複数種MSYを達成する漁獲圧を試算し、生物・生

態特性の考慮が不十分な場合、機能群の構成種の平均生産力等が

問題点となることを示した。生態系モデルの精度向上のため生態系構

成種の情報拡充を進め、また機械学習モデルにより構成種間の情報

量格差を補完する手法を開発した。  

 

・令和３～５年度に続き、192 種を対象としてデータの収集及び解析を

実施するとともに、生物特性の精査、資源量指標値の改善など資源

評価を適切に実施した。 

・マダイやイサキなどの拡大種について、高感度ハンドカメラにより収

集した画像データから全長を推定するための全長換算式を構築する

とともに、トラフグについては、高感度ハンドカメラの画像データに基

づく全長推定法の実装に成功した。 

 

・船舶によるモニタリングライン観測や水中グライダーによる観測により

物理、化学、低次生態系情報の取得・解析を進めるとともに、情報を

発信した。太平洋のマサバ、マイワシの漁場、漁況予測の情報発信を

継続するとともに、マサバ、ブリ、スルメイカについて海洋環境から漁

獲量、漁場などを推定する手法を検討した。 

 

・魚類の回遊履歴推定の基盤となる太平洋の窒素・炭素同位体比マッ

プを完成させた。 

 

・伊勢三河湾等を対象に、気候変動に伴う生態系生産性指標の栄養

塩の動態、生産環境の動植物プランクトン・藻場の変動を把握し、そ

の変化と魚類資源の関係について、環境DNA分析を取り入れて解析

を実施した。 

源評価を 22 魚種 38 資源

で実施し、これらを含めて

日本周辺の漁業資源に関

わる 192 種の事業関連報

告書を作成した。これらに

より、国による TAC（漁獲

可能量）設定や資源管理

措置の検討に大きく貢献

した。マダラ４資源等が新

たな TAC 対象種に指定さ

れた。 

・さば類、スルメイカにつ

いては資源評価結果に基

づき、新たな管理基準値

及び漁獲シナリオの策定

に向けた提案を行った。 

・国際資源については、国

際漁業管理機関の科学者

会議やそれに関連した会

合に調査結果の提出を行

うとともに、会議参加により

資源評価や日本漁船の操

業確保に関する議論に対

応した。太平洋クロマグロ

のベンチマーク資源評価

結果は国際機関における

大幅な漁獲枠増大の議論

に貢献した。 

・さけます資源を対象とし

た本研究課題の第５期中

長期計画は、第４次及び

第５次水産基本計画にお

いて急務とされた「回帰率

回復に向けた取組」と、水

産資源保護法第23条によ

り機構の責務とされた「個

体群維持のためのふ化放

流」の２項で構成される。 

これらのうち「回帰率回復

に向けた取組」について

は、今年度はサケ稚魚の

放流適期を的確に把握す
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する海洋環境と社会経

済の状況を見据えた研

究開発を実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動する海洋環境と社会

経済の状況を見据えた

研究開発を実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本周辺海域の主

要海産物等の放射性

物質の動態把握を継

続する 

 

令和６年度は特に、漁

業や資源の変化を踏

まえた資源評価・管理

に活用できる新たな将

来予測モデルの構

築、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶自動識別装置

（AIS）データを活用し

た漁船操業位置推定

手法の開発と活用、 

 

・最近公表された二ホンウナギの染色体レベルゲノム配列を基に、

2023 年級シラスウナギ標本の一塩基多型（SNP）データを取得した。

親魚資源量の指標として期待される有効集団サイズの５年分の時系

列が得られた。異体類（カレイ・ヒラメ類）及びヤリイカについて、遺伝

的集団構造及び有効集団サイズの推定を行った。ヤリイカでは、昨年

度までに構築した参照ゲノム配列と高解像度 SNP データに基づいて

2020 年級群の有効集団サイズを推定するとともに、少ないサンプル

数が推定精度に与える影響を評価した。 

・さめ類については、アオザメのゲノム配列情報の取得、遺伝的集団

構造を明らかにするための分析を進めた。小型鯨類の系群解析につ

いては、ツチクジラの系群識別に必要なマイクロサテライト DNA マー

カーの探索、プライマー設計を実施し、コビレゴンドウを対象とした集

団構造解析を進めた。 

 

・日本周辺海域に生息する主要海産生物及び海底堆積物を採取し、

放射性核種を分析した。福島県周辺海域において海水と海底堆積

物、餌生物のセシウム（Cs）濃度の分析、海産生物のストロンチウム 90

（Sr-90）とトリチウム（H-3）分析を進めた。 

 

・漁業や資源の不確実性を考慮してズワイガニ日本海系群 B 海域（新

潟県以北秋田県以南）「専用の資源動態モデルを構築し、将来予測と

管理方策のシミュレーションによる管理戦略評価（MSE）を用いて順応

的管理の考え方に基づく資源管理方策の検討を進めた。再生産関係

の不確実性に対応するため、年齢別資源尾数と生活史情報が既知の

資源評価対象資源について、様々な再生産関係の形に基づきシミュ

レーションし MSY 代替値の検討を行った。資源評価や管理における

不確実性や管理上のステークホルダーからの異なる要望に応じた

TAC の運用方法に関する MSE が簡便に実施できるよう、既存の将来

予測プログラムを MSE に拡張し配布した。 

・加入量の不確実性や漁法による漁獲圧の変化を考慮でき、漁獲管

理ルールなど年変化する管理の結果も予測可能な将来予測手法を

開発し、北太平洋ビンナガ資源評価や北太平洋メカジキ資源評価の

将来予測手法として使用された。また、北太平洋ビンナガ MSE のオ

ペレーティングモデルに組み込まれた。 

 

・北西太平洋における外国漁船を含む数百隻の漁船の操業動向を、

AIS データを用いて可視化した。また、AIS データと海洋環境データと

漁船の漁法種別を用いた深層学習によって、漁船の動向を予測する

手法を開発した。 

 

るための沿岸海洋環境観

測モデルの開発及び北海

道周辺における１か月後

水温の高精度予測モデル

の構築を進め、それらを

閲覧できるウェブシステム

を一般公開し、翌年次計

画を上回る進捗により回

帰率回復に向けた社会実

装を開始することができ

た。また、野生魚の特性把

握等に関する昨年度まで

の研究成果を踏まえ、更

なる実態把握を進めた結

果、野生魚を産卵用親魚

として活用したふ化放流

は採卵時における野生魚

と放流魚の識別やコスト面

等の課題があり、現時点

では社会実装はできない

ことを明らかにし、翌年次

計画を前倒して結論を得

た。このように、国の施策

に寄与する取組を、当初

計画を上回る進捗状況で

進めている。 

・「個体群維持のためのふ

化放流」については、農林

水産大臣が定めた計画

を、サケ 99％、サクラマス

82 ％と概ね達成した一

方、カラフトマスでは、前

年の不漁による種卵不足

により放流数が計画数の

19％に留まった。なお、本

種については、水産政策

審議会の審議を経て令和

５年度計画（令和６年度放

流分）より放流数が大幅削

減されたところであるが、

令和６年度は更なる不漁
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海況予測モデルの

高精度化、 

 

 

 

成熟や魚の生理状

態に関する分子マー

カーの推定を進める。 

 

 

 

 

 

 

さらに、海洋の酸性

化・貧酸素化による沿

岸資源への影響評価

と、水温上昇に伴う水

産資源や海洋環境の

将来予測を取りまとめ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海況予測システム FRA-ROMSⅡv2 を改良し、東シナ海の流動変動

と水温場の再現性の向上と、親潮第一分枝の過剰南下及び親潮面積

の過大評価を改善した。 

 

 

・水産機構の運営費交付金プロジェクト「次世代シーケンシング

（NGS）時代に呼応した資源変動と環境変動適応の理解促進：比較オ

ミックス情報基盤」を立ち上げ、資源評価対象種アカガイ及び沿岸生

態系構成種エゾバフンウニの全ゲノムロングリード解析（DNA の塩基

配列を長い状態のまま解析する手法）を実施した。サンマの季節的・

経年的な生理生態的変化を把握するため、調査船調査サンプルに加

えて漁船漁獲物のメタボローム解析（体内の代謝産物の網羅的解析）

を実施した。 

 

・海洋アルカリ化飼育装置を用いたキタムラサキウニの給餌飼育を開

始した。蒼鷹丸及び若鷹丸の計 10 航海で二酸化炭素分圧（pCO2）

観測を実施した。2023 年度における海洋全体の炭素吸収量を国際共

同解析により推定し、論文として公表した。沿岸酸性化抑制技術の概

要を、国内の沿岸環境関係者が容易にアクセス可能な和文誌に技術

報文として公開した。 

・長期の漁獲統計分析から、気候変動への適応策の議論に資する有

用な結果を得た。 

・気候変動の影響評価として、気候シナリオをもとに東北地方太平洋

側を中心に各海域における底魚資源の分布状況の変化を予測した。

また、気候変動の影響と適応効果について、温暖化レベルをもとに統

一的に評価することにより、日本の水産業における気候変動に脆弱な

地域や効果的な適応が可能である分野を抽出した。 

・気候変動に伴うコンブ等の藻場生産性の変化による有機物供給の

変化を示すとともに、重要種の分布の変化や漁獲利用変化の実態を

明らかにした。 

 

（年度計画以外の業務実績） 

・社会・生態系の変化に伴う漁獲種の変化が漁業経営に及ぼす影響

の分析を行い、大きな影響の中でも生産性向上に努め、所得を維持

している実態を把握した。また、漁業者行動を考慮した資源評価・管

理の検討により、資源変動を踏まえて管理方策を評価できるモデル

構築を行い、ステークホルダーの理解を念頭に、漁業現場での議論

を進めた。 

 

（アウトカム） 

・資源評価結果をウェブサイトで速やかに公表するとともにステークホ

のため、必要数の種卵を

確保できず、令和７年度

放流数も計画達成は困難

と見込まれる。 

・「回帰率回復に向けた取

組」は年次計画を上回っ

て進捗していること、「個体

群維持のためのふ化放

流」は一部魚種で計画を

達成できなかったものの、

その要因となった不漁は

予測しがたい外部要因で

あったことを考慮すると着

実な業務運営を行ったも

のと判断し、これらを総合

して、中長期計画におけ

る所期の目標を上回る成

果が得られていると認めら

れる。 

 

評価軸２について 

原著論文 100 編を公表し

た。学会発表は 253 件で

あった（令和７年３月７日時

点）。 

・発表された成果は、資源

生物、資源評価及び海洋

研究等多岐にわたるもの

であり、水産資源、海洋研

究の高度化に十分に貢献

した。 

・海洋観測で得られたデ

ータは大学等の外部機関

が行う様々な研究にも利

用されており、アカデミア

への貢献も大きい。 

・サンマのドラフトゲノムと

遺伝子発現パネル（マー

カーセット）を報告した論

文は公表から約半年で

800 件を超える閲覧数を

記録し、学術的に高い注
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ルダー会合、TAC 意見交換会や広域漁業調整委員会等で説明する

ことにより、漁獲可能量（TAC）設定や資源管理施策の検討に貢献し

た。外部レビュー結果をウェブサイトで公開し、資源評価の科学的な

透明性を確保した。 

・国際漁業管理機関の科学委員会など多くの会議に出席するととも

に、資源評価報告や各事業報告及び科学委員会提出資料等により

多くの成果を報告し、資源評価精度の向上や漁獲可能量（TAC）を算

出するための科学的知見の提供と資源管理施策の検討に貢献した。

特に太平洋クロマグロのベンチマーク資源評価結果は、国際機関に

おける大幅な漁獲枠増大の議論に貢献した。 

・米国で導入されている生態系状況報告書の日本版作成への貢献が

期待できる。 

 

・拡大種の調査報告書は、各県等での資源管理方策に活用された。 

・高感度ハンドカメラの画像データに基づく全長推定法は資源評価の

データ収集に活用された。 

 

・定期的な漁海況予報の公表を継続した。漁場形成、資源量推定高

精度化、漁場環境などに関連する水産庁関連事業の成果として、漁

業者等へ漁況・海況の予測を提供することにより国の施策推進に貢献

した。  

 

・植物プランクトンの窒素・炭素同位体比マップの完成により、まぐろ

類など捕食者の回遊履歴や摂餌海域の推定への応用が期待される。 

 

・沿岸や内湾域の生産環境である栄養塩の動態、生動植物プランクト

ン組成、魚類資源など生態系構成要素の関係が把握されことで、生

態系構造の解明が期待できる。 

 

・放射性物質の測定結果は随時公表。福島県周辺での調査研究によ

り得られたデータは、放射性物質の放出による福島県沿岸の水産物

への影響に関する客観的な評価に貢献している。 

 

・天然での親魚資源量に関する情報が全くない二ホンウナギについ

て、国資事業うなぎユニット検討会にて５年分の有効集団サイズ時系

列を報告し、今後の国際的な資源管理の取組に対し道筋を提示し

た。  

・遺伝的系群構造の解明結果は資源評価高度化に資するとともに、そ

の過程で得られた知見やデータは、将来的な研究展開に大きく貢献

する。 

 

目度を得た。 

・日本海洋学会 2024 年度

秋季大会の実行委員会、

PICES/ICES が主催する

海洋社会生態システム

（MSEAS）シンポジウムの

現地実行委員会を務め、

学術研究の進展に貢献し

た。さらに、日本水産学会

進歩賞、全国水産試験場

長会会長賞、海洋音響学

会論文賞等を受賞したこ

とも評価できる。 

・本研究課題において、北

海道太平洋沿岸の河川か

ら降海したサケ稚魚のうち

オホーツク海とは逆の西

方海域に移動する個体が

一定数存在しており、これ

らが近年の好適水温の出

現期間の短期化により東

方海域に戻れず死滅回遊

となる恐れがあることや、

日本系サケ・カラフトマス・

サクラマスの生活史を通じ

た捕食減耗に関する知見

を総説として取りまとめる

など、多数の成果を得た。

これらの研究成果は令和

６年度末で９報の論文（査

読付き）として発表されて

おり、さけます資源の持続

的利用に寄与する成果を

着実に得ている。 

 

評価軸３について 

・令和６年度においても海

況、漁況に関わる 20 件の

予報を作成・公表し、サン

マとスルメイカの長期漁海

況予報では記者レクを行
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・将来予測と管理方策のシミュレーションによる管理戦略評価（MSE、

資源の個体群動態と漁業のシミュレーションを行い、様々な管理戦略

候補のうち、どの戦略が最も効果的に管理目標を達成できるかを評価

する仕組み）は基礎資料として資源評価の高度化に利用され、国によ

る新たな資源管理に貢献した。  

・開発した将来予測手法は北太平洋ビンナガ資源評価や MSE、北太

平洋メカジキ資源評価で使用されるなど資源評価精度向上に貢献し

た。 

 

・人工衛星等による外国漁船の動向調査結果は、水産庁の取り締まり

部局等にも情報共有され、漁業管理の参考資料として活用されてい

る。 

 

・改良した FRA-ROMSIIv2 は漁況予報の高精度化を通じて水産資源

調査・評価推進事業の推進に貢献している。海洋予測システムの新

バージョンの運用開始についてはプレスリリースを行った。 

 

・遺伝子やタンパク質などの生体内分子を網羅的に調べるオミックス

解析において基盤となるサンマの全ゲノム配列と遺伝子発現パネル

（マーカーセット）を報告した論文（Nakamura et al. 2024）は約 800 回

閲覧されており（2025 年１月）、今後、資源評価の基礎情報となる生理

生態解明への貢献が期待される。 

 

・二酸化炭素分圧（pCO2）観測情報は、随時データ公表。2023 年の

海洋全体の CO2 収支を国際共同解析により論文公表した。  

・長期の漁獲統計分析はプレスリリース後、SNS などでの拡散や、水

産関連の新聞や雑誌等への掲載、機構成果発表会での講演に加

え、水産以外の業界での講演等で広く波及し、気候変動の理解と適

応に関する研究成果を最大化し社会への還元を進めた。  

・気候変動影響予測と適応策に関する報告・公表資料等は、国の水

産政策などに関する各種会議での議論や、業界の検討材料などとし

て活用されている。  

・気候変動が沿岸域の水産資源に及ぼす影響を明らかにし、資源管

理や資源造成への基礎的知見となることが期待される。 

 

（年度計画以外のアウトカム） 

・資源変動を踏まえて管理方策を評価できるモデルはステークホルダ

ーの資源評価、資源管理への理解と共同を後押しする手法と期待さ

れる。 

 

 

 

った。漁海況予報や来遊

情報、海況情報は、関係

県等の水産試験研究機関

等により活用された。特

に、能登半島地震に関す

る影響速報を、ズワイガニ

漁業の解禁前に漁業者に

提供することで、漁業者の

能登半島地震による資源

への影響に関する不安の

払拭に貢献した。 

・現場説明会や浜回り等を

通じて、業界や漁業現場

への資源評価・調査結果

等の情報提供及び意見交

換を積極的に行うととも

に、現場ニーズに対応し

た調査研究の推進を図っ

た。特に、ズワイガニ日本

海系群 A 海域に関して

は、水産庁や民間団体と

連携した説明会を行い、

観光業や流通業者を含め

た幅広い関係者にも資源

評価・管理への理解を得

ることが出来た。 

・水温上昇等の環境変化

に伴う資源、漁場の変化

等に関する調査研究を推

進し、成果情報の発信、

関連する問い合わせや取

材への的確な対応を行っ

た。 

・温暖化、酸性化、貧酸素

化といった環境変化、及

び放射性物質の挙動に関

する科学的情報の提供を

行った。 

・民間増殖団体等を対象

として令和６年度に 734 回

の技術普及、講習会等を

実施し、ここで発信した内
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（２）さけます資源の維

持・管理のための研究

開発 

 

近年、我が国のさけ

ます資源の回帰率は著

しい減少傾向にある中

で、記録的不漁などか

ら漁業者等の経営は厳

しい状況となっており、

その対応が急務となっ

ている。 

 

 

その主因と考えられる

海洋環境変動に適応し

た放流技術の研究開発

や質の高い種苗を生産

する技術の高度化のた

めに、地域毎に稚魚の

放流に適した時期やサ

イズ及び海洋環境を明

らかにし、これらの情報

を活用して放流を行うこ

となどにより、 

 

 

 

 

 

回帰率回復に向けた

取組を着実に行ってい

くとともに、個体群維持

のためのふ化放流を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

（２）さけます資源の維

持・管理のための研究

開発 

 

近年、我が国のさけ

ます資源の回帰率は著

しい減少傾向にあり、

記録的不漁などから漁

業者等の経営は厳しい

状況となっており、その

対応が急務となってい

る。 

 

 

その主因と考えられ

る海洋環境変動に適応

した放流技術の研究開

発や質の高い種苗を生

産する技術の高度化の

ために、地域毎に稚魚

の放流に適した時期や

サイズ及び海洋環境を

明らかにし、これらの情

報を活用して放流を行

うことなどにより、 

 

 

 

 

 

回帰率回復に向けた

取組を着実に実施する

とともに、個体群維持の

ためのふ化放流を実施

する。 

（２）さけます資源の維

持・管理のための研究

開発 

 

海洋域でのサケ未成

魚期のモニタリング調

査を継続し、サケ未成

魚の資源量水準と我

が国への回帰資源量

の関係の精度向上に

向けてデータの蓄積

を進める。 

 

 

サケ不漁要因の抽

出過程で、サケ資源

量変動との関係性が

高いと考えられた幼稚

魚期の餌環境の変化

について、このことが

成長や回帰に与える

影響を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋環境変動に適

応した放流方法の改

善策の仮説を実証す

るための放流試験を

継続するとともに、沿

岸海洋環境予測モデ

ルを構築し、適切な放

流時期の判断に資す

る。 

 

 

（２）さけます資源の維持・管理のための研究開発 

 

 

 

・2007 年より継続しているベーリング海 17 定点におけるモニタリング

調査を今年度も実施し、サケ未成魚の資源量水準と我が国への回帰

資源量の関係の精度向上に向け、サケの年齢別単位努力量あたり漁

獲量（CPUE）等のデータについて蓄積を進めた。また 2024 年は陸棚

上における日本系サケの資源状況を把握するため、2009 年以来 15

年ぶりにベーリング海北東域の調査を実施した。その結果、サケの平

均 CPUE はモニタリング定点と比較し少なく、また地点によりばらつく

こと等が明らかとなった。 

 

 

・北海道太平洋東部沿岸域におけるサケ幼稚魚の餌生物組成は、

2016 年頃を境に高栄養の冷水性種主体から低栄養の暖水性種主体

へ変化し、またサケ幼稚魚の肥満度や初期成長が有意に低下する現

象が見られた。さらに同時期に親潮勢力の弱勢化や北海道・本州太

平洋沿岸域におけるサケ回帰率の低迷が見られるようになったことか

ら、太平洋沿岸域におけるサケ資源の低迷は、幼稚魚期の生息環境

の変化に起因する可能性が示唆された。石狩川サケの成長速度に影

響する降海サイズ及び降海時期と、離岸サイズを目標とした放流手法

の高度化に関する仮説を構築し、また仮説の条件に合致した放流割

合の評価を実施した。さらに過去に取り組んだ機構のサケ放流 10 河

川を対象とした河川回帰数の増加が期待できる放流手法に関する統

計解析を、2018 年級群（５年魚）までのデータを追加して再計算した。

放流時期の決定に資するため、１ヶ月後水温の高精度予測モデルを

構築し、ウェブサイト上に「さけます稚魚降海先沿岸水温情報（北海

道）」として一般公開した。 

 

・北海道東部の川上郡にある虹別さけます事業所は西別川の河口か

ら 80km 上流に位置し、流域の酪農地帯からの物質流入による河川の

水質変化が放流稚魚に与える影響が懸念されている。このため、サケ

稚魚を下流域まで輸送放流し、水質による影響を回避した場合の河

川回帰率の変化を検証した結果、輸送放流群の回帰率が高いことが

判明した。 

 

 

 

 

 

容が、当該団体等が環境

変化に対応した効果的な

放流体制への移行を図る

ために、水産庁の補助を

受けて取り組む増殖戦略

実証調査において取り入

れられ、放流試験が行わ

れている。このように、さけ

ます資源の回帰率回復に

寄与する活動を着実に推

進した。 

 

＜課題と対応＞ 

・日本における資源管理

の進め方はロードマップ

等に沿った変革期にあり、

今中長期計画期間におけ

る資源調査や評価に関わ

る業務の変化や量の増大

が著しい。一方、近年の

海洋環境や社会情勢の変

化に対応した研究業務も

増えている。研究開発業

務においても重点化や平

滑化、実施すべき課題の

整理や業務分担の見直し

等の対応を引き続き進め

る必要がある。 

・運営費交付金及び施設

整備費補助金の削減と施

設の老朽化等の現状に対

応しつつ、さけます資源の

維持・管理のための研究

開発及びその成果を踏ま

えた今後の取組を着実に

進めるため、「機構が実施

するさけ・ますふ化放流事

業のあり方について」（令

和２年３月とりまとめ）にお

いて、「運営費交付金の維

持・確保」及び「人工ふ化
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【重要度：高】 

国民の健康的な食生

活を支える水産物を安

定的に供給するために

野生魚特性の実態

把握を進め、稚魚期

における野生魚と放

流魚の生物学的相互

作用について明らか

にするとともに、野生

魚を用いたふ化放流

の課題等について整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出された稚魚の

質を高めるための種

苗生産技術の課題に

ついて実証試験を継

続する。 

 

これらの取組と一体

で、個体群維持のた

めのふ化放流を適切

に実施する。 

 

・野生魚特性の実態把握のため、豊平川と静内川においてサケ産卵

床調査を行った。その結果、豊平川では野生魚率が低下傾向にある

こと、静内川では遡上時期や遡上尾数、野生魚の割合が年により大き

く異なることを明らかにした。 

・野生魚と放流魚の生物学的相互作用を明らかにするため、千歳川

においてサケ稚魚のイクチオボド寄生状況調査を行った結果、野生

魚のみが存在する上流域では寄生個体はいなかったが、野生魚と放

流魚が混在する下流域では少数ながら寄生された野生魚が確認され

た。 

・野生魚を用いたふ化放流に向け静内川で行った過去の予備試験の

結果から、①採卵時に野生魚と放流魚の識別は困難であること、②

卵・精子を冷凍し野生魚/放流魚を耳石標識の有無等で判別した後

に受精させる場合には、冷凍設備に要するコストの問題等があること

が示され、現時点での社会実装は困難であることが明らかとなった。

このため、野生魚活用の方策として、自然再生産を助長して遡上親魚

に占める野生魚率を高めることができないかの検討が必要であること

を確認した。 

・昨年度示されたサケ河川遡上親魚の確保に高い効果を示す沿岸漁

獲規制パターンが地区ごとに存在することに加え、本年度は、根室北

部では９月の規制が長期間かつ大規模であると規制効果が大きいこ

と、定置網漁でサケ親魚の遊泳通路を遮断する垣網（手網）部分を半

分撤去より全撤去が、短期間でも効果があることを明らかにした。 

 

・給餌開始時期を早めて、飼育期間を延長することにより、稚魚を大

型に育成する効果を検証した結果、早期給餌が大型育成に有効であ

ることが認められた。 

 

 

 

・海洋環境に適応した放流方法の開発や、種苗生産技術の実証化等

の取組と一体で、水産資源保護法第23条の規定により農林水産大臣

が定めた計画のもとで、個体群維持のためのふ化放流を実施した。

放流にあたっては、全個体に耳石温度標識を施した。本年度の放流

計画達成状況（実績尾数／計画尾数）は、サケ 99％、サクラマス 82％

でそれぞれ概ね計画を達成した。他方、カラフトマスについては、前

年の不漁による種卵不足により 19％に留まった。 

 

 

〔アウトカム〕 

・サケの回帰資源量の推定を可能とする指標を回帰前年に高精度で

提供することが可能となれば、関係道県における沿岸漁業の操業計

画やふ化放流計画の適切な策定に寄与することが期待される。 

放流に直接影響しない施

設の整理・合理化や放流

魚種の見直し」が必要とさ

れており、現在、この提言

に基づき、関係機関（水産

庁、関係道県の行政及び

試験研究機関並びに民間

増殖団体）の理解を得つ

つ、機構として所要の検

討を進めているところであ

る。 
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は、水産資源の適切な

管理が必要不可欠であ

り、国や国際機関が推

進する管理施策を研究

面から持続的に支える

必要があるため。 

【困難度：高】 

水産資源の適切な評

価及び有効利用は、海

洋環境のみならず、水

産資源及び漁業活動の

状況を継続的に把握

し、得られた情報を統合

的に解析することによっ

て実現されるが、最新の

リモートセンシング技術

をもってしても重要水産

資源の分布する水中を

広範囲に遠隔調査する

ことは難しく、また、過去

からの長期的変化の把

握も困難であり、調査結

果に対する不確実性の

存在は避けられないた

め。また、我が国にとっ

て重要な水産資源の分

布回遊範囲は広く、近

隣諸国の経済水域内へ

の回遊や近隣諸国によ

る漁獲量の増大が、水

産資源の評価を極めて

困難なものとしているた

め。 

 

 

・１か月後水温の高精度予測モデルを活用したウェブサイト「さけます

稚魚降海先沿岸水温情報（北海道）」が一般公開され、民間増殖事業

者の放流時期の決定データに活用され、回帰率向上に資する。 

・北海道東部の西別川における、サケ稚魚の輸送放流については、

技術普及による社会実装が期待でき、回帰率の向上に寄与すること

が期待される。 

 

・野生魚を産卵用親魚として活用したふ化放流は、採卵時に放流魚と

野生魚の識別が不可能であること、また精子と卵を冷凍保存し耳石標

識により野生魚か放流魚かを判別してから受精させる場合は冷凍設

備の導入等、コスト面等の課題があることから、現時点では社会実装

はできないことが明らかにされた。今後、自然再生産を助長して遡上

親魚に占める野生魚の割合を高めることができれば、ふ化放流事業と

相まって、サケの回帰率向上に寄与することが期待される。 

 

・早期給餌技術の普及による社会実装により、稚魚の大型化が進み、

サケ資源の回復が期待できる。 

 

・耳石温度標識（ふ化用水の温度を変化させ耳石にバーコード状の

模様をつけ識別する標識）を施すことによって、放流条件別の回帰動

向の把握が可能となり、回帰率向上に向けた放流手法の改善に寄与

した。 

 

・海洋環境変動に適応したサケの放流方法の開発成果は、民間増殖

団体等への普及活動を通じて増殖現場での活用が始まっている。 

 

 

４．その他参考情報 

水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発セグメントにおいては、決算額が予算額を 56.4％程度上回っている。これは、令和５年度補正予算で措置された船舶建造費が令和６年度へ繰り越さ

れたことが主な要因となっている。 

なお、これらの要因は、水産業の持続可能な発展のための水産資源に関する研究開発セグメントにおける所期の業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、勘定が異なることから、他のセグメントや機構全体にも

特段の影響は及ぼしていない。 
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別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 3 
  第 3-１(2)  

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 
  研究開発業務（重点研究課題２．水産業の持続可能な発展のための生産技術に関する研究開発） 

関連する政策・施策 水産基本計画 

農林水産研究基本計画 

当該事業実施に係る根拠（個
別法条文など） 

国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成 11 年法律第 199 号）第 12 条 

当該項目の重要度、困
難度 

重要度：高 困難度：高  関連する研究開発評価、政策
評価・行政事業レビュー  

行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(モ)モニタリング指標） 

① 主な参考指標情報（評価対象となる指標） 

 

評価対象となる指標 

基準値等  

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、 
必要な情報  

技術指導、講習会、普及活動等の実施
数(モ) 

 5 件 ７件 ６件 ７件   

取材・
記者レ
ク等情
報提供
回数
（モ） 

・取材回数 
・ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 
(うち記者ﾚｸ回数) 

 
156 回 

９回 
(０回) 

134 回 
９回 

(１回) 

117 回 
５回 

(０回) 

94 回 
３回 

( ０回) 
  

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ･ﾏﾆｭｱﾙ･指針等への成果の
反映数 
（モ） 

 13 件 11 件 14 件 21 件   

現地実証試験実施数（モ）  39 件 29 件 25 件 28 件   

各種協議会や行
政会議等への参
加数、発表数
（モ） 

・参加数 
・発表数 

 145 件 
31 件 

151 件 
29 件 

174 件 
42 件 

154 件 
34 件 

  

外部資金の獲得

件数、金額（モ） 

 

・件数 
・金額(千円)  

121 件 
1,038,320 

千円 

128 件 
1,001,387 

千円 

128 件 
1,278,999 

千円 

144 件 
1,268,758 

千円 
  

論文発表件数（モ）  138 件 159 件 145 件 155 件  ※他の重点研究課題との重複分を含む。 

共同研
究等件
数（モ） 

・国内共同研究 
・国際共同研究  

57 件 
６件 

61 件 
６件 

65 件 
６件 

59 件 
５件   
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公的機関等からの分析、鑑定等依頼
数（モ）  71 件 117 件 91 件 72 件   

② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）  

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

予算額（千円）  6,246,042 6,277,492 6,506,656 6,959,558  

決算額（千円）  5,658,083 5,674,644 6,199,691 6,215,977  

経常費用（千円）  5,622,531 5,883,827 6,186,405 6,279,218  

経常利益（千円）  ▲105,985 ▲115,538 5,548 ▲21,158  

行政コスト（千円） 6,475,545 6,651,790 6,756,039 6,923,731  

従事人員数 317 人 316 人    311 人 ３１１人  

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価
の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

１．研究開発業務 

 

２．水産業の持続可能

な発展のための生産技

術に関する研究開発 

 

気候変動による資源

及び海洋環境の変化、

SDGs や環境を重視す

る国内外の動き、新型

コロナウイルス感染症

拡大を契機とした生産・

消費の変化に適切に対

応し、水産業の持続可

能な発展と国民への安

全・安心な水産物を安

定供給するための研究

開発を実施する。また、

養殖業の収益性・持続

性向上のための基盤技

術、持続的な水産物生

産のための漁港関連技

術等の工学的技術開

発、環境修復技術開

発、水産食品の高品質

 

１．研究開発業務 

 

２．水産業の持続可能

な発展のための生産技

術に関する研究開発 

 

水産業の持続的発

展と国民への水産物安

定供給のため、養殖業

の収益性・持続性の向

上を目指し、育種、飼

料開発、疾病対策等を

含む飼育・生産技術に

係る研究開発を、市場

の要求に対応するため

のマーケティング戦略

やバリューチェーンを

考慮しながら進める。ま

た、持続的な水産物生

産システムの構築を目

的として、漁港・漁場の

整備及び漁船開発等

に必要な工学的研究

開発を進めるとともに、

新たなモニタリング技

 

１．研究開発業務 

 

２．水産業の持続可能

な発展のための生産

技術に関する研究開

発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価軸１】 

✓成果や取組が養

殖業の収益性及び

持続性の向上並び

に持続的な水産 

物生産システムの

構築に寄与するも

のであるか 

 

（評価指標） 

✓養殖業の振興、

成長産業化及び問

題解決並びに水産

物の安定供給に 

寄与する具体的な

成果 

 

✓沿岸・内水面漁

業の振興に寄与す

る具体的な事例 

 

✓漁場及び生育場

の 環 境 保 全 、 漁

船、漁港、漁場整

＜主要な業務実績＞ 

 

 

２．水産業の持続可能な発展のための生産技術に関する研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｓ 

 

重点研究課題２では、養

殖業の成長産業化を推進

するために、大量生産可

能なウナギ仔魚用核酸添

加飼料の開発、予防手段

のない重要疾病に対する

有効な弱毒生ワクチンの

開発、持続可能な水産物

生産システムの構築と高

度化に向けたクルマエビ

養殖シミュレータの開発、

安全性を確保した水産物

の付加価値向上技術開

発等の計画を上回る顕著

な成果が得られた。 

行政・社会ニーズへの対

応や、現地実証試験等

で、計画以上の著しい研

究成果が得られた。 

総合的に本研究課題は、

「研究開発成果の最大化」

に向けて、特に顕著な成

評定   

＜評定に至った

理由＞  

（業務運営の状

況、研究開発成

果の創出の状況

及び将来の成果

の創出の期待等

を踏まえ、評定に

至った根拠を具

体的かつ明確に

記載）  

 

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）  

 

 ＜そ の 他事項

＞  

（審議会の意見を

記載するなど）  
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化等の研究を行う。ま

た、産学官連携や異分

野融合を通じて、各種

基盤技術の確立及びそ

の社会実装を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）養殖業の成長産業

化を推進するための研

究開発 

 

国が策定した養殖業

成長産業化総合戦略に

沿って、マーケット・イン

型養殖業の構築や我が

国の戦略的養殖品目の

高品質化及び安定生

産に資するため、優良

系統作出、魚粉代替飼

料、効率的飼育、病害

防除等に関する技術開

発を行う。 

また、クロマグロ、ニ

ホンウナギなど主要魚

種における人工種苗の

安定的な生産技術の開

発、新規養殖種や種苗

生産困難種の完全養殖

及び種苗量産技術の

確立とそれらの普及、 

 

 

 

術を活用して環境と生

物の相互作用のより詳

細な解明や環境修復

技術の開発を行う。さら

に、赤潮、貝毒、気候

変動等の漁業生産阻

害要因への対策技術

及びリスク管理技術を

開発するとともに、生産

された水産物の安全・

安心の確保と高品質

化・有効利用のための

研究開発を行う。 

 

 

 

（１）養殖業の成長産業

化を推進するための研

究開発 

 

養殖業の収益性の

向上及び成長産業化と

持続的発展のため、国

内外の需要に応じて計

画的に生産・安定供給

を図るマーケット・イン

型養殖業の構築に資

する研究開発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の戦略的養

殖品目等の養殖対象

種について、その高品

質化、安定生産、生産

性向上を目指し、優良

系統作出、魚粉代替飼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）養殖業の成長産

業化を推進するため

の研究開発 

 

クロマグロでは、養

殖魚腹薄の発生時期

や育成条件等との関

連性を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニホンウナギにつ

いて、自動給餌装置

を用いたシラスウナギ

量産方法の改善を図

るとともに、低コストで

生産するシステムの

備等に寄与する具 

体的な成果 

 

✓本中長期目標期

間における年次計

画の進捗状況 

 

（モニタリング指標） 

✓技術指導、講習

会、普及活動等の

実施数 

 

✓取材・記者レク等

情報提供回数 

 

【評価軸２】 

✓研究や事業の成

果等が国の方針や

社会のニーズと適

合しているか 

 

（評価指標） 

✓研究開発成果が

国等の施策に寄与

する具体的な事例 

 

✓マーケット・イン

型養殖業の構築に

寄与する具体的な

成果 

 

✓漁場環境の向上

並びに水産物の安

全、安心、高品質

化及び有効利用に

寄与する具体的な

成果 

 

（モニタリング指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）養殖業の成長産業化を推進するための研究開発 

 

 

 

・クロマグロ養殖魚の身痩せ（腹薄）発生について、体重 600g のク

ロマグロ天然種苗に生餌あるいは配合飼料を給餌したところ、配合飼

料区では生餌区に比べ有意に腹腔が大きく腹部筋肉が小さくなり、

600g サイズにおいても配合飼料を給餌すると腹薄になることが示さ

れた。このため、配合飼料原料が腹薄の要因候補と推定した。令和５

年度に３kg の天然種苗への配合飼料給餌では腹薄が生じないことを

確認しており、腹薄が発生しなくなる時期は 600g から３kg の間と推定

される。また、養殖及び天然の産卵期の出荷魚を調査したところ、特

に雌では成熟により腹薄になることが確認された。稚魚期と発生原因

は異なるが、成熟期も腹薄発生時期と考えられた。 

・クロマグロ稚魚に市販配合飼料、非加熱魚粉配合試験飼料又は生

餌を給餌したところ、非加熱魚粉を与えた稚魚群は市販配合飼料を

与えた稚魚群に比べて内臓及び幽門垂が小さい傾向があり、腹薄が

低減される可能性が示された。 

 

・ニホンウナギ種苗生産技術開発では、自動給餌装置に半循環シス

テム（飼育水の半量を循環させ再利用するシステム）を組み合わせる

ことで、光熱水料などのコストを大幅に削減しつつ、従来の飼育水か

け流しのシステムでの自動給餌及び手動給餌と同等の尾数のシラス

ウナギを生産できた。また、コストを大幅に削減した新規廉価版自動

果を得ており、将来的な

成果の創出の期待等も強

く認められると判断し、Ｓ

評定とした。 

 

評定の根拠の詳細は、

以下のとおり。 

 

 

評価軸１について 

・クロマグロ人工種苗に見

られる腹側部の身痩せ

（腹薄）の要因候補として

配合飼料原料を推定、ニ

ホンウナギ種苗量産方法

の改善によるコストの大幅

削減、ニジマスとサクラマ

スの高成長選抜第 1 世代

における成長データの取

得、低水温期のブリ稚魚

における飼料原料の消化

刺激効果の評価、マダコ

養殖における飼育作業省

力化と共食い防止のため

の個別飼育容器の開発、

サケ科魚類の IHN 病を対

象に DNA ワクチンの有効

性向上と試作、ブリ育種に

おける成長とハダムシ抵

抗性の遺伝率推定等の

成果をあげた。これらの成

果は、養殖産業の成長

化、持続的な水産物生産

システムの構築及び水産

物の安定供給に大きく寄

与する。 

 

・モニタリング指標では、

ニホンウナギ種苗量産技

術、ハタ類形態異常防止

やタイラギ種苗生産等に
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ブリの褐変防止など

流通時の鮮度保持、市

場ニーズ・消費者ニー

ズに合った付加価値の

高い水産物の供給など 

 

養殖業の問題解決に

向けた基盤研究並びに

応用及び実証研究を行

い、その社会実装を図

ることで養殖業の成長

産業化に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料、効率的飼育、病害

防除のための技術開

発を行うとともに、横断

的な検討を行う。また、

経営・経済の観点か

ら、生産、流通、消費等

における養殖業の問題

解決に向けた基盤研

究、応用・実証研究を

行い、産官学の連携や

異分野融合を通じて、

各種基盤技術の確立

及びその社会実装を図

る。加えて、主要魚種

の人工種苗の安定的

な供給技術を開発する

ほか、新規養殖種や種

苗生産困難種につい

て完全養殖及び種苗

量産技術の確立と普及

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発に取り組む。 

 

 

サーモン育種にお

いては、推定育種価

を元に作出した選抜

第１世代の成長デー

タを取得する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飼餌料開発分野で

は、低水温期の低魚

粉飼料の利用性を改

善するため、ブリ稚魚

を用いて各種飼料原

料の低水温時におけ

る消化刺激効果を評

価する。 

 

生 産 技 術 分 野 で

は、マダコについて、

稚ダコの生態特性を

解明し、共食い等によ

る死亡を軽減するた

めの飼育システムを

開発する。 

 

 

 

 

 

✓ガイドライン・マ

ニュアル・指針等へ

の成果の反映数 

 

✓現地実証試験実

施数 

 

✓各種協議会や行

政会議等への参加

数、発表数 

 

【評価軸３】 

✓成果や取組が国

又はアカデミアに

おける研究の実用

化又は進展につな

がるものとなってい

るか 

 

（評価指標） 

✓社会実装へと進

展する技術開発の

具体的な事例 

 

✓科学的知見の深

化に寄与する具体

的な事例 

 

（モニタリング指標） 

✓外部資金の獲得

件数、金額 

 

✓論文発表件数 

 

✓共同研究等件数 

 

✓公的機関等から

の分析、鑑定等依

頼数 

給餌装置を導入し、仔魚を短期間飼育したところ、手動での飼育と遜

色ない飼育成績を得た。 

 

・サーモン育種において、ニジマスでは、令和５年度に推定育種価を

元に作出した高成長選抜第１世代を稚魚期（３～５月）に加温（12℃）

して約 12 ヶ月玉城庁舎で淡水飼育し、海面での成長評価の基準と

なる数値を得た。12 月中旬に宮津庁舎へ移して海水飼育を開始し

た。翌 4 月中旬まで継続する予定である。  

・サクラマス類では、令和５年度に推定育種価を元に作出した高成長

選抜第１世代を玉城庁舎で 13～14 ヶ月淡水飼育し、海面での成長

評価の基準となる数値を得た。12 月初旬に南勢庁舎で海水飼育を

開始した。翌 6 月まで継続する予定 である。 

 

・ブリの褐変防止など、流通時の鮮度保持について、酸素ガスによ

る、養殖魚及び天然魚の色調改善及び肉質軟化抑制効果を見いだ

した。この技術によって、解凍後８時間以上、血合筋の色調保持が可

能。これにより水産物の品質保持技術の向上が促進される。 

 

 

・飼餌料開発では、適水温と低水温で飼育したブリ稚魚に各種飼料

原料を単独で投与して消化生理の応答を評価したところ、低水温時

の消化酵素及び胆汁酸分泌刺激は植物性原料よりも動物性原料で

強い傾向が確認された。また、一部の植物原料では水温別の消化刺

激の変動が大きいことも明らかになった。 

 

 

 

・稚ダコの生態特性として隠れる性質を調べたところ、飼育下のシェ

ルター利用率が 61～100％ で、半数以上のシェルターが利用され

ていることがわかった。また、脱走防止のために稚ダコが登りにくい

壁面素材を調べた結果、従来使用していたメッシュ素材より脱走防止

効果が高い素材を見出した。これらの結果をもとに、適したシェルタ

ーを配置するとともに餌不足が生じないように夜間も栄養強化アルテ

ミア（高度不飽和脂肪酸を強化した小型甲殻類）を給餌する飼育シス

テムで稚ダコを飼育した結果、生残率が 10％から 40％に向上した。

さらに、共食いによる死亡を完全に防止することができる個別飼育容

器の改良においては、新たな脱走防止素材を使用することで脱走を

完全に防ぎ、また給餌や掃除の作業時間を短縮できるシステムを開

発した。 

関する技術指導７件、クロ

マグロ種苗生産技術や防

疫対策等の講習会４件、

人工種苗由来ウナギ蒲焼

き試食会等の普及活動２

件、ウナギ種苗生産研究

等の取材９件に対応し成

果を普及した。 

特に、クロマグロ人工種苗

の腹薄の原因究明では、

要因候補として配合飼料

原料を推定した。ニホンウ

ナギ種苗生産では、新規

仔魚用飼料の開発により

形態異常の大幅低減、自

動給餌装置や半循環装

置の導入による生産コスト

の大幅低減に成功した。 

・ブリの育種では、育種効

果の高精度予測を構築し

た。ハタ類における形態

異常防除法では、スジア

ラに続きヤイトハタでも全

面シャワー方式の有効性

を確認した。また、地方公

共団体等７機関に対し本

方式に関する情報提供と

技術指導を行い、うち３機

関で種苗生産に活用され

た。これらの機関ではキジ

ハタ及びマハタに対する

有効性も確認され、本方

式の開発はハタ類全般の

養殖技術発展に大きく貢

献した。ブリのノカルジア

症に対する新型ワクチン

開発では、世界初となる

高い有効性、持続性を確

認し、簡便なワクチン投与
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魚病分野では、有

効性を高める手法を

利用した DNA ワクチ

ンを試作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伝染性造血器壊死症ウイルス（IHNV）について、別の塩基配列を組

み込んだ DNA ワクチンを試作して攻撃試験をしたところ、ワクチン効

果が向上し、当該塩基配列の有効性が認められた。また、IHNV に対

する DNA ワクチンの安全性を確認するため、ニジマスに接種してニ

ジマスゲノムへの組込み（インテグレーション）を調査したところ非検

出であり、安全性が示唆された。 

 

(年度計画以外の成果） 

・天然種苗由来クロマグロから作出した新規系統の血縁関係を解析

したところ、既存の継代系統より近縁度が低かった。また、既存の継

代系統を新規系統と交配させ、近交の解消を確認した。 

・沖出し直後のクロマグロ種苗に寄生して問題になっているウオノエ

類の対策としてウオノエの薬剤への感受性を明らかにした。 

・ニホンウナギ種苗量産では、受精卵とふ化仔魚の管理法を改良し

たことで従来より安定して大量にふ化仔魚を生産できるようになっ

た。 

・ニホンウナギ仔魚用飼料に核酸を添加すると変態時の形態異常が

大幅に低減することを見出した。出願した国内特許が公開された。こ

れにより、資源量が少なく供給が不安定で高価なサメ卵に依存しな

い大量生産が可能な飼料による健全なシラスウナギの生産ができ、

ウナギ種苗生産の実用化へ向け大きく前進した。 

・ニホンウナギ仔魚用飼料として、魚粉と魚油を用いない飼料を作製

し、仔魚期初期においては従来飼料と同等の成長・生残を示すこと

を明らかにした。 

・ニホンウナギの仔魚期間短縮のゲノム育種選抜を継続し、仔魚期

間短縮が順調に進んでいることを確認した。 

・ブリ育種について、成長又はハダムシ（ブリの表皮に付く寄生虫）抵

抗性で育種価をもとに親魚から作出した第 1 世代の遺伝率を推定し

たところ、成長とハダムシ抵抗性については比較的高かった。また、

構築したゲノム育種価予測式により、成長の育種価が高くなったこと

から選抜効果が示されたとともに、ハダムシ抵抗性の予測精度が高

いことを確認した。 

・タイラギの産卵誘発ペプチド投与により繰り返し採卵を行ったとこ

ろ、いずれも生産に必要な産卵数が得られるとともに、飼育初期の不

調はなく稚貝が得られた。親貝から繰り返し採卵して種苗生産できる

ことがわかった。 

・サクラマスでは、ふ化後約半年の春に海水馴致して陸上（閉鎖循環

システム）で海水飼育した海産種苗と淡水で飼育した通常種苗を 11

法も確立した。 

以上のように、計画以上

の特に顕著な成果の創出

がなされ、養殖業の収益

性及び持続性の向上並

びに持続的な水産物生産

システムの構築等にも著

しく貢献し、技術普及・移

転や国民への理解の醸

成もより高度に進んだ。 

 

・海藻の繁茂などの環境

機能の付与が期待できる

潜堤付き防波堤の消波機

能を明らかにし、報告書

で公表したことは、今後の

漁港施設整備の推進に

資する成果である。 
・浮魚資源の定量評価の

ための全周計量ソナーの

定量化に必要な背景残響

除去手法を開発してトロ

ール時のソナーデータに

適用し、魚種別の漁獲効

率推定を実施した。また、

高度化した漁船ソナーデ

ータ解析手法を用いてサ

ンマ漁船による調査を実

施した。これらの新たなデ

ータ解析法により、将来、

個々の調査船の資源把

握能力が増加すると共

に、漁船との連携による調

査効率の向上が期待され

る。 

・クルマエビ養殖における

稚エビ投入量や給餌量

を、出荷シナリオに応じて

システムダイナミクスを用

いて意思決定できるシミュ

レータをクルマエビ養殖
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月から海水飼育して比較したところ、海産種苗の成長が良いことが明

らかになった。 

・ハタ類における形態異常防除法では、全面シャワー方式の有効性

をスジアラで引き続き確認し、その安定生産を確実なものとした。ま

た、同様な問題を抱えるヤイトハタにおいても全面シャワー方式の有

効性を確認し、ハタ類養殖の発展に大きく寄与する技術を確立した。 

・ブリでは、赤潮抵抗性に基づいた交配で作出した次世代で、暴露

試験で得られた結果とゲノミック評価（赤潮抵抗性などの特性情報、

ゲノム情報及び血縁情報から推定した遺伝的能力を示す数値）によ

る予測値が有意に相関することを確認した。 

・ゴマサバはマサバに比べて卵や仔魚のサイズは大きいが成長が遅

いこと、カタクチイワシとマイワシは、高給餌の雌親魚は低給餌の雌

親魚と比べて大型卵を産み、その仔魚の飢餓耐性や初期成長も良

いことがわかった。 

・アユ及びコイへの感染試験の結果、特定疾病ピシリケッチア（日本

未侵入のサケ科魚類の病原性細菌）の病原性はアユに対しては高

く、コイには低いことが示唆された。 

・ブリで被害の大きい魚病であるノカルジア症について、新型ワクチ

ンの開発により初めて高い有効性及び持続性を確認した。注射以外

の投与法についても検討し、浸漬法でも少なくとも 3 ヶ月間は有効性

が持続することを明らかにした。 

・コイヘルペスウイルス病（KHV）の定量的検出法について検査マニ

ュアルを作成し、国際獣疫事務局（WOAH）マニュアルに導入され

た。 

・持続的な養殖生産に関する和歌山県での聞取り調査では、スマー

ト養殖機器導入に企業的経営体は積極的である一方、家族経営体

は餌料・資材費高騰のため消極的であった。また、導入した場合でも

人員削減効果は低いという評価であった。 

・都道府県別漁業センサスデータを用いた包絡分析から、主要魚種

の生産性の向上時期には魚粉価格が低下しており、生産性向上に

魚粉の価格が影響していることが推察された。 

・主要なタコ類加工・卸売企業の聞取りや統計から、養殖マダコ普及

のための流通特性や品質特性を把握した。また、鹿児島県での聞取

り等調査では、観光と養殖生産物の需要を結びつける萌芽的政策を

把握した。 

・消費者ウェブアンケート分析から兵庫県産養殖サーモンは輸入養

殖サーモンと比較して支払意思額が高いことが推計された。 

 

 

で初めて開発した。 
 

・地方公共団体担当者を

対象とした漁港・漁場・海

岸の施設の設計にかかる

相談会を実施することは、

施設設計時の課題を解決

することにつながり、今後

の施設整備の推進に資す

る成果である。 

・県や市が参画する水産

庁事業において保護網を

使った藻場造成を実施

し、沿岸漁業の振興に寄

与した。 
・行政当局と連携して品種

登録に係るプラットフォー

ムを構築するとともに、徳

島県が保有する株を用い

て、高成長・高品質ワカメ

を作出し、共同で品種登

録の出願を行い、養殖業

の振興に寄与した。 
・広島湾において自治体

及びマガキ養殖関係者へ

小型微細藻類情報及び

小型幼生の着底予測情

報を準リアルタイムで提供

し、水産物の安定供給に

寄与した。 
・ カ ワ ウ の 行 動 範 囲 を

GPS ロガーによって把握

し飛来防除に活かす技術

が各地で普及し、内水面

漁業の振興に寄与した。 
・生産者によるワカメ優良

株の実証規模での養殖試

験が行われ、養殖業の振

興に寄与した。 
 

・赤潮対策については、
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〔アウトカム〕 

（講習会） 

・全国クロマグロ養殖連絡協議会技術部会を令和６年 11 月７日に開

催し、腹薄発生に関する研究成果を養殖業者、地方自治体等の関

係者に紹介して、各機関のクロマグロ種苗生産と養殖の参考情報と

して利用された。 

・フィッシュミール協会総会（令和６年５月 16 日）において昆虫飼料の

研究成果を紹介し、飼料配合の参考情報として活用された。 

・DNA ワクチンについて、地方公設試験研究機関の魚病担当者を対

象に魚病症例研究会と魚病部会（令和６年 12 月４～５日）を開催して

情報提供を行い、普及に努めた。 

・スジアラの形態異常防除法について地方公設試験研究機関の担

当者を対象に暖水性海産魚類分科会で講演し、各機関で活用され

た。 

・魚病診断・防疫対策について、地方公設試験研究機関の魚病担当

者を対象にした魚病症例研究会と魚病ブロック会議、また WOAH 地

域会議で計８件の講演を行い、各機関の診断・防疫対策に活用され

た。 

・アワビ筋萎縮症の衛生管理に関する講演を岩手県の自治体職員及

び全国の種苗担当者を対象に計２件行い、各機関の種苗生産に活

用された。 

・ヒラメアクアレオウイルス（ヒラメが稚魚期にこのウイルス感染症を発

症するとほぼ 100％死亡）の防疫技術について種苗生産関係者への

講演を２件行い、各機関の種苗生産に活用された。 

 

（技術指導） 

・マダコ種苗生産の技術指導を行った岡山県、香川県、大分県及び

民間企業が種苗生産を実施した。 

・福岡県、佐賀県、大分県及び香川県等からタイラギ種苗生産施設

の見学を受け入れ、各機関の種苗生産に活用された。 

・KHV 病の検査マニュアルが WOAH に採用され、世界各国におけ

る検疫体制強化に貢献した。 

・研修受入を通じてタコ類流通調査結果が、北海道庁の調査に活用

された。 

 

（現地実証試験） 

・民間企業１社に量産ベースの飼育技術を移転し、1 万尾以上のシラ

スウナギ生産に成功した。 

・新たに民間企業４社に小規模の飼育技術を移転し、種苗生産が実

豊かな漁場環境推進事業

や北海道赤潮対策緊急

支援事業に取り組み、対

象プランクトンの増殖生理

や水産生物に対する毒性

に関する知見等を集積し

沿岸漁業の振興に寄与し

た。 
 
・モニタリング指標では、

水産試驗所養殖生技研

究中心（台湾）の研究員に

対して有毒プランクトンモ

ニタリング調査研修を実

施、貝毒分析研修会の開

催、ヒトノロウイルス汚染カ

キ試料作製手順を水産機

構ウェブサイトに公開（農

林水産省ウエブサイトから

もリンク）、シーフードショ

ー大阪に出展し、生産量

が低下している養殖ノリを

食害するクロダイ利用促

進のための食味特性評価

の研究成果紹介と、水産

物のヒスタミン濃度及び K

値簡易計測技術と品質管

理手法等に関する普及活

動（展示及びセミナー）を

実施、生鮮水産物の新鮮

度の試験方法に関する

JAS（JAS0023:2022 魚類

の鮮度（K 値）試験方法－ 

高速液体クロマトグラフ

法）について ISO（国際標

準化機構）への国際提案

を目指すロビイング活動と

してインドネシアのボゴー

ル農科大学(IPB）水産海

洋学部の４名に対して K

値分析法の研修実施な

ど、成果の普及活動を多
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施された。その内の２社がシラスウナギの生産に成功した。 

・大阪府立環境農林水産研究所水産技術センターにマダコの種苗

生産技術を移転し、そこで生産した人工種苗を用い、田尻漁業協同

組合においてマダコ養殖試験を実施した。 

・クロマグロ早期種苗について、1 歳以降の育成状況を調査するため

3 件の実証試験を民間企業と共同で実施。 

 

（普及活動） 

クロマグロ受精卵（計 150 万粒）を民間養殖業者２社に有償配布して

養殖に利用されることで、人工種苗普及に貢献した。 

・水産機構が開発した産卵誘発ペプチド注射によるタイラギ採卵技

術を用いて、香川県、大分県、福岡県及び長崎県の水産試験場がタ

イラギ採卵の実証試験を実施した。 

・令和６年７月４日に水産庁で開催された試食会に協力し、政府関係

者及びマスメディア関係者に人工種苗から養成したうなぎ蒲焼を試

食してもらうとともに種苗量産技術開発の進捗状況を説明した。政府

関係者とマスメディアを通じた国民の理解を深めた。 

・東京都内のスーパー１店舗で令和６年７月 12～13 日に一般客を対

象に人工種苗から養成したうなぎ蒲焼を試食してもらうとともにアンケ

ート調査を行い、国民の理解を深めた。 

・令和６年７月９日に東京海洋大学で開催された第 47 回全国養鱒技

術協議会大会で、サーモンのゲノム選抜育種について県等の担当

者に説明し、担当者に参考情報として活用された。 

・低魚粉飼料関連の論文を公表し、飼料メーカー等の関係者に研究

成果を周知して活用を図った。 

昆虫飼料で育成したマダイの試食会を葛西臨海水族園で実施（令和

６年 2 月１～２日）し、国民への理解を深めた。 

・葛西臨海水族園 35 周年イベントにおいてクロマグロ人工種苗の研

究紹介を行い、国民の理解を深めた。 

・サーモン養殖及び国内ブランド魚に関する情報をマスメディア各社

へ 12 件提供し、国民の理解を深めることに貢献した。 

・マス類の皮膚炎（ラッシュ）の診断指針を地方公設試験研究機関に

配布し、診断を可能にした。 

 

（公的機関等からの依頼） 

・大分県農林水産試験研究アドバイザーとして、大分県で推進してい

るブリの継代飼育等についてアドバイスを行い、大分県の飼育業務

に活用された。 

・人工種苗生産試験で生産した余剰のタイラギ受精卵 5,000 万粒を

数実施した。 
 

以上のように、計画以上

の特に顕著な成果が創出

され、水産物の安定供

給、沿岸・内水面漁業の

振興、養殖業の収益性及

び持続性の向上並びに

持続的な水産物生産シス

テムの構築等にも著しく

貢献した。 

 

 

評価軸２について 

・クロマグロ・ニホンウナギ

等の人工種苗生産技術、

ブリ・サーモン類の育種技

術、魚粉代替飼料、ワクチ

ン開発、養殖のマーケッ

ティング戦略解析等の成

果を挙げており、これら

は、農林水産省策定の

「養殖業成長産業化総合

戦略」、「みどりの食料シス

テム戦略」における人工

種苗への転換、低魚粉飼

料の開発、育種による種

苗の改良、ワクチン開発、

マーケット・イン型水産業

の推進等の方針に合致し

ている。 

 

・モニタリング指標では、

国が進めるウナギ人工種

苗の社会実装のための

「ウナギ人工種苗利用管

理についてのガイドライン

（案）」の策定１件、魚病診

断防除マニュアル等９件、

クロマグロ養殖、ニホンウ
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（２）持続可能な水産物

生産システムの構築と

高度化のための研究開

発 

 

生息域の環境変化が

主要な水産生物の生産

に及ぼす影響の解明、

栽培漁業に関する技術

の開発、海域環境変化

に対応した漁場環境整

備、次世代漁船開発に

必要な工学的技術、漁

港施設の強靱化・長寿

命化、有害・有毒藻類

や化学物質の動態・影

響把握とその対策技

術、水産物の品質・衛

生管理技術等に関する

研究を行う。また、生物

モニタリング技術を活用

して場と生物の関係に

関する科学的知見の深

化を図り、有用魚介類

の成育と再生産に重要

となる水域の保全・回復

に役立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）持続可能な水産物

生産システムの構築と

高度化のための研究

開発 

 

水産業の持続的発

展に資するため、水産

物生産現場で問題とな

っている現状に対する

対応策を開発する。同

時に、漁場における物

理・化学・生物学的環

境と水産生物との関係

に関する科学的知見に

基づき、各漁場におけ

る生物生産機構の解明

を目指す。 

この目標を達成する

ために、漁港の防災減

災対策・長寿命化対策

や漁場環境の整備、漁

船など漁業生産システ

ム開発に必要な工学的

研究開発、環境の変化

が主要な水産生物の

生産に及ぼす影響解

明、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）持続可能な水産

物生産システムの構

築と高度化のための

研究開発 

 

漁港・漁場の安全性

や有効性を高めるた

め、高波浪時におけ

る防波堤の消波ブロ 

ック工の越波低減効

果等を定量的に評価

し設計技術を高度化

するとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

改良した魚礁効果

予測モデルの推定精

度を検証し実海域に

おける魚礁効果を試

算する。 

 

 

 

 

また、漁船安全遠

隔監視手法、浮魚資

源の音響調査手法を

改善する。 

福岡県と佐賀県に提供し、農林水産省の有明海漁業振興技術開発

事業の種苗生産試験に使用された。 

（現地実証試験） 

・開発したタイラギ種苗生産技術を大分県、香川県、福岡県、佐賀県

及び長崎県に技術移転し、各県の種苗生産試験に利用された。 

・特定疾病の確定診断 21 件と不明病診断 15 件を実施し、地方公設

試験研究機関の魚病対応に利用された。 

 

 

（２）持続可能な水産物生産システムの構築と高度化のための研究開

発 

 

 

・高波対策に資するとともに、海藻の繁茂などの環境機能の付与が

期待されるなど、社会的ニーズが高い潜堤付き防波堤を対象に、水

理模型実験により防波堤の消波ブロック工の消波機能を検証した。

従来は不明だった「潜堤付き防波堤」の波力特性を明らかにし、防災

機能を期待した施設として整備するための知見を得た。 
・令和６年能登半島地震による被害の実態把握に取り組んだほか、

被災メカニズムの分析、及び現行の漁港施設の設計手法の妥当性

評価等に取り組んだ。技術面の本格的な検討は次年度以降に継続

される予定。 

・地方公共団体担当者を対象とした漁港・漁場・海岸の施設の設計に

かかる相談会を 11 件実施した。 

・５件の技術指導を実施した（JICA 研修生受入１件、ソナー関連技術

指導４件）。 

 

 

・館山湾に設置されている複数の魚礁を対象として、水中ドローンに

よる動画撮影、周辺水の環境 DNA 分析とともに、流れ・水温・塩分等

の周辺環境の調査を実施した。 

・これまでに水中ドローン取得の画像解析により 1m スケールの分解

能で魚類の二次元分布特性を定量把握する技術を開発した。これを

もとに、館山湾に設置されている形状の異なる２魚礁の蝟集効果を

流れ、水深を考慮して推定し比較した。 

・環境 DNA を用いて魚礁周辺の魚類餌料となるカイアシ類の分布の

分析を行った。 

 

・安全な操船を支援する技術として、遠隔地からの操船アシスト技術

を開発し、漁業調査船たか丸を用いて遠隔操船による自動減速実験

を実施、相手船との衝突リスクが生じた際に自動的に減速することを

ナギ種苗生産、タイラギ種

苗生産等の現地実証試

験７件、国等が開催する

協議会・行政会議への委

員としての貢献６件があっ

た。 

特に、多数の現地実証試

験を通じ、当初の計画以

上に民間等への技術移

転が進んでいることは養

殖業の成長産業化を進め

る国の施策に大きく貢献

している。また、国等が開

催する委員会への行政貢

献も極めて高い。 

以上のことから計画以上

の成果をあげたと判断し

た。 

 

・令和６年能登半島地震

による被害の実態把握と

具体的な復旧方法の検討

に取り組み、石川県の「能

登の水産関係港の復興

方針」策定に大きく貢献し

た。 

・計量魚群探知機データ

の船上自動解析・陸上転

送システムの改良を継続

し、水産機構及び地方公

設試験研究機関の調査

船５隻で継続的に運用し

た。 

・全周計量ソナーの定量

化に必要な背景残響除去

手法を開発、トロール操

業時のデータに適用し魚

種別の漁獲効率を推定し

た。 

・みどりの食料システム戦

略の取組課題として掲げ

られている漁船の脱炭素
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沿岸内水面の生物

資源への環境の影響

把握を行うための調

査、実験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証した。 
・計量魚群探知機データの船上自動解析・陸上転送システムの改良

を継続し、水産機構及び地方公設試験研究機関の調査船５隻で継

続的に運用した。 
 
 
・浮魚資源の定量評価のための全周計量ソナーの定量化に必要な

背景残響除去手法を開発してトロール時のソナーデータに適用し、

魚種別の漁獲効率推定を実施した。また、高度化した漁船ソナーデ

ータ解析手法を用いてサンマ漁船による調査を実施した。 
・みどりの食料システム戦略の取組課題として掲げられている漁船の

脱炭素化に養殖業シナジービジネス創出事業等で貢献、同事業で

実船の建造に着手した。 
 
・クルマエビ養殖における稚エビ投入量や給餌量を、出荷シナリオに

応じてシステムダイナミクスを用いて意思決定できるシミュレータをク

ルマエビ養殖で初めて開発した。 
 

・三陸沿岸においてアラメ藻場の回復を目的としたウニ駆除の効果を

評価した。 
・三陸沿岸においてサケ稚魚のサバ類による被食リスクが低い可能

性を示した。 
・広島湾においてマガキ採苗に影響する小型微細藻類の出現動態

をモニタリングするとともに増殖特性を明らかにした。 
・捕獲したカワウに GPS ロガーを装着し、その行動範囲を把握すると

ともに、カワウの飛来防除に活かす技術を開発した。 
・相模湾東岸で、冬場の鉛直混合により浅海域の海藻等に栄養塩が

供給されることを長期モニタリングで明らかにした。 
・相模湾におけるアユ資源の維持・増大のためには中小規模河川の

環境保全が不可欠であることを示した。 
・アイゴ幼魚は低水温下でも海藻を摂餌可能であり、海藻保護網の目

合いを通過する可能性が示された。 

・植食性魚類ノトイスズミが１日の摂餌量の約半分の海藻を夜間に摂

餌することを確認した。 

・養殖ワカメの形質・特性評価手法を開発し、これにより作出したワカ

メ優良株について特性評価を行い、既往品種との違いを明らかにし

た。 
・開発したワカメの特性評価法を品種登録の審査基準案として農水省

担当部局に提案するとともに、徳島県と共同で高成長・高品質ワカメ

を作出し、国内初事例となる品種登録の出願を行った。 
・重要魚種の生息場として機能しているサンゴ礁の立体構造を解明

化に養殖業シナジービジ

ネス創出事業等で貢献、

同事業で実船の建造に着

手した。 

 
・海水中のアザスピロ酸産

生藻類の濃縮や毒の検

出の条件を明らかにする

など、国内でアザスピロ酸

の監視体制が必要になっ

た際に、規制や注意喚起

に必要な重要な知見を取

得した。 
・麻痺性貝毒機器分析移

行に向けてデカルバモイ

ルサキシトキシン鏡像異

性体の多量合成や共同

研究機関間で不確かさを

指標とした分析評価を実

施、麻痺性貝毒代謝物の

二枚貝からの単離や合成

技術を開発するなど、基

盤技術開発を推進した。 
・しらす加工品の安全性

評価のための知見を得る

ため、混入するフグ稚魚

について遺伝子解析によ

る種判別とタンデム質量

分析によるテトロドトキシン

分析を実施しナシフグや

シマフグからテトロドトキシ

ンを検出した。 
・「ブリ類の凍結魚肉の製

造方法」（特願 2024 －

071965)を令和６年４月 25

日に特許出願した。この

技術によって、解凍後８時

間以上、血合筋の色調保

持が可能となった。本技

術の活用により、冷凍ブリ

肉の製造に対応した水産
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 有害・有毒藻類や海

洋生物毒・化学物質の

動態・影響把握とその

対策技術の開発、環境

修復技術の開発、水産

物の安全・安心と高度

利用のための研究開

発等を行い、水産機構

内外の分野と協力して

各種基盤技術の確立、

異分野との連携及びそ

の社会実装を図る。 

 

加えて、 

新たな環境及び生

物モニタリング技術を

活用して環境と生物の

関係に関する科学的知

見の深化を図り、有用

魚介類の再生産に重

要となる水域の保全・

回復に役立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有害・有毒藻類発生

動態及び環境データ

を収集整理し、発生

動態予測モデルの精

度向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、魚毒の指標

パラメーターによる診

断方法を検討する。 

 

 

 

海産生物に対する

環境因子及び化学物

するとともに、サンゴ礁の修復・再生技術の社会実装を進展させた。 
・養殖ウナギを半自然条件の露地池で管理して天然個体の生理状態

に近いウナギへと育てる試みを行うとともに、それらを環境操作で銀

化（ウナギが海に下って産卵する際に体色が変化する現象）を促進

する技術の開発を進展させた。 
・海草藻場に深刻な食害をもたらすアオウミガメを、ドローン空撮画像

から自動検出する技術を開発し、久米島や伊良部島のアオウミガメ

の密度が世界的に高いことを解明した。 

・有明海のハイガイが 3 週間程度の短期間の高濁度・低塩分への暴

露には強い一方、低塩分の影響は比較的長期に現れること等が示

唆された。 

・サケ科魚類の遺伝的集団構造に関して、５つの地理的系統群を明

らかにし、67 種類の DNA タイプのうち、40 種類が河川固有であるこ

とを示した。 

・渓流漁場の取り組みによる地域や漁協の活性化について明らかに

した。 

・瀬戸内海の湾灘ごとに水質の長期変化を解析するとともに、複数の

気候シナリオ条件下における北日本沿岸域での藻場植生や瀬戸内

海でのワカメ養殖への影響予測を行い、適応策を検討した。 

 

・画像情報に基づく新規モニタリング手法について検討した。有害赤

潮であるカレニア属、シャットネラ属、プロロセントラム属プランクトン

を含む学習用画像について各モデルの検出精度を調べた結果、

DINOモデルが最も検出精度が高いことが示された。今後は、学習量

を増やすことで、さらに検出精度を上げる予定である。 

・有害プランクトン同定研修会及び北海道赤潮生物同定研修会を開

催し、道府県担当者に対する同定技術の普及を行った。 

・有毒プランクトンモニタリング調査研修を水産試驗所養殖生技研究

中心（台湾）の研究員に対して実施し技術を普及した。 

・北太平洋海洋科学機関（PICES）におけるシンポジウム「北太平洋に

おける有害有毒藻類の分布の変遷」においてコンビナーを務めると

ともにワークショップ“Science Jam”の運営に携わった。 

 

・有害赤潮プランクトン・カレニア属の毒性検出法として、ワムシを用

いた検出法及び血液寒天プレートを用いた溶血活性を用いる方法を

検討した。キュベット内に赤潮海水とワムシを添加し、一定時間後に

沈殿度を目視することや、寒天プレートの溶血環により毒性の強弱を

判定できる可能性が示された。 

 

・環境省「化学物質審査規制法有害性評価 WG」、「マイクロプラスチ

ックに関する生態系影響把握・動態調査有害性評価分科会」及び経

事業者向けの褐変防止マ

ニュアルを作成中である。 

・モニタリング指標では、

地方公共団体が水産基

盤施設を維持管理する際

に活用するマニュアル５

件、「令和５年度環境に配

慮した低次生態系におけ

る微細マイクロプラスチッ

クの影響評価」成果概要

が水産庁ウェブサイトで公

開された。また、ライトトラ

ップを用いたアユ稚魚調

査について、茨城県、福

井県、和歌山県にライトト

ラップ作成方法のマニュ

アル及び動画を提供し

た。 

・機関故障予防、波浪予

測、自動航行、ソナー関

連の現地実証試験４件、

有機汚濁が進行した底質

環境を改善するため、底

質改善材（カキ殻、石炭

灰、石灰）を底質に混合

し、底生生物の加入や底

質電位、硫化物量などを

指標として改善材敷設に

よる底質改善効果を検証

する実証試験、八代海で

発生したシャットネラ赤潮

を現地で養殖しているマ

ダイ、シマアジ、及びマサ

バに船上で暴露し、スー

パーオキシドを指標とす

る魚毒性診断技術の実証

試験を実施した。 

・漁船の脱炭素関連で 1

件、国際試験水槽会議 1

件（豪州）、漁船安全関係

で２件（シンガポール、中

国）、音響資源調査関係
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質の複合影響評価手

法を構築するととも

に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外水槽にて電位

を指標とした底質評価

システムの有効性を

検証する。 

 

 

 

水産食品に由来す

るノロウイルスや食中

毒細菌等の生物的危

害要因について、水

産食品や環境中での

動態を明らかにする。 

 

 

また、寄生虫対策を

念頭に、高品質で安

全性を確保した近海

済産業省「経済産業省薬事審議会化学物質審議会」に委員として参

画し、有害性評価レビューを行うなど行政施策に貢献した。 

・殺虫剤及び環境中の因子として水温に着目し、高水温、殺虫剤フィ

プロニル、ウイルスを複合曝露する実験を行った。 

・クルマエビ稚エビを用いて 20℃、25℃及び 30℃で殺虫剤フィプロ

ニル及びホワイトスポットシンドロームウイルス（WSSV）の 96 時間複

合暴露試験を行った。その結果、ウイルスのみ、あるいは殺虫剤のみ

では高水温（30℃）下でも死亡率が 17%程度であったのに対し、殺虫

剤＋ウイルス＋高水温（30℃）では死亡率が 42%まで増加し、これら

の要因が複合的に作用することが明らかになった。 

・多環芳香族炭化水素化合物(PAHs)をモデル化合物としてマイクロ

プラスチック(MP)の体内への運搬作用（ベクター効果）について検証

した。試験の結果、魚類体内に蓄積した PAHs の大部分が周囲の海

水中に存在する PAHs 由来であり、ベクター効果は小さいことが明ら

かとなった。 

・海底泥中に蓄積した MP の底生生物に対する影響を調べるため、

ゴカイの尾部の再生能をエンドポイントとした試験法について検討し

た。MP が底泥中に 0.1%以上含まれると尾部の再生が阻害されること

が示され、試験法の確立に向けた知見を得ることができた。 

・令和６年７月に開催された、第３回環境化学物質２学会合同大会（広

島大会）の準備段階から会期中の運営に至るまで事務局主要メンバ

ーとして中心的な役割を果たした。 

 

・屋外水槽において底質の汚染状況と底質電位変動の関係を調べ

た。マダイを底質の残餌にアクセスできる状態と（網で仕切ることで）

アクセスできない状況を設定し、底質電位をリアルタイムでモニタリン

グした結果、残餌にアクセスできない底質では目視で汚染を確認で

きない段階で電位の低下が確認できたことから、電位測定により底質

汚染のシグナルを早期に検出できることが示された。 

 

・ヒトノロウイルス（HuNoV）が拡散された海水中でカキを飼育し、海水

の pH、塩濃度、水温、エアレーションの有無、カキにとって餌となる

プランクトンの有無について条件を変え、カキの HuNoV 取込量を調

べた。その結果、水温、pH、エアレーションの違いによって HuNoV

取込量に有意な差があることを明らかにした。 

 

 

 

・安全性を確保した水産物の付加価値向上技術開発として、アニサ

キス食中毒の防除等、天然漁獲物を対象とした魚肉の品質劣化を抑

制する冷凍技術の開発について、以下の取り組みを行った。 

で 1 件（英国）の各種協議

会、国際会議等に参加し

た。 

・PICES の S-HAB に委員

として参画し、各国沿岸に

おける赤潮・貝毒の発生

状況について情報交換を

行った。 

・環境省「化学物質審査

規制法分科会」、「マイクロ

プラスチックに関する生態

系影響把握・動態調査 

有害性評価分科会」及び

経済産業省「薬事審議会

化学物質審議会」に委員

として参画し助言等を行

った。 

以上のように、国の方針

や社会のニーズに適合す

る顕著な成果を多数挙げ

た。 

 

 

評価軸３について 

・社会実装へ進展する具

体的な技術開発事例とし

て、ニホンウナギ種苗生

産技術、スジアラの形態

異常防除技術、マダコ種

苗生産・養殖技術等の開

発において、人工種苗や

養殖技術の普及に大きく

貢献する成果を得た。特

にニホンウナギ種苗生産

技術においては、民間企

業１社に量産ベースの飼

育技術を移転して 1 万尾

以上のシラスウナギ生産

に成功するとともに、新た

に民間企業４社に小規模

の飼育技術を移転し、そ



R６年度－32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁獲物の生食用冷凍

保存技 術 を 開発す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・血管内容物置換器具（特許第 7288723 号）を使用し、高い効率で魚

体の残存血液を除去することで、解凍後のシイラの魚肉の劣化を抑

制できることを見出した。 

・凍結前に魚肉の乳酸を低減させることが解凍後の品質保持に重要

であるが、この器具を使用すると、血液と共に乳酸を体外に排出でき

ることを見出した。 

 

 

（年度計画以外の成果） 

・貝毒の一種であるサキシトキシン鏡像異性体（ent-STX）・デカルバ

モイルサキシトキシン鏡像異性体（ent-dcSTX）の多量合成技術を開

発し多量合成を行った。ent-STX の純度や構造を機器分析で確認

し、電位依存性ナトリウムチャネル（Nav）阻害活性についても明らか

にした。鏡像異性体の標準物質製造に向けて、各共同研究機関で

不確かさを指標とした分析法の評価ができる共同試験を実施した。 

・麻痺性貝毒の代謝物(M-toxins)について、二枚貝からの単離や合

成技術の開発を行った。核磁気共鳴装置（NMR）にて値付けして標

準品とし、高毒化した二枚貝類における含有量を分析した。M-toxins

は、貝種や採取時期によって差があるものの、高濃度で蓄積してい

ることが明らかになった。 

 

・国内での食中毒発生が懸念されている海水中のアザスピロ酸産生

藻類について、二枚貝の将来的な毒化リスクを評価するため、アザス

ピロ酸産生藻類の出現密度や毒量などの知見収集、海水中からアザ

スピロ酸を検出する手法を確立した。 

 

・しらす加工品に混入するフグ稚魚について、遺伝子解析による種

判別及び液体クロマトグラフ・タンデム質量分析によるテトロドトキシン 

(TTX、フグ毒)分析を行った。シロサバフグでは TTX が不検出であっ

たが、ナシフグやシマフグから TTX を検出した。 

・鮮度指標 K 値による生食適正鮮度域を重要魚種で提案するため、

水揚げ後に養殖ブリのロイン（四つ割りの身）保管中の K 値、イノシン

酸（IMP）含量、ｐH と官能評価による弾力の変化、呈味、好ましさとの

関係を明らかにした。また、消費期限内での遊離アミノ酸総量に大き

な変動がないことを確認した。 

・生鮮水産物の新鮮度の試験方法に関する JAS（JAS0023:2022 魚

類の鮮度（K 値）試験方法－高速液体クロマトグラフ法）について、

ISO（国際標準化機構）への国際提案を目指し、試験方法のドラフト

作成を行うとともに、規格開発の協力国を募るためロビイング活動を

行った。 

 

〔アウトカム〕 

の内の２社がシラスウナギ

の生産に成功するなど、

著しく顕著な成果が得ら

れた。スジアラの形態異

常防除技術においては、

地方公設試験研究機関

に技術紹介を行い、ハタ

類主要生産県である 7 機

関に技術指導を行い、3

機関で種苗生産に活用さ

れ、キジハタやマハタでも

高い有効性が確認され

た。 

 

・科学的知見の深化に寄

与する具体的な事例とし

ては、ブリ育種におけるゲ

ノム育種価予測式の構築

による育種効果予測の高

精度化、ウナギ仔魚用飼

料の無魚粉無魚油化、ブ

リのノカルジア症の新型ワ

クチン開発等の科学的成

果が着実に得られた。特

にブリのノカルジア症対

策ではこれまで有効なワ

クチンは開発されてこな

かったが、弱毒生ワクチン

という新たなタイプのワク

チンを導入することで高

い有効性と 1 年以上という

長い持続性を有するワク

チンの開発に世界で初め

て成功した。 

・海洋プラスチックについ

て、重要な懸念事項の一

つである有害化学物質の

運び屋（ベクター）として

の影響を「環境に配慮し

た低次生態系における微

細マイクロプラスチックの

影響評価」事業や環境省
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【重要度：高】 

水産業の生産現場

は、生産量及び金額が

減少し、漁業就業者の

高齢化、減少等構造的

な問題を抱えており、そ

れらに対応し、水産業

の成長産業化を推進す

るためには、養殖業に 

おける種苗の安定的な

生産技術等の開発や

漁場、養殖場の持続的

利用が可能な環境整備 

技術の開発など、生産

性向上に関する研究成

果とその実用化が強く

求められているため。 

【困難度 高】 

気候変動等の影響を

受ける日本の水産業の

持続的な発展を図るに

は、仔魚期初期の生態

の知見が極めて少ない

ニホンウナギの飼育技

術や初期餌料の開発、

人工種苗の生産効率が

極めて低いクロマグロ

の採卵技術や疾病対

策技術の開発などこれ

までの研究にとらわれ

ない新しい発想に基づ

く取組が必要であるた

め。また、荒天下でも漁

況に応じて目的地を頻

繁に変更する漁船特有

の航行に対応した、自

動操舵や衝突回避技

術の開発、激甚化する

自然災害に耐えうる新

たな漁港施設の設計基

準や ICT を活用した遠

・地方公共団体が水産基盤施設を維持管理する際に活用するマニュ

アルや藻場保全・造成に関するマニュアル計５件を作成した。 
・潜堤付き防波堤の消波機能に関する知見を含んだ「漁港漁場施設

の設計手法の高度化検討調査」報告書を水産庁ウェブサイトで令和

７年度中に公開予定。 
・石川県の「能登の水産関係港の復興方針」を策定。 
・「磁気センサーを活用した漁港施設の点検の手引き」等の成果を水

産庁ウェブサイトに公開し、広く周知。今後、利用されることにより施

設点検の省力化が見込まれる。 
・水中ドローン取得の画像解析等の成果について国際誌に掲載され

るなど、広く周知。今後、現場での利活用が期待される。 
・高度化した漁船ソナーデータ解析ソフトウェアを用いる浮魚資源の

漁船利用型調査を水産庁事業で実施。 
・機関故障予防、波浪予測、自動航行、ソナー関連の現地実証試験

４件を実施した。 
・漁船の脱炭素関連で 1 件、国際試験水槽会議１件（豪州）、漁船安

全関係で２件（シンガポール、中国）、音響資源調査関係で１1 件（英

国）の各種協議会、国際会議等に参加し、行政施策に貢献した。 
・県や市が参画する水産庁事業において、保護網を使った藻場造成

を実施した。 
・広島湾において自治体及びマガキ養殖関係者へ小型微細藻類情

報及び小型幼生の着底予測情報を準リアルタイムで提供し、採苗に

活用された。 
・捕獲したカワウに GPS ロガーを装着し飛来防除に活かす技術が各

地で利用されており普及中である。 
・ライトトラップを用いたアユ稚魚調査について、茨城県、福井県及び

和歌山県にライトトラップ作成方法のマニュアル及び動画を提供。一

部の県でライトトラップ調査に利用されている。 
・ワカメ優良株の生産者による実証規模での養殖試験が実施された。 
・サンゴ礁の修復・再生技術が沖縄県漁場整備事業、環境省の自然

再生事業、さらには民間や石垣市の支援を受けた八重山漁協独自

の取組としても活用され、着実に社会実装が進展。 
・浜名湖養魚漁業協同組合、天竜しらす鰻漁業生産組合及び竜洋し

らす鰻採捕団体によって事業成果の技術が活用され、養殖露地池で

育成されたウナギの放流を実施。 
・赤潮対策について、豊かな漁場環境推進事業や北海道赤潮対策

緊急支援事業等に貢献した。 
・県より依頼があった有害・有毒プランクトンの種同定等の鑑定依頼

に対応し、水産庁が毎年度とりまとめる有害・有毒プランクトンの発生

総合推進費において、実

験的手法を用いてベクタ

ー効果を定量的に評価す

ることで、行政施策に活用

可能な生物影響に係る知

見の集積のみならず、当

該分野の学術的知見の

深化につながる多大な貢

献を果たした。 

 

・モニタリング指標では、

令和６年度の（１） 養殖業

の成長産業化を推進する

ための研究開発は、外部

資金 611,451 千円（参考：

運営費交付金による研究

費は 59,581 千円）を獲得

し、特許取得 1 件、論文

（査読有）54 件、学会発表

113 件、その他の論文、報

告書等 102 件の成果公表

をした。共同研究は 20

件、特定疾病検査対応 21

件、依頼による魚病診断

を 13 件、ジーンバンク事

業による試料配付 72 件を

実施した。 

・徳島県と作出した高成

長・高品質ワカメについ

て、国内で初めて品種登

録の出願１件を行った。 

・血管内容物置換器具

（特許第 7288723 号）を使

用し、高い効率で魚体の

残存血液と乳酸を除去す

ることで解凍後のシイラ魚

肉の劣化を抑制できること

を見出した。血管内容物

置換器具は令和７年３月

に市販された。 

・国の脱炭素研究を行う
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隔監視など安全確保の

ための技術開発等、異

分野の専門家と連携し

ながら、これまでの常識

にとらわれない基盤技

術を開発する必要があ

るため。 

 

状況調査に貢献した。 
・北太平洋海洋科学機関（PICES）の有害・有毒藻類セクション（（S-

HAB）に委員として参画し、各国沿岸における赤潮・貝毒の発生状況

について情報交換を行い行政施策に貢献した。 
・八代海で発生したシャットネラ赤潮を現地で養殖しているマダイ、シ

マアジ、マサバに船上で暴露し、スーパーオキシドを指標とする魚毒

性診断技術の現場検証を行った。 
・「環境に配慮した低次生態系における微細マイクロプラスチックの影

響評価」事業等に貢献した。 
・「令和５年度環境に配慮した低次生態系における微細マイクロプラ

スチックの影響評価」成果概要が水産庁ウェブサイトに公開、研究成

果の一般への普及に貢献した。 
・有機汚濁が進行した底質環境を改善するため、底質改善材（カキ

殻、石炭灰、石灰）を底質に混合し、底生生物の加入や底質電位、

硫化物量等を指標として改善材敷設による底質改善効果を検証する

実証試験を実施した。 
・カキの HuNoV 浄化試験に向けた人為的な HuNoV 汚染カキ試

料作製方法をまとめ、研究機関と共有し手順書として水産機構ウェブ

サイトに公開された。（農水省ウェブサイトからもリンク）今後の試験で

の利活用が期待される。 
・安全性を確保した水産物の付加価値向上技術開発において、血管

内容物置換器具を用いることで、鮮魚の品質保持のみならず魚体中

の乳酸も低減でき、冷解凍後の魚肉の色調劣化や肉質軟化の抑制

が可能となった。同器具は令和７年３月から市販開始となるなど、研

究成果の一般への普及にも繋がった。 
 
・「ブリ類の凍結魚肉の製造方法」（特願 2024－071965)として令和６

年４月 25 日に特許出願。本技術を活用し冷凍ブリ肉の製造に対応

した水産事業者向けの褐変防止マニュアルを作成中である。 
 

（年度計画以外のアウトカム） 

・麻痺性貝毒の機器分析化は国の検討案件であり、本成果を基に化

学兵器禁止法により製造・利用が厳しく制限されているサキシトキシ

ン（STX）に代わり安全に取り扱える機器分析用標準品（STX 鏡像異

性体）を開発。 
・麻痺性貝毒機器分析の公定法化において M-toxins の毒性や分

析特性は必須の情報であり、これらを踏まえることで麻痺性貝毒の機

器分析条件や規制値が定めることが可能になった。 
・混入するフグ稚魚の毒性評価によりしらす加工品の安全性評価に

貢献する。 
・主要魚貝種の K 値による生食適正鮮度の評価が可能になる。 
・魚介類生食にあたって適切な鮮度管理の国際的指標が設定され、

13 機関の交流セミナーに

おいて、機構代表として

水素燃料電池漁船の開

発によるグリーンイノベー

ションの取組について成

果発表を実施することで

研究開発の進展を図っ

た。 

・PICES におけるシンポジ

ウム「北太平洋における有

害有毒藻類の分布の変

遷」においてコンビナーを

務めるとともにワークショッ

プ“Science Jam”の運営に

携わり、PICES 関連国の

赤潮・貝毒問題の共有を

図るとともに、当該分野の

若手研究者の育成に貢

献した。 

・今年度開催された第３回

環境化学物質２学会合同

大会（広島大会）の準備段

階から会期中の運営に至

るまで事務局メンバーとし

て中心的な役割を果た

し、環境毒性学研究の今

後の方向性や新たな毒性

評価法、分析技術等の共

有を図り、当該研究分野

の発展に多大に貢献し

た。 

モニタリング指標では、機

構の関連技術を活用する

ことにより、公的機関から

依頼のあった漁船設計審

査１件（水産庁）、海難事

故分析対応２件（海上保

安庁、JICA）を実施した。 

・県より依頼があった有

害・有毒プランクトンの種

同定等の鑑定依頼に対

応し、水産庁が毎年度とり



 
 

R６年度－35 
 

国産水産物輸出促進への貢献が期待される。規格開発の協力国を

募るためのロビイング活動としてインドネシアのボゴール農科大学

(IPB）水産海洋学部の４名に対して K 値分析法の研修を行った。 
 

まとめる有害・有毒プラン

クトンの発生状況調査に

貢献した。 

 

以上のように、早期の社

会実装につながる研究・

技術開発の加速化を図る

とともに、アカデミアにお

ける研究の実用化や進展

に繋がる成果を当初の想

定以上に多く創出してい

るため、計画以上の特に

顕著な成果が創出された

と判断した。 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

４．その他参考情報 

水産業の持続可能な発展のための生産技術に関する研究開発セグメントにおいては、決算額が予算額を 10.7％程度下回っている。これは、令和６年度補正予算で措置された運営費交付金を翌年度に繰り越したこ

とが主な要因となっている。 

なお、これらの要因は、漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査セグメントにおける所期の業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、勘定が異なることから、他のセグメントや機構全体にも特段の影響

は及ぼしていない。 
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別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 3 

  第 3-１(3)  

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  研究開発業務（重点研究課題３．漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査） 

関連する政策・施策 水産基本計画 

農林水産研究基本計画 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成 11 年法律第 199 号）第 12 条 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：高 困難度：高 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー  

行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(モ)モニタリング指標） 

①主な参考指標情報（評価対象となる指標） 

 

評価対象となる指標 

基準値等  

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な 
情報  

各種広報媒体等へ
の掲載数及び取材
（モ） 

・各種広報媒体等への
掲載数 
・取材回数 

 
20 件 
15 回 

19 件 
15 回 

24 件 
27 回 

24 件 
28 回 

  

記者レク等情報提
供回数(モ) 

・ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 
(うち記者ﾚｸ回数) 

 
０回 

(０回) 
２回 

(０回) 
２回 

(０回) 
３回 

(０回) 
  

業界関係者等との協議回数（モ）  97 回 97 回 113 回 151 回   

技術指導、講習会、普及活動等の実施数
（モ） 

 30 回 30 回 22 回 25 回   

社会実装に向けて実施した実証試験項目
数（モ） 

 23 件 23 回 24 回 21 回   

報告書等公表件数（モ）  15 件 18 件 16 件 18 件   

成果の社会実装に向けた，漁業者、水産
業界、行政、研究機関等における活用件
数（モ） 

 13 件 10 件 ６件 ５件   

③ 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）  

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

予算額（千円）  3,453,139 3,437,472 3,487,764 3,422,112  

決算額（千円）  2,093,513 2,501,718 3,031,868 3,489,924  

経常費用（千円）  2,131,756 2,406,736 3,125,623 3,216,529  

経常利益（千円）  ▲34,189 - - 4,322  

行政コスト（千円） 2,134,932  2,407,688 3,126,049 3,219,223  

従事人員数  26 人 26 人 24 人 22 人  
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価
の視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

１．研究開発業務 

 

３．漁業・養殖業の安定

的な生産確保のための

開発調査 

 

気候変動等に伴う資

源の変動や、我が国の

人口減少と高齢化に伴

う担い手不足など、水 

産業をめぐる国内外の

環境の変化に柔軟に対

応し、漁業・養殖業経営

体の経営安定を図るに

は、技術イノベーション

の成果を、いかに社会

実装するかの見極めが

必要である。社会及び

産業ニーズを踏まえ、

開発された漁労・養殖

等の成果を用いて、生

産から流通・販売までを

含めた一体的な実証調

査を行い、社会実装及

び企業化を推進する。

このため、操業の効率

化に向けた新しい生産

システムの導入及び漁

獲物の価値向上に加

え、資源の変動に対応

した漁労技術の開発な

ど海洋水産資源の開発

及び利用の合理化に係

 

１．研究開発業務 

 

３．漁業・養殖業の新た

な生産技術定着のため

の開発調査 

気候変動等に伴う資

源変動や担い手不足な

ど、水産業をめぐる国

内外の環境変化に柔軟

に対応し、漁業・養殖業

経営体の経営安定を図

るため、操業効率化に

向けた新しい生産シス

テムの導入及び漁獲物

の価値向上に加え、資

源変動に対応した漁労 

技術開発など海洋水産

資源の開発及び利用

の合理化に係る開発調

査を行う。また、養殖業

の国際競争力強化と持

続的な生産・流通シス

テムの確保に向けた生

産システムの開発調査

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究開発業務 

 

３．漁業・養殖業の新

たな生産技術定着の

ための開発調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価軸１】 

✓取組が国の方針

に合致し、産業、経

済活動の活性化及

び高度化並びに社

会的価値の創出に

寄与するものである

か。 

 

（評価指標） 

✓水産物の安定供

給に寄与する具体

的な取組 

 

✓漁船漁業の持続

的な発展に寄与す

る取組状況 

 

✓本中長期目標期

間における年次計

画の進捗状況 

 

（モニタリング指標） 

✓各種広報媒体等

への掲載数及び取

材 

 

✓記者レク等情報

提供回数 

 

✓業界関係者等と

の協議回数 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

３、漁業・養殖業の新たな生産技術定着のための開発調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｓ 

 

重点研究課題３において

は、本研究課題の取組は

国の方針、社会・経済ニ

ーズに対応し適切に計画

されており、漁業者、業界

関係者及び行政機関と連

携して進められている。取

組において計画以上の成

果も得られており、漁業者

により生産現場で活用さ

れている。 

日本海大和堆のドスイカ

の漁場開発や電動型自動

釣り機の開発・改良を進

め、養殖課題ではブリの

人工種苗生産技術の技術

移転の結果、移転先の種

苗生産結果では、生残率

及び供給能力の向上が図

られるなど、当初計画を超

える成果が得られている。

「研究開発成果の最大化

に向けて」、以下に述べる

評定の根拠における成果

の創出事例や将来的に大

きな成果の創出への期待

等が認められ、年度計画

を大幅に上回っており、特

に著しい業務運営がなさ

れていると判断しＳ評定と

した。 

評定   

＜評定に至った
理由＞  
（業務運営の状
況、研究開発成
果の創出の状
況及び将来の
成果の創出の
期 待 等 を 踏 ま
え、評定に至っ
た 根拠を 具体
的かつ明確に
記載） 
  
＜今後の課題
＞  
（実績に対する
課題及び改善
方策など）  
 
 ＜その他事項
＞  
（審議会の意見
を 記 載 す る な
ど）  
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る開発調査を行う。 

また、養殖業の国際競

争力強化と持続的な生

産・流通システムの確保

に向けた生産システム

の開発調査を行う。 

 

（１）漁業・養殖業の経営

安定に資する生産シス

テムの現場実装 

漁業・養殖業の成長産

業化のためには高い水

準での経営安定が求め

られている。このため、

労働環境改善及び生産

性の向上に資する漁

業・養殖業の新たな生

産システム及び資源利

用法を開発し、実証化

調査で得られた知見を

現場展開する必要があ

る。 

具体的には、AI を活

用し、最新のロボット技

術などを用いた作業の

効率化に係る開発調

査、ICT システムを用い

た生産者と流通業者間

等の情報共有を強化

し、リアルタイムの市場

ニーズに基づく生産を

行うことによって、経営

の効率化に関する開発

調査を行う。 

また、資源変動に対

応し、複数の魚種を柔

軟に利用可能とする操

業体制の開発・実証、商

業規模で新しい養殖生

 

 

 

 

 

 

 

（１）漁業・養殖業の経

営安定に資する生産シ

ステムの現場実装 

労働環境を改善し、生

産性の向上を図るた

め、AI 及び最新のロボ

ット技術などを用いた作

業の効率化に係る開発 

調査、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICT システムを用いた

リアルタイムの情報に基

づく生産による経営の

効率化に関する開発調

査を行う。また、資源の

合理的利用に向けて、

資源等の変動に対応し

て、魚群探索の高度化

 

 

 

 

 

 

 

漁業に関しては、無

人航空機による魚群

探索の実証化試験を

継続し、費用対効果

の改善に努めるととも

に、 

 

 

 

導入マニュアルを

作成し、現場実装を

推進する。 

 

また、自動釣機の

複数台運転による釣

獲効果の向上を図

り、費用対効果を検

証するとともに、現場

への実装を促進す

る。 

 

 

 

 

現場関係者による

ICT システムの運用

体制へ移行し、当該

システムの導入が経

営改善に及ぼす効果

を検証する。 

 

低利用漁場等の効

【評価軸２】 

✓国の方針又は社

会のニーズを踏ま

え、業界との連携に

より、実用化又は社

会実装に向けた取

組となっているか。 

 

（評価指標） 

✓業界と連携した

具体的な事例 

 

✓社会実装に向け

た取組状況 

 

（モニタリング指標） 

✓技術指導、講習

会、普及活動等の

実施数 

 

✓社会実装に向け

て実施した実証試

験項目数 

 

【評価軸３】 

✓成果が、水産関

係者及び国並びに

地方の事業等に周

知され、活用される

よ う に な っ て い る

か。 

 

（評価指標） 

✓成果の業界等へ

の報告状況 

✓成果の水産業関

係者並びに国及び

地方自治体の事業

における活用状況 

 

 

 

 

 

 

 

（１）漁業・養殖業の経営安定に資する生産システムの現場実装 

・無人ヘリコプターをエンジン式ヘリから電動式マルチローター垂直

離着陸（VTOL）型に変更し、発着時及び燃料積載に係る安全性と操

作性が飛躍的に向上した。 

・飛行速度は 30 マイルから 48 マイルに増速、航続距離は 50 マイル

以上であった。 

・初期費用、トレーニング費用、運用費用を再試算し低コスト化を確認

した。 

 

・併せて、無人航空機の導入マニュアルをエンジン式から VTOL 型へ

更新した。 

 

 

 

・令和６年は電動型自動釣り機３台運用時の１航海あたりの漁獲尾数、

漁獲量ともに過去最多を更新するなど、釣獲性能のさらなる向上が認

められた。 

・仕掛けや設定の適正化によっても釣獲性能が大きく向上した。 

・３台導入時の費用は約２年で導入時の初期費用を回収できることが

明らかとなった。 

・実装に向けてマニュアル作成中である。 

 

 

 

・沖合底びき網漁業（北海道海域）において、漁業者が ICT システム

を主体的に運用するようになり、船内の連絡・情報共有だけでなく、船

団及び陸上関係者にも情報が共有された。 

・陸上の漁協職員、荷役・運送業者、産地仲買業者は共有された情報

を活用し、関係各業者間で、作業効率の向上等の連携から、成果の

利活用(アウトカム)が図られることを確認した。 

 

・海外まき網漁業では、採算性の評価には、これまでの航海での探索

 

評定の根拠の詳細は、

以下のとおり。 

 

評価軸１について 

・不漁問題に関する検討

会（令和３年）、海洋環境

の変化に対応した漁業の

在り方に関する検討会（令

和５年）の提言を踏まえ、

さんま船によるアカイカ兼

業試験、日本海大和堆の

ドスイカ資源の新規活用、

底びき網による低利用資

源の活用、大中まき網の

漁具改良など、行政・業界

ニーズにもとづいた新規

性の高い課題の実証試験

を優先的に計画し迅速に

実行した。 

・冬季の漁獲量減少と時

化による出漁機会の減少

が深刻な秋田県北部海域

において、冬季でも出漁

機会が見込めるかご漁業

の兼業化計画を作成し

た。 

・安定した漁獲実績のある

東シナ海マサバを漁獲が

減少している太平洋側の

加工業者が活用できるよう

漁業団体と共同研究計画

を作成した。 

・養殖業成長産業化総合

戦略（令和２年）、みどりの

食糧システム戦略（令和３

年）の重要品目であるブリ

の育種を推進するため、

近年増加している異常な



 
 

R６年度－39 
 

産システム及び新規養

殖対象種の生産技術を

社会実装するための開

発調査を行う。 

 

【重要度：高】 

気候変動等の環境問

題や資源の変動など漁

業・養殖業を巡る国内外

の操業環境の変化に柔

軟に対応し、漁業・養殖

業の安定的な生産及び

経営の安定を確保する

ため、適切で迅速な開

発調査の実施、機構内

外の研究開発成果の活

用及び早急な社会実装

に向けた取組が強く求

められているため。 

 

【困難度：高】 

我が国水産業の再興

を図るには、生産量の

減少、就業者の高齢化

及び減少傾向、気候変

動等の問題への早急な

対応が求められている。

あるべき未来の姿から

逆算して必要とされる技

術開発・実証化に取り組

むには、制度面での困

難性や経営的なリスクが

大きい。例えば、変動す

る資源に対応した新し

い操業体制の検討など

は、開発調査センター

でしか取り組むことがで

きない困難な課題であ

る。また、研究成果の社

や複数魚種を柔軟に利

用可能とする操業体制

の開発・実証を行うとと

もに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁獲物の付加価値

向上のための実証を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

率的な活用法を想定

し た 実 証 調 査 を 行

い、採算性を評価す

る。 

 

 

さらに、浮上型衛

星通信標識等を活用

した漁場探索技術を

現場実装し、その有

効性を示す。 

 

 

また、新しい操業

体制の構築のための

試験操業を継続・追

加し、課題への対応

を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁獲物の付加価値

向上の取組の現場実

装に向けた課題の抽

出と改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モニタリング指標） 

✓報告書等公表件

数 

 

✓成果の社会実装

に向けた、漁業者、

水産業界、行政、研

究機関等における

活用件数 

 

効率も比較対象に加え、低利用の東部水域はエルニーニョ時に漁場

としての利用可能性が高まることを示した。 

・沖合底びき網漁業（日本海大和堆）では、ドスイカの試験操業で大和

堆西部に好漁場を開発し、平均２トン/日の漁獲が得られたこと等から

収益性があると判断された。 

 

・浮上型衛星通信標識（PAT）の浮上位置情報により、ビンナガでは魚

群探索が可能となり、遠洋かつお釣り漁船 16 隻で 100 トンを漁獲した

事例が見られた。 

・令和６年にはメバチでも PAT 試験を行い、PAＴの浮上位置と魚群位

置が一致していたことから、魚群追跡が可能となるデータが補強され

た。 

 

・沖合底びき網漁業（青森県太平洋）では、コッドエンドの大目合い化

により、泥など不要物の入網を大幅に削減し、あまり利用されていなか

った深場漁場で操業可能となった。 

・大中型まき網漁業（東シナ海）では、まき網の下部 30％の網目を拡

大した改造網の導入により、潮流の変化が大きい悪条件下での操業

が可能となり、操業日数が増加した。 

・沖合底びき網漁業（日本海大和堆）では、混獲されるが未利用であ

ったドスイカについて漁獲から販売まで一貫した調査を実施した。漁

獲の最適な時間帯（昼夜）がずれていたため、主対象のホッコクアカ

エビとの兼業が可能であることが明らかとなった。 

・さんま棒受網船によるアカイカ釣り兼業船でのアカイカ釣り漁業（北

西太平洋）では、さんま船の改造仕様を決定し、艤装工事を実施し

た。令和７年２～３月に予備試験操業を実施した。 

 

・遠洋かつお釣り漁業では、漁場別にカツオの脂質含有量を調べ、従

来から高脂質魚が多いとされる漁場の脂質が高いことを確認し、その

上で漁場別入札を実施した。 

・沖合底びき網漁業（青森県太平洋）では、低利用魚の利用・加工方

法を開発しつつ、試験操業で得られた低利用魚の水揚げを実施し

た。 

・低利用・未利用魚のうち比較的多く漁獲されるげんげ類、ココノホシ

ギンザメの加工試作品を多数作成した。 

・鮮度保持試験として、大中型まき網で漁獲されたマアジの船内保持

期間を２日から３日に延長したが、K値に変化はなく鮮度は保持される

ことがわかった。 

・沖合底びき網漁業（日本海大和堆）で漁獲したドスイカの販売試験

低水温・高水温の発生や

赤潮の増加等の環境下で

も育種効果を適切に評価

できる親魚養成飼育の計

画を作成した。 

 

これらは中長期計画策定

時には想定されなかった

行政・業界ニーズである

「海洋環境の急激な変化

への対応」として新規性の

高い課題に優先的に取り

組んだものであり、人員や

予算等の内部調整、業界

との調整を経て迅速に複

数の調査計画の策定に至

ったことは、その後の事業

実施及び成果の社会実装

につながる初動となった。

これらの一連の取り組み

は、適正かつ効率的な業

務運営の下でこれまでの

成果を踏まえた機構の総

合力を発揮したことによ

り、将来につながる画期的

な成果を創出したと認めら

れる。 

 

評価軸２について 

・大中型まき網（東シナ海）

の改造網による操業により

操業機会が増加した。 

・沖合底びき網漁業（青森

県太平洋）では漁具改良

による不要物の入網削

減、主要な低利用・未利用

魚の加工試作品のレシピ

化、シーフードショー等で

認知度が向上した。 
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会実装及び企業化に向

けた実証調査は、広範

囲にわたる関係者との

緊密な連携協力体制を

構築し、長期に渡ってさ

まざまに変動する漁海

況及び市況等の条件の

下で実施した上で、技

術的な有効性及び経営

的な評価を行う必要が

あり、非常に困難な取組

であるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな養殖生産シス

テムや新規養殖対象魚

種の商業規模での実証

調査を行う。これらの調

査においては、新たな

技術等が経営に及ぼ

す効果を評価し、その

成果の現場実装を推進

する。 

 

 

 

 

 

養殖に関しては、ブリ

養殖において、第２

世代の親魚群の最終

成熟にむけた養成を

行うとともに、選抜効

果を評価する。 

 

 

 

また、育種系統の利

用と管理に係る将来

体制について、業界

との調整を進める。 

 

 

 

 

 

 

前年度までに生産

したスジアラの試験

販売等を実施し、採

算性に関する最終的

な取りまとめを行う。 

では、無選別ブロック製品は平均 333 円/kg、一本凍結製品は平均

643 円/kg であった。混獲物としては、市場で価値がなかったドスイカ

だが、漁獲がまとまり、鮮度よく凍結することで商品化することに成功し

た。 

 

・ブリ養殖で、選抜した第２世代の第２群の平均体重は 3.1 ㎏であり、

親世代の 4.8kg より小型だった。令和６年夏季の高水温による摂餌不

良と疾病、赤潮の発生が原因であった。 

・昨年度に選抜した第２世代の第１群の選抜効果は、育種価から３％と

見積もられ、当初の目標である 10％には及ばないと推定された。 

・海洋環境変化に伴う水温変動や赤潮の発生により、ブリの成長が停

滞し、体重等の分かりやすい指標での育種効果の評価が難しいこと

が明らかとなった。 

 

・養殖業者等のニーズに合わせ、ブリ受精卵は 12 者に計 527 万粒を

供給、人工種苗は２者に計 35 千尾を令和７年２月に供給した。 

・ブリ養殖で、採卵・種苗生産の技術移転は、公的機関２者、民間５者

に対して実施した。 

 

・育種系統の利用と管理に係る将来体制を構築するため、養殖業者、

関係団体、行政からなるブリ優良人工種苗供給コンソーシアムの協議

会を立ち上げた。 

 

 

・出荷サイズとなるスジアラ２歳魚までの養殖試験を終了した。 

・スジアラの生産コストは予め設定した採算ライン（2,500 円/kg）を大幅

に下回る 1,500 円/kg まで削減でき、飼育密度は当初の 10kg/tl 未満

から 45～50kg/tl まで上げることが可能であった。 

・販売試験として、輸出業者と３千円/kg での商談を行ったが、手持ち

のスジアラ３．６千尾に対し、先方の希望が 10 千尾であったため成立

しなかった。手持ちの全数を八重山漁協に 600 円/kg で販売した。 

 

（計画外の報告すべき成果） 

・冬季の漁獲量減少と時化による出漁機会の減少が深刻な秋田県北

部海域において、冬季でも出漁機会が見込めるか漁業の兼業化計画

を作成した。 

・近年安定した漁獲実績がある東シナ海のマサバを水揚げが減少し

ている太平洋側の加工業者が活用する方法を漁業団体と共同研究計

画を作成した。 

・沖合底びき網漁業（北海

道太平洋）の ICT システム

は社会実装に向け漁業者

が運用し、データは陸上

関係者（漁協、仲買、荷

役）の業務改善につなが

った。 

・ブリの高成長系統の利用

者となり得る養殖業者、関

係団体、行政からなるブリ

優良人工種苗供給コンソ

ーシアムの協議会を立ち

上げた。 

・ブリの受精卵や種苗を述

べ 12 者（公的または民間

養殖業者等）に供給すると

ともに、７者に技術移転を

実施した。 

・スジアラ養殖試験をすべ

て完了し、同種養殖の企

業化に必要な高密度飼

育、大幅な生産コストの低

減に成功した。 

 

業界と連携した取組によ

り、いずれの取組も第５期

中長期計画最終年度を待

たずに成果が得られてお

り、一部は既に漁業現場

で活用された。 

 

評価軸３について 

・日本海大和堆のドスイカ

は、わずか１年間の実証

調査により商業操業に進

展し、加工製品について

も地元漁協が「大和いか」

としてブランド化するなど、

活発な販売事業に繋がっ
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・海外まき網漁業で利用される浮魚礁（FADｓ）を生分解性素材に転換

するため、これまでポリ乳酸（ＰＬＡ）製のエコＦＡＤｓを開発してきたが、

国際資源管理機関（WCPFC）が天然素材（紙、麻）に限定するとの方

針を示したことを受け、天然素材のＦＡＤｓの耐久性を確認した。その

結果、紙製ロープ、麻製ロープの耐久性が低く、これらがＦＡＤｓ全体

の耐久性を下げていることを確認したので構造の改善を検討予定。 

・LED 漁灯による漁獲効率が低い小型いか釣り漁船を全灯 LED に切

り替えて操業試験を実施し、波長（色）と配光パターンごとの有効性を

確認した。全灯LED化による漁灯用補器の燃費削減効果は従来比で

61％であった。 

 

〔アウトカム〕 

・無人航空機の導入を希望するまき網漁船漁業者と現場試験に向け

た具体的な方法を検討中。 

・水産庁事業（もうかる漁業創設支援事業）により新規に建造した遠

洋かつお釣り漁船に３台の電動型自動釣り機が導入され社会実装に

至った。 

・ICTシステムの運用により船上では集計作業や陸上への連絡作業が

不要となり、陸上では漁協職員の底びき網情報取得人員の低減、漁

港での水揚げ待機時間の削減が実現した。また、仲買業者への早期

の情報共有により取引の円滑化が図られた。 

海外まき網漁業では、エルニーニョ／ラニーニャ発生時の漁場の有

効な使い分けを科学的に示したため、海外まき網漁船の操業判断に

明確な基準を与えた。 

・兵庫県、石川県の沖合底びき網漁船がドスイカの商用操業を開始し

た。 

・PAT 浮上位置情報を調査船以外の遠洋かつお釣り漁船に共有する

ことで漁場利用・探索の効率化に繋がった。 

・沖合底びき網漁業調査（青森県太平洋）では操業海域が広がり、操

業効率が向上した。 

・大中型まき網漁業調査（東シナ海）では、網目の拡大を希望する漁

業者への情報提供を行った。 

・沖合底びき網漁業調査（日本海大和堆）では、ドスイカの試験操業を

終えた直後に商用操業を開始し社会実装に至った。 

・アカイカ釣り兼業調査（北西太平洋）では、２～３月の予備操業の結

果を踏まえ、令和７年５月に北太平洋で本試験操業を実施する予定で

ある。 

・カツオの漁場別入札では、高脂質魚が多い漁場の漁獲物は 20 円

/kg 高で売買され、漁場ごとの脂質情報の利用価値が示された。 

た。 

・電動型自動かつお釣り

機は技術移転用マニュア

ル化を進め、もうかる事業

を通じて漁業者が３台を導

入した。 

・ブリの技術移転の結果、

継続的に種苗生産を行っ

ている者の生残率は概ね

15％以上、好事例では想

定を大きく上回る 40％以

上となり、人工種苗の国内

の供給能力がさらに向上

した。 

・スジアラ養殖に関する民

間企業からの問合せに対

して、飼育密度の上限値

など適切な情報提供が可

能となり、新たな研究プロ

ジェクトの創出に繋がっ

た。 

これら、社会実装につな

がる着実な業務運営がな

されていると評価される。 

 

・資源量が減少し、漁獲量

が極端に減少しているス

ルメイカを主漁獲対象とす

るいか釣り漁業では「いか

釣り漁業存続対策委員

会」に専門家として参加し

技術指導を行った。 

・ブリ養殖では「ブリ人工種

苗増産にかかる勉強会」

への情報提供を行った。 

・全事業の成果を開発調

査ニュース（速報）、年度

報告書等で公表し、行

政、業界での活用に繋げ
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・沖合底びき網漁業調査（青森県太平洋）では、商用船により低利用

魚のテナガダラを水揚げする事例に繋がった。 

・低利用魚の開発商品は、東京シーフードショー、八戸での展示試食

会にて公開し、利用に関する複数の問合せがあった。 

・船内で３日間保持したマアジの官能評価により、アジフライ、開き干

し、漬け等幅広い加工品原料として利用可能であることを明らかにし

た。 

・ドスイカを「大和イカ」ブランド化して販売促進に成功したほか、原料

購入業者が加工品の製造販売に繋げ、関西圏スーパーで販売され

た。 

・ブリ養殖で２世代にわたり選抜された２群の優良家系の遺伝情報が

得られ、ゲノム育種価選抜に利用可能な情報が蓄積された。 

・業界に向けて育種効果を分かり易く示すため、育種していないブリと

の混合飼育法を民間養殖業者と連携して開発中である。 

・継続的に種苗生産を行っている者の生残率は概ね 15％以上、好事

例では 40％を超え、ブリ人工種苗の国内の供給能力が着実に向上し

ている。 

・秋種苗を使った端境期（春季～夏季）の出荷によって、市場ニーズを

捉えて価格向上に成功した事例を確認した。 

・ブリ育種系統の利用者となり得る主要なメンバーを招集したことによ

り、利用と管理に係る実質的な議論が進展する。 

・飼育密度の向上と、種苗生産期に由来する形態異常防除技術の確

立により、生産コストの大幅な削減に成功したことから、スジアラの養

殖企業化を検討する者への情報提供が可能となった。 

・これにより、外部機関からの企業化に関する問い合わせがあった

他、民間企業、大学を含む JV（ジョイントベンチャー）による新たな研

究プロジェクトの創出に繋がった。 

・水産庁の不漁問題に関する検討会（令和３年）、海洋環境の変化に

対応した漁業の在り方に関する検討会（令和５年）の提言を踏まえ、業

界ニーズの高い課題に優先的に取り組んだ。 

・WCPFCの方針に沿った自然素材ＦＡＤｓ（Ｊｅｌｌｙ ＦＡＤｓ）の耐久性を

調べるため、水産庁と連携して日本に義務付けられた試験を実施予

定。 

・色と配光の条件のほかLEDの根本的な光量不足を指摘し、メーカー

は大光量の新型 LED を開発するに至った。 

 

・各課題とも行政、関係業界のニーズを踏まえて実施していることか

ら、完成した技術・実証結果は速やかに社会実装されるが、本年度は

特に海洋環境の変化に対応した新しい操業体制の構築が強く求めら

た。 

 

・実証成果を積極的に公

表し、業界との協議を重ね

たことにより、自動釣り機

は釣獲効率で、ブリ育種

では技術移転先軒数につ

いて、それぞれの点で当

初計画を超える成果が得

られた。さらに、近年の海

洋環境の急激な変化に対

して、日本海大和堆のドス

イカ資源の開発は、緊急

を要する行政・業界ニーズ

に優先的に対応したもの

であり、各種調整を経て迅

速に調査計画を策定し、

その成果は短期間で漁獲

から販売までの社会実装

に至った。これらの一連の

取り組みは、適正かつ効

率的な業務運営の下で機

構の総合力を発揮したこと

により特に顕著な成果を

創出したと認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

第５期中長期期間の最終

年度である令和７年度に

向けて計画は前倒しで達

成しつつあるが、新型の

無人ヘリコプターの導入

やアカイカ兼業漁業の実

証試験など、外的要因に

より最終年度に持ち越しと

なった課題もあるため、こ

れらを着実に進めるととも

に、ドスイカなど、社会実

装が完了した課題につい
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れて、複数の課題を立ち上げるに至った。このうち日本海大和堆のド

スイカ漁場の開発と販売試験については、これまでの知見・経験を導

入して取り組んだ結果、試験操業を終えた直後に商用操業へ移行

し、成果を社会実装した。 

 

ては令和７年度以降フォロ

ーアップを行う。 

 
 

４．その他参考情報 

特になし。 
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別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第3 

  第 3-２ 

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  人材育成業務 

関連する政策・施策 水産基本計画 
 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成11 年法律第199 号）第12 条 

当該項目の重要度、困難

度 

重要度：高 困難度：高 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート事業番号： 

 
２．主要な経年データ（※(評)評価指標、(モ)モニタリング指標、(定)定量的指標） 

①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 

 基準値等 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度   令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

二級海技士筆記試験受
験者の合格率(定) 80％ 93.8％ 89.4％ 93.9％ 92.9％   予算額（千円） 2,264,711 2,261,949 2,282,833 2,215,939  

水産業及びその関連分
野への就職割合(定) 

80％以上 80.4％ 77.6％ 83.4％ 86.3％   決算額（千円） 2,329,959 
2,523,614 

 
2,372,363 2,357,228  

         経常費用（千円） 2,325,039 2,522,044 2,425,484 2,502,130  

         経常利益（千円） ▲79,042 ▲16,010 27,227 ▲15,049  

         行政コスト（千円） 2,749,991 2,905,677 2,710,939 2,828,355  

         従事人員数 164 人 163 人 163 人 159 人  

 
３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

２．人材育成業務 

 

水産機構が取り組む

人材育成業務について

は、意欲ある学生の確

保対策を強化するととも

に、研究成果の教育へ

の活用、水産業界との

共同の取組等による自

 

２．人材育成業務 

 

水産機構が取り組む

人材育成業務について

は、意欲ある学生の確

保対策を強化するととも

に、研究成果の教育へ

の活用、水産業界との

共同の取組等による自

 

２．人材育成業務 

 

水産業が直面する諸

課題に的確かつ効果

的に対処すべく、水産

業及びその関連分野で 

活躍できる人材を育成

するため、必須である

水産に関する学理・技

 

【評価の視点】 

✓水産業を担う中核的

な人材を育成する教

育が持続的に行われ

ているか 

 

（主な定量的指標） 

✓二級海技士筆記試

験受験者の合格率が

＜主要な業務実績＞ 

２ 人材育成業務 

 

教育の質の向上及び教育機関としての認定等の維持に努め、

二級海技士筆記試験受験者の合格率 80％以上、水産業及びそ

の関連分野への就職割合 80％を確保するなど、水産業を担う中

核的な人材を育成する教育を持続的に実施した。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

令和６年度は、対面を基

本に授業や実習等を実施

するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症拡大時に

得た ICT 等の知見を授業

等において積極的に活用

することで、対面授業をよ

評定  

＜評定に至った

理由＞ 

 

＜今後の課題

＞ 

（実績に対する

課題及び改善

方策など） 
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己収入の拡大を推進

し、水産に関する学理

及び技術の教授を通じ

て、水産業を担う中核

的な人材育成を推進す

る。 

水産業が直面する諸

課題に的確かつ効果

的に対処すべく、水産

業及びその関連分野で

活躍できる人材を育成

するため、必須である

水産に関する学理・技

術の教授及びこれらに

関連する研究を行う。 

 

 

（１）水産に関する学理

及び技術の教育 

 

水産資源の持続的な

利用、水産業の担い手

の確保、安全な水産物

の安定供給など水産業

の課題や水産政策の

新たな方向性を踏ま

え、裨益する水産業界

との取組、インターンシ

ップや見学・実習等の

充実、研究所の研究者

による講義も含め新し

い研究成果等の教育

への積極的な反映な

ど、水産の現場におけ

る科学的知見の集積ポ

イントとして機能するよ

う、教育内容の高度化

等を図る。これらによ

り、水産業、水産政策

己収入の拡大を推進

し、水産に関する学理

及び技術の教授を通じ

て、水産業を担う中核

的な人材育成を推進す

る。 

水産業が直面する諸

課題に的確かつ効果

的に対処すべく、水産

業及びその関連分野で

活躍できる人材を育成

するため、必須である

水産に関する学理・技

術の教授及びこれらに

関連する研究を行う。 

 

 

（１）水産に関する学理

及び技術の教育 

 

水産資源の持続的な

利用、水産業の担い手

の確保、安全な水産物

の安定供給など水産業

の課題や水産政策の

新たな方向性を踏ま

え、裨益する水産業界

との取組、インターンシ

ップや見学・実習等の

充実、研究所の研究者

による講義も含め新し

い研究成果等の教育

への積極的な反映な

ど、水産の現場におけ

る科学的知見の集積ポ

イントとして機能するよ

う、教育内容の高度化

等を図る。これらによ

り、水産業、水産政策

術の教授及びこれら 

に関連する研究を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 水産に関する学理

及び技術の教育 

 

本科、専攻科、水産

学研究科の定員確保

に努めながら、水産業

及び水産政策の重要

課題等を踏まえ、教育

内容の高度化等を図る

ことにより、水産に関す

る幅広い見識と技術、

実社会でその実力を発

揮するための社会人基

礎力を身に付けさせ、

創造性豊かで水産の現

場での問題解決能力を

備えた人材を育成す

る。また、資源管理の高

度化等の国の方針及

びその科学的背景を効

果的に教授して水産 

試験場職員等の育成

80％を確保されている

か 

 

✓水産業及びその関

連分野への就職割合

が 80％以上確保され

ているか 

 

 

 

（その他の指標） 

✓独立行政法人大学

改革支援・学位授与機

構による教育課程の

認定状況 

 

✓一般社団法人日本

技術者教育認定機構

（JABEE）による技術者

教育プログラムの認定

状況 

 

✓国土交通大臣によ

る船舶職員養成施設

の登録状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）水産に関する学理及び技術の教育 

 

 

本科、専攻科、水産学研究科の定員確保に努めながら、水産

業及び水産政策の重要課題を踏まえ、水産に関する幅広い見識

と技術、実社会でその実力を発揮するために社会人基礎力を身

に付けさせ、創造性豊かで水産の現場での問題解決能力を備え

た人材を育成するため、以下を実施した。なお、授業、講座外実

習及び定期試験（前学期及び後学期）は、乗船実習を除いて新

型コロナウイルス感染症対策は学生の任意とし、授業や講座外実

習では新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中断や遠隔での

実施はなかった。 

また、社会人を含めた人材育成の推進については、水産庁補

助事業（水産高校卒業生を対象とした海技士養成事業）を引き続

き実施し、漁業会社に就業予定の水産高校卒業生に対する海技

士教育を行った。令和６年度は、本事業の練習船として国土交通

省に水産庁漁業調査船「開洋丸」及び水産大学校漁業練習船

「耕洋丸」の練習船認定申請を行い、「四級海技士乗船実習コー

ス（航海・機関）」と「五級海技士乗船実習コース（航海・機関）」を

実施し、７名の受講者全員がコースを修了し、口述試験受験に必

要な乗船履歴を取得した。なお、四級・五級海技士口述試験には

５名が合格した。 

り効果的に行えるよう対応

した。 

定量的指標である「二級

海技士筆記試験の受験

者の合格率」は 92.9％で

あり、令和５年度（93.9％）

と同様に基準値（80％）を

大きく上回り達成した。 

また、「水産業及びその関

連分野への就職割合」も

86.3 ％ と 令 和 ５ 年 度

（83.4％）に引き続き基準

値（80％）を上回った。そ

の他の指標である教育機

関としての認定等につい

ては、独立行政法人大学

改革支援・学位授与機構

が５年ごとに実施する教

育の実施状況等の審査

において、水産大学校本

科及び水産学研究科の

教育課程は「適」と認めら

れ、認定を維持した。 

水産庁補助事業「漁業取

締体制整備推進事業」や

「水産高校卒業生を対象

とした海技士養成事業」

の実施により、水産庁の

船舶部門に対し中核とな

る人材を輩出するととも

に、次世代の漁船漁業の

担い手に対して四級・五

級海技士教育を実施し、

受講者７名全員が乗船実

習コースを修了し、口述

試験受験に必要な乗船

履歴を取得した。このうち

５名は四級・五級海技士

口述試験に合格するな

 

＜そ の 他事項

＞ 
（審議会の意見
を 記 載 す る な
ど） 



R６年度－46 
 

の重要課題に的確に対

応する幅広い見識と技

術、実社会での実力を

発揮するための社会人

基礎力（職場や地域社

会で多様な人々と仕事

をしていくために必要

な基礎的な力）を有す

る、創造性豊かで水産

の現場における問題解

決能力を備えた人材を

育成する。 

また、資源管理の高

度化等の国の方針及

びその科学的背景を効

果的に教授して水産試

験場職員等の育成に

資する取組を強化する

ことなどにより、社会人

を含めた人材の育成を

推進する。 

 

 

ア 本科 

 

本科では、水産全般

に関する基本的な知識

の上に、各学科の専門

分野の教育・研究を体

系的に行い、水産の専

門家として活躍できる

人材を育成する。 

諸分野が総合的・有

機的に関連する水産

業・水産学の特徴に鑑

み、低学年での動機付

け教育から高度の専門

教育までを体系的かつ

総合的に実施する。漁

の重要課題に的確に対

応する幅広い見識と技

術、実社会での実力を

発揮するための社会人

基礎力（職場や地域社

会で多様な人々と仕事

をしていくために必要

な基礎的な力）を有す

る、創造性豊かで水産

の現場における問題解

決能力を備えた人材を

育成する。 

また、資源管理の高

度化等の国の方針及

びその科学的背景を効

果的に教授して水産試

験場職員等の育成に

資する取組を強化する

ことなどにより、社会人

を含めた人材の育成を

推進する。 

 

 

ア 本科 

 

本科に、水産流通経

営学科、海洋生産管理

学科、海洋機械工学

科、食品科学科及び生

物生産学科の５学科を

置き、水産全般に関す

る基本的な知識の上

に、各学科の専門分野

の教育・研究を体系的

に行い、水産の専門家

として活躍できる人材を

育成する。 

諸分野が総合的・有

機的に関連する水産

に資する取組を強化す

ることなどにより、社会

人を含めた人材の育成

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 本科 

 

水産全般に関する基

本的な知識の上に、各

学科の専門分野の教

育・研究を体系的に行

い、水産の専門家とし

て活躍できる人材を育

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 本科 

 

新入学生の学力差を緩和させるため、補習教育（リメディアル

教育）の実施等による基礎学力の向上に配慮するとともに、水産

全般に関する基本的な知識の上に各学科の専門分野の教育・研

究を体系的に行い、水産の専門家として活躍できる人材育成を以

下のとおり実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ど、水産施策の推進に大

きく寄与した。 

 このように、水産基本計

画に即し、水産業及びそ

の関連分野の人材育成・

確保に向けた取組を持続

的に行い、困難度が高い

目標を達成した。水産に

関する知識・技術を持つ

人材の育成が十分に図ら

れ、水産業界の発展に大

きな貢献を果たし、水産

大学校が担う使命を定量

的指標を大きく超えて全う

したことから A 評定とし

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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業練習船、実験実習場

等を活用した実地体験

型教育の充実を図りつ

つ、水産に関する最新

の行政・産業ニーズ等

の動向を的確に反映し

た教育を実施する。そ

の際、問題解決に向け

た企画から実施、解決

までに至る一連の取組

を主導できる能力を育

む教育を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業・水産学の特徴に鑑

み、低学年での動機付

け教育から高度の専門

教育までを体系的かつ

総合的に実施する。漁

業練習船、実験実習場

等を活用した実地体験

型教育の充実を図りつ

つ、水産に関する最新

の行政・産業ニーズ等

の動向を的確に反映し

た教育を実施する。そ

の際、問題解決に向け

た企画から実施、解決

までに至る一連の取組

を主導できる能力を育

む教育を実施する。 

 

 

(ｱ) 水産に関する総合

的な教育の推進 

 

水産大学校は、我が

国で唯一、諸分野が総

合的・有機的に関連す

る水産業・水産学を包

括的に扱っている水産

専門の高等教育機関で

ある。水産に関する学

理及び技術の総合的な

教育を推進するため、

低学年から水産への志

向性を動機付ける教育

を行うとともに、主に２年

生以降の高度の専門

教育においても他学科

の科目の履修等により

水産に関する他分野の

知識を得る機会を広げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 水産に関する総合

的な教育の推進 

 

水産に関する学理及び

技術の総合的な教育を

推進するため、低学年

から水産への志向性を

動機付ける教育を行う

とともに、主に２年生以

降の高度の専門教育に

おいても他学科の科目

の履修等により水産に

関する他分野の知識を

得る 機会を広げ る な

ど、体系的に実施す

る。また、転学科制度を

効果的に運用し、節度

ある範囲での学生のキ

ャリア見直しの機会を

設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 水産に関する総合的な教育の推進 

 

 

水産に関する学理及び技術の総合的な教育を体系的に推進

するため、以下を実施した。 

①令和２年度入学生から導入した新カリキュラム（１、２年次に水産

一般科目を含む基礎的事項からなる共通教育科目を履修し、主

に２年次以降に水産に係る高度な専門教育科目を履修するカリキ

ュラム）を維持し、水産を体系的に学習できる体制とした。また、海

技士教育については、本科及び専攻科からなる５か年一貫教育

の中で、座学と乗船実習を効果的・効率的に学習できるカリキュラ

ムを維持している。 

②水産への志向を動機付ける教育として、１年次前期に開講する

水産学概論において、水産機構役員、水産大学校幹部等職員が

対面で講義を行い、水産に関する興味と幅広い知識を持たせ

た。また、慣海性を養うための１年次の実習では、安全性の確保

に留意した上で、海技実習において水泳、カッター操船等を、増

養殖基礎実習において干潟域の環境観測と生物観察を実施する

とともに、水産物フードシステム実習において新鮮な魚の調理実

習を行うなど、実地体験型教育の充実を図った。 
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るなど、体系的に実施

する。また、転学科制

度を効果的に運用し、

節度ある範囲での学生

のキャリア見直しの機

会を設ける。 

 

 

 

 

(ｲ) 漁業練習船、実験

実習場等を活用した実

地体験型教育の推進 

 

水産業・水産学への

理解の促進と現場対応

能力の養成のため、水

産大学校の漁業練習

船、実験実習場等の施

設及び市場や漁村など

といった水産現場を活

用した実地体験型教育

を、座学との効果的な

組合せ によ り推進す

る。さらに、グローバル

産業である水産業の特

徴を踏まえ、公海域等

での漁業実習等を通

じ、国際的視野での水

産資源管理・利用教育

を実施する。その際、

国際資源の研究開発を

行っている水産機構の

研究所等との連携を図

りつつ教育内容の高度

化を図る。 

 

 

(ｳ) 水産に係る最新動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)漁業練習船、実験実

習場等を活用した実地

体験型教育の推進 

 

水産業・水産学への

理解の促進と現場対応

能力の養成のため、水

産大学校の漁業練習

船、実験実習場等の施

設及び市場や漁村など

といった水産現場を活

用した実地体験型教育

を、座学との効果的な

組合せ によ り推進す

る。さらに、グローバル

産業である水産業の特

徴を踏まえ、公海域等

での漁業実習等を通

じ、国際的視野での水 

産資源管理・利用教育

を実施する。その際、

国際資源の研究開発を

行っている水産機構の

研究所等との連携を図

りつつ教育内容の高度

化を図る。 

 

 

(ｳ) 水産に係る最新動

③他学科開講科目を自由選択科目として履修することを認め、一

定の条件の下、修得した単位を自学科の卒業に必要な単位とし

て認定する仕組みを継続して実施した。 

④学生のキャリア見直しの機会を設けるために、令和２年度から

導入した転学科制度により、専門教育科目の本格的な履修が始

まる２年次への進級に当たり、転学科の希望を受け付けている。

令和６年度は、１名が申請し要件を満たしたため、転科審査委員

会の審査を経てその１名の転学科が認められた。 

 

 

(ｲ) 漁業練習船、実験実習場等を活用した実地体験型教育の推

進 

 

 

水産業・水産学への理解の促進と現場対応能力の養成のた

め、次のような漁業練習船や実験実習場等の施設等を活用した

実地体験型教育を座学と効果的に組み合わせて推進した。 

①漁業練習船を用いた実習では、海洋観測、海洋調査、漁業操

業等を洋上で行い、その手法やスキルを学ばせた。また、遠洋航

海実習では、外国港湾として、耕洋丸がミクロネシア連邦ポンペイ

港に、天鷹丸がパラオ共和国マラカル港にそれぞれ寄港し、海事

英語を使用した外国船との通信業務を経験させるとともに、公海

における外国漁船の操業の現状等について把握させた。なお、

乗船実習では新型コロナウイルス感染症対策を引き続き徹底した

ことにより、全ての学科の乗船実習において練習船を活用でき

た。養魚池や魚類飼育施設を保有する小野臨湖実験実習場での

実習においては、増養殖基礎実習、沿岸生態系保全実習、陸水

生態系保全実習及び増養殖実習を予定どおり実施した。 

②水産現場（市場、施設等）の見学は、現場に直接出向き、聞き

取り調査、現地把握と分析を行い、理解を深め水産現場の状況

や問題点を認識させることができた。 

③水産機構の各研究所等と連携し、各研究所での単位取得型イ

ンターンシップの実施により教育内容の高度化を図った。 

 

 

 

 

 

(ｳ) 水産に係る最新動向の教育への的確な反映と問題解決型教
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向の教育への的確な反

映と問題解決型教育の

推進 

 

水産庁をはじめとす

る水産行政機関、試験

研究機関、水産団体・

企業等の幹部等現場

の第一線で活躍する者

による講義等を学内の

授業や水産現場などで

体系的に実施する。こ

れにより、水産業の課

題や水産に係る最新動

向を理解させる。加え

て、教育職員自らの研

究成果も含め、内外の

最新の研究・技術情報

を取り入れた講義及び

演習等により、企画から

実施、解決に至る一連

の取組を主導できる能

力を育む問題解決型の

教育（エンジニアリング

デザイン教育）を推進

する。さらに、裨益する

水産業界との取組や水

産機構の研究所へのイ

ンターンシップの充実、

遠隔授業等を視野に入

れた新しい研究成果等

の取り込み等により教

育内容の高度化を図

る。 

 

 

(ｴ) 社会人基礎力の強

化 

 

向の教育への的確な反

映と問題解決型教育の

推進 

 

水産庁をはじめとす

る水産行政機関、試験

研究機関、水産団体・

企業等の幹部等現場

の第一線で活躍する者

による講義等を学内の

授業や水産現場などで

体系的に実施する。こ

れにより、水産業の課

題や水産に係る最新動

向を理解させる。加え

て、教育職員自らの研

究成果も含め、内外の

最新の研究・技術情報

を取り入れた講義及び

演習等により、企画から

実施、解決に至る一連

の取組を主導できる能

力を育む問題解決型の

教育（エンジニアリング

デザイン教育）を推進

する。さらに、裨益する

水産業界との取組や水

産機構の研究所へのイ

ンターンシップの充実、

遠隔授業等を視野に入

れた新しい研究成果等

の取り込み等により教

育内容の高度化を図

る。 

 

 

(ｴ) 社会人基礎力の強

化 

 

育の推進 

 

 

 

水産現場の第一線で活躍する者からの講義により、水産に係る

課題や最新動向等を理解させるとともに、問題を明確に捉えて適

切な解決策や方法を見つけていく能力の習得等をさせるため、以

下のような教育の推進に努めた。 

①水産庁幹部職員５名及び水産機構役職員９名を各学科共通専

門科目である「水産特論」の講師として招き（遠隔授業１名を含

む）、水産に係る課題や最新動向等を理解させた。また、自治体、

漁業協同組合、水産関連企業等の幹部・担当責任者による特別

講義等を実施し、最新の情勢・動向、最先端の技術情報、産業界

や消費者のニーズ等について理解させた。 

②各学科で実施している教育対応研究で得られた最新の知見や

研究・技術開発情報を積極的に講義（遠隔授業を含む）に取り入

れたほか、２年次に開講する「技術者倫理」において、問題解決

型学習（PBL）として、グループ学習によるアクティブラーニング形

態の授業を実施し、問題を明確に捉えて適切な解決策や方法を

見つけていく能力（エンジニアリングデザイン能力）を習得させる

ための授業を行った。これらにより、最新の研究等に触れる機会

を増やすとともに、実社会における対応力の向上を図った。 

③学生のインターンシップについては、令和６年度は水産機構の

各研究所に８名が参加した。参加した学生は、それぞれが携わっ

た研究所おける業務の中で実情を理解し、職業意識を高めるとと

もに、課題や問題解決に対する姿勢等の自己が努力すべき点を

見いだし、学習意欲が向上した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 社会人基礎力の強化 
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乗船実習や水産現

場での実習、問題解決

型教育等を積極的に実

施していく中で、社会

人基礎力や社会倫理

感の涵養を図る。これ

に対する評価について

は、就職先等への調査

を実施し把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 各学科の専門分野

の教育・研究 

 

水産全般に関する基

本的な知識とともに、各

学科の専門分野の教

育・研究を体系的に行

い、水産の専門家とし

て活躍できる人材を育

成する。 

 

乗船実習や水産現

場での実習、問題解決

型教育等を積極的に実

施していく中で、社会

人基礎力や社会倫理

感の涵養を図る。これ

に対する評価について

は、就職先等への調査

を実施し把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 各学科の専門分野

の教育・研究 

 

水産全般に関する基

本的な知識とともに、各

学科の専門分野の教

育・研究を体系的に行

い、水産の専門家とし

て活躍できる人材を育

成する。 

 

学生の社会人基礎力等の涵養・強化を図るため、カリキュラム

において社会人基礎力に関連する PBLを実施するとともに、卒業

生の社会での能力評価に関するアンケート調査等を以下のとおり

実施した。 

①乗船実習や水産現場での実習等のほか、２年次に開講する全

学科共通科目である「技術者倫理」において、技術者としての倫

理的な観点からの判断と行動規範を学んだ上で、PBL としてグル

ープ学習によるアクティブラーニング形態による授業とエンジニア

リングデザイン能力を習得する授業によって、課題設定、課題解

決のためのアイディアの提起と具体的な方策の抽出、ディスカッ

ション、企画提案書の取りまとめと発表などの一連の作業を通し

て、社会人基礎力を身に付けることができた。また、卒業研究・論

文において、研究テーマ決定、計画立案、資料収集等の実践と

成果発表等を組み合わせて実施した。さらに、キャリアガイダンス

等の実施により、社会人基礎力を養った。 

②研究公正など研究倫理に関する教育を「技術者倫理」や卒業

論文及び卒業研究前のセミナーにおいて実施し、コンプライアン

スの重要性を学習させた。また、本科新入生の入学ガイダンスに

おいて、ハラスメントや SNS 等に関する注意喚起を行い、学生生

活におけるコンプライアンス指導を行った。 

③合同企業説明会に参加した企業 148 社に対して、水産大学校

卒業生の社会人基礎力についてのアンケート調査を実施した。

回答があった 141 社のうち、水産に関する知識・技術、倫理観・責

任感、積極性、チームワーク力等の項目で「十分評価できる」及び

「ほぼ評価できる」が７割以上を占め、水産大学校卒業生の多くが

高い社会人基礎力を身に付けているとの評価を得た。 

 

 

(ｵ) 各学科の専門分野の教育・研究 

 

 

水産の専門家として活躍できる人材を育成するため、水産全般 

に関する基本的な知識を身に付けさせるとともに、各学科におけ

る専門分野の教育・研究を以下のとおり実施した。 

・水産流通経営学科においては、社会科学的なアプローチによっ

て水産業（漁業、水産流通業、水産加工業等）の経営分野と水産

物流通分野において、現場に根ざした実践的な教育・研究を行っ

た。 

・海洋生産管理学科においては、水産資源管理と海洋環境に配
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イ 専攻科 

 

水産の現場で不可

欠な水産系海技士の育

成を図るため、船舶運

航、漁業生産管理、舶

用機関、水産機械等に

係る知識と技術を備え

るための専門教育と、

水産に係る広範な知識

と技術を取得させるた

めの教育を、本科関連

学科の段階から一貫教

育で実施する。これに

より、上級海技士資格

を有する水産系海技士

として活躍できる人材を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 専攻科 

 

水産の現場で不可欠

な水産系海技士の育成

を図るため、船舶運航、

漁業生産管理、舶用機

関、水産機械等に係る

知識と技術を備えるた

めの専門教育と、水産

に係る広範な知識と技

術を取得させるための

教育を、本科関連学科

の段階から一貫教育で

実施する。これにより、

上級海技士資格を有す

る水産系海技士として

活躍できる人材を育成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 専攻科 

 

船舶運航、漁業生産

管理、舶用機関、水産

機械等に係る知識と技

術を備えるための専門

教育と、水産に係る広

範な知識と技術を取得

させるための教育を、

本科関連学科の段階か

ら一貫教育で実施す

る。これにより、上級海

技士資格を有する水産

系海技士として活躍で

きる人材を育成する。そ

の際、三級海技士資格

取得を前提に、二級海

慮した海洋生産活動を行うことを目指し、船舶の運航技術、資源

評価の精度向上や生態系に調和した漁業・漁場の管理、海洋生

産活動の効率化及び高度化に関する教育・研究を行った。 

・海洋機械工学科においては、物理を土台として生物や化学も取

り入れた海洋・水産技術と機械工学との融合を図り、新たな技術

分野を切り拓くための教育・研究を行った。 

・食品科学科においては、水産物の健康増進機能や水産食品に

由来する危害、さらには水産物の高度利用技術についての教育 

研究を行った。 

・生物生産学科においては、養殖業の成長産業化への貢献、水

産有用資源と漁場環境の管理と保全を目標として、教育内容を充

実させることにより、水産業の後継者確保を目指すとともに、漁村

振興、漁場環境の保全に貢献するための指導的な役割を担う人

材を育成した。 

以上のような各学科教員による専門分野の教育・研究の指導成

果として、１グループ（４名）が農林水産省主催のみどり戦略学生

チャレンジにおいてみどり戦略学生チャレンジ賞を、１名が農芸

化学会中国支部講演会において奨励賞（学生の部）を受賞した。

また、食品表示検定中級試験において合格者数で団体（学校関

連の部）第２位となり表彰を受けた。 

 

 

イ 専攻科 

 

船舶運航、漁業生産管理、舶用機関及び水産機械等に係る知

識と技術を備えるための専門教育と、水産に関する広範な知識と

技術を有する水産系海技士の育成に関して、以下の取組を実施

した。 

①本科関連学科（海洋生産管理学科・海洋機械工学科）におい

て、海技士免許取得希望者を対象とした学校推薦型選抜（推薦

入試）制度を実施した。また、本科生に対する海技士の魅力、就

職状況、メリット等の説明、個別の進路指導等を行った結果、専攻

科定員（50 名）を満たした。なお、令和７年度専攻科入学者につ

いては選考試験を行い、定員 50 名（船舶運航課程 25 名、舶用機

関課程 25 名）を確保した。 

②座学（講義）、舟艇管理棟、実験棟及び漁業練習船における実

習を通じた水産系海技士養成のための教育を実施したほか、上

級の海技士筆記試験の受験を促進するため、一級海技士筆記試

験合格者に対する表彰を行った。 



R６年度－52 
 

育成する。その際、三

級海技士資格取得を前

提に、二級海技士筆記

試験受験者の合格率

80％を目指す。（前中

長期目標期間（令和元

年 度 ま で ） の 実 績 ：

85.9％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水産学研究科 

 

水産学研究科では、

本科又は他大学で身に

付けた水産に関する専

門知識と技術を基盤

に、水産業及び水産政

策の重要課題解決に

向け、さらに専門性の

高い知識と研究手法に

関する教育・研究を行

い、水産学の進歩に貢

献する。これにより、水

産業、水産行政、調査

研究等において、高度

な技術指導や企画・開

発業務で活躍できる人

材を育成する。 

 

 

する。その際、三級海

技士資格取得を前提

に、二級海技士筆記試

験 受 験 者 の 合 格 率

80％を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水産学研究科 

 

水産学研究科では、

本科又は他大学で身に

付けた水産に関する専

門知識と技術を基盤

に、水産業及び水産政

策の重要課題解決に

向け、さらに専門性の

高い知識と研究手法に

関する教育・研究を行

う。また、国内外の学術

交流に積極的に参加

することによって、高度

な技術指導や企画・開

発業務で活躍できる人

材を育成する。特に、

水産業、水産行政、調

査研究等で求められる

現場での問題解決、水

技士筆記試験受験者

の合格率 80％を目指

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 水産学研究科 

 

本科又は大学で身に

付けた水産に関する専

門知識と技術を基盤

に、さらに専門性の高

い知識と研究手法に関

する教育・研究を行うと

ともに、教育・研究面で

の指導力・実践力を養

成するため、研究科生

をティーチングアシスタ

ント・リサーチアシスタン 

トとして活用する 。ま

た、専門外の科目を必

要な修了単位として認

め、専門分野外も含め

た水産の総合力を養

い、コンプライアンスの

重要性を認識させ、広

③漁業取締体制整備推進事業において、水産庁職員による漁業

取締りの特別講演を行うとともに、韓国語研修を行った。 

④漁業監督官・司法警察員としての経歴を持つ漁業練習船航海

士等による、法令遵守等の講義と実習を実施し、漁業取締実務等

に必要な生きた外国語の修得等を図るとともに、水産庁漁業取締

船「東光丸」及び「白嶺丸」の見学を行った。 

⑤専攻科乗船実習期間６か月のうち３か月については、漁業練習

船「天鷹丸」により水産資源研究所の調査を実施することで、実習

生に対して最新の水産調査現場教育（調査技術・知識の修得）や

調査員による講義を行い、水産系海技士教育の高度化を図っ

た。 

⑥令和６年度専攻科修了生の海技士免許取得及び試験の合格

実績については、三級海技士免許取得率が 97.9％（航海100％、

機関 96.2％）（受験者 47 名の取得率は 100％）、二級海技士筆記

試験受験者の合格率が 92.9％（航海 89.5％、機関 95.7％）であっ

た。なお、一級海技士筆記試験の合格者数は 12 名（航海５名、機

関７名、専攻科修了生の 25％）であった。 

 

 

ウ 水産学研究科 

 

①定員確保のため、本校ホームページに募集要項を掲載し、広く

募集を行い、令和６年度の水産学研究科の在籍者数は定員を上

回る 22 名（水産技術管理学専攻 11 名、水産資源管理利用学専

攻 11 名）を確保した。 

②共通教育科目及び各専攻科目（実習・実験を含む計 60 科目）

を通じ、水産に関する専門性の高い知識及び研究手法の教授に

努めた。 

③研究科生のべ 10 名を８科目の実習・実験でティーチングアシス

タントとして雇用し、教育・研究補助活動を通して、教育・研究面で

の指導力・実践力の養成に寄与した。なお、リサーチアシスタント

は該当する専門分野の研究科生がいなかったため、雇用に至ら

なかった。 

④専門分野外も含めた水産の総合力を養い広い視野を持たせる

ために、他専攻の授業科目８単位を限度に履修単位として認めて

おり、令和６年度は、研究科１年生４名がのべ３科目（計 16 単位）

の専門外科目を履修した。 

⑤共通教育科目として科学者倫理と実践科学技術英語の２科目

（各１単位、必修）を１年生全員に履修させ、高い研究倫理観の醸
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（２）教育機関としての

認定等の維持 

 

水産の専門家として

活躍できる人材を育成

するため、独立行政法

人大学改革支援・学位

授与機構による教育課

程の認定及び一般社

団法人日本技術者教

育認定機構（JABEE）に

よる技術者教育プログ

ラムの認定並びに国土

交通大臣による船舶職 

員養成施設としての登

録を維持する。 

 

 

 

 

産施策、研究等の企

画、遂行、取りまとめ等

に係る高度な能力と組

織における指導者とし

ての行動のあり方を修

得させるほか、専門分

野外も含めた水産の総

合力及び社会倫理感を

養い、広い視野を持た

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育機関としての

認定等の維持 

 

水産の専門家として

活躍できる人材を育成

するため、独立行政法

人大学改革支援・学位

授与機構による教育課

程の認定及び一般社

団法人日本技術者教

育認定機構（JABEE）に

よる技術者教育プログ

ラムの認定並びに国土

交通大臣による船舶職

員養成施設としての登

録を維持する。 

 

 

 

 

い視野を持たせる。こ

のほか、研究論文の対

外的な発表や英語を用

いた学術交流会への参

加を積極的に推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育機関としての

認定等の維持 

 

水産の専門家として

活躍できる人材を育成

するため、独立行政法

人大学改革支援・学位

授与機構による教育課

程の認定及び一般社

団法人日本技術者教

育認定機構（JABEE） 

による技術者教育プロ

グラムの認定並びに国

土交通大臣による船舶

職員養成施設としての

登録を維持する。 

 

 

 

 

成と英語プレゼンテーション能力の強化に努めた。また、研究科

新入生の入学ガイダンスにおいて、ハラスメントや研究公正に関

する研修を行い、コンプライアンス指導を行った。 

⑥２年生を対象に修士論文発表会と同一形式の中間発表会を行

うとともに、１年生にその様子を見学させることで研究科生全員に

対して、発表方法、質疑応答の様子等を学習させた。 

⑦研究科生による研究成果の外部への公表を推進し、口頭発表

（ポスター発表を含む）17 件が行われた。このうち、６件について

は、釜慶大学校との学術交流（対面開催）における英語での発表

であり、研究科生の国際的な研究対応能力を高めることに寄与し

た。また、１名が一般社団法人日本機械学会三浦賞を受賞した。 

⑧独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、令和６

年度研究科修了生のうち年度内審査を希望した２名に修士の学

位が授与され、残りの修了生８名についても修士の学位申請を行

った。なお、令和５年度において学位審査に申請していた５名に

ついては、令和６年９月までの間に全員が合格し、修士の学位を

取得した。 

 

 

（２）教育機関としての認定等の維持 

 

 

教育機関としての認定等を維持するため、以下を実施した。 

①独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による教育課程の

認定を維持するため、以下のファカルティー・ディベロップメント

（FD：教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な

取組の総称）活動を通じて、教育の質の向上を図るとともに、同機

構に対して所要の報告等を行った。 

・学内では、FD 対応委員会（計６回）を実施し、シラバス及びカリ

キュラムマップの改正を行うとともに、各学科において継続的な教

育の改善に関する取組を実施した。 

・学外では、全国の大学リーグ等が主催する FD 関連研修（計６

回）に教職員が遠隔等により参加した。 

・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による令和６年度教

育の実施状況等の審査を受審し、水産大学校本科及び水産学研

究科の教育課程については、「適」と認められた。 

②一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE）による認定を

維持するため、①に挙げた教育の改善に加え、令和３年度に実

施された JABEE 認定継続審査結果（S 判定）を受け、令和２年度
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（３）大規模災害や広域

感染症流行下での教

育の継続 

 

大規模災害や広域

感染症流行に備えて、

平時から ICT 等を活用

したカリキュラムを積極

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）大規模災害や広域

感染症流行下での教育

の継続 

 

大規模災害や広域

感染症流行に備えて、

平時から ICT 等を活用

したカリキュラムを積極

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）大規模災害や広域

感染症流行下での教育

の継続 

 

大規模災害や広域

感染症流行に備えて、

平時から ICT 等を活用

したカリキュラム積極的

に遡って令和７年度までの６年間の認定を継続している。継続的

な教育の改善として、FD 対応委員会を通じて、シラバスの学習・

教育到達目標等や関連科目を見直すなどのシラバス及びカリキ

ュラムマップの改正に取り組んだ。 

③船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条

約（STCW 条約）に基づく資質基準制度（QSS）に従い、国土交通

大臣による船舶職員養成施設の登録認定機関として以下の認定

を維持した。 

・三級海技士（航海）第一種養成施設及び三級海技士（機関）第

一種養成施設としての登録船舶職員養成施設 

・登録海技免許講習実施機関（航海：レーダー観測者講習、レー

ダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習、救命講習、消火

講習、上級航海英語講習、機関：救命講習、消火講習、上級機関

英語講習） 

・電子海図情報表示装置（ECDIS）講習（船舶職員及び小型船舶

操縦者法施行規則第４条の４） 

・船舶衛生管理者適任証書の登録機関 

・第一級海上特殊無線技士長期型養成課程 

・登録小型船舶教習所 

・四級・五級海技士乗船実習コース（水産高校等の卒業生を対象

とした海技士養成事業） 

乗船実習では、新型コロナウイルス感染症対策として、５類感

染症への移行後も乗船前の健康状態確認及び抗原検査を実施

するなど船内感染予防対策を行い、航海中の感染予防対策、生

活指導を徹底し、年度内に予定していた全ての乗船実習を完了

した。 

漁業練習船「天鷹丸」は、多年にわたり海洋の表層水温の観測

通報に積極的に協力し気象業務の発展に寄与した功績により、

気象庁長官表彰（船舶（表層水温）部門）を受けた。 

 

 

（３）大規模災害や広域感染症流行下での教育の継続 

 

 

 

大規模災害や広域感染症流行下においても教育を継続できる

よう、新入生を対象に、遠隔授業を実施する際に早急に対応でき

るよう、Microsoft アカウントの付与とサービスの説明及び遠隔ツー

ルの利用方法について、入学直後に周知した。令和６年度にお
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的かつ適切に導入する

とともに、対面とオンラ

インの併用など、緊急

時においても柔軟な受

講を可能とすることによ

り、教育を継続できる仕

組みを構築する。さら

に、遠隔ツールを活用

し、学生に確実かつ迅

速な情報伝達を行うこと 

により、適切に支援でき

る体制を整える。 

 

 

 

（４）水産に関する学理

及び技術の教授に係る

研究 

 

研究は、教育と一体

かつ双方向で実施す

べき業務であり、かつ、

水産政策の改革等の

国の方針に則して、水

産業を担う中核的な人

材を育成する教育を行

うことが求められている

ことを踏まえ、高等教育

機関として、その基盤と

なる研究を行う。 

また、その研究は、

水産業が抱える課題へ

の対応を十分意識した

ものとし、それに携わっ

た学生の水産の現場に

おける問題解決能力の

向上が図られるものと

する。 

 

的かつ適切に導入する

とともに、対面とオンラ

インの併用など、緊急

時においても柔軟な受

講を可能とすることによ

り、教育を継続できる仕

組みを構築する。さら

に、遠隔ツールを活用

し、学生に確実かつ迅

速な情報伝達を行うこと

により、適切に支援でき

る体制を整える。 

 

 

 

（４）水産に関する学理

及び技術の教授に係る

研究 

 

研究は、教育と一体

かつ双方向で実施す

べき業務であり、かつ、

水産政策の改革等の

国の方針に則して、水

産業を担う中核的な人

材を育成する教育を行

うことが求められている

ことを踏まえ、高等教育

機関として、その基盤と

なる研究を行う。 

また、その研究は、

水産業が抱える課題へ

の対応を十分意識した

ものとし、それに携わっ

た学生の水産の現場に

おける問題解決能力の

向上が図られるものと

する。 

 

かつ適切に導入すると

ともに、対面とオンライ

ンの併用など、緊急時

においても柔軟な受講

を可能とすることによ

り、教育を継続できる仕

組みを構築する。さら

に、遠隔ツールを活用

し、学生に確実かつ迅

速な情報伝達を行うこと

により、適切に支援でき

る体制を整える。 

 

 

 

（４）水産に関する学理

及び技術の教授に係る

研究 

 

研究は、教育と一体

かつ双方向で実施す

べき業務であり、かつ、

水産政策の改革等の

国の方針に則して、水

産業を担う中核的な人

材を育成する教育を行

うことが求められている

ことを踏まえ、高等教育

機関として、その基盤と

なる研究を行う。また、

その研究は、水産業が

抱える課題への対応を

十分意識したものとし、

それに携わった学生の

水産の現場における問

題解決能力の向上が

図られるものとする。 

 

 

いては、外部講師が来校できなかった際に加えて、台風の接近

により学生が登校できなかった際にもオンラインでの遠隔授業を

実施した。一方、対面授業においても、資料、動画、小テストある

いは課題等を遠隔ツールに掲載し、予習・復習や課題提出等に

活用する等の対応を実施した授業が複数あり、非常時でも教育が

継続できる体制が維持されていた。 

また、授業や学生への周知に関する情報伝達については、

Microsoft 365 や全学生に配布したメールアドレスを用いて適切に

行った。 

震度５強以上の地震（令和６年４月四国地方、同年６月北信越

地方、同８月九州・沖縄地方）では、発災地域に実家等を登録し

ている学生について、安否確認システムを使用して、メールにより

安全や被災状況等を速やかに把握した。 

 

 

（４）水産に関する学理及び技術の教授に係る研究 

 

 

 

研究は、教育と一体かつ双方向で実施すべき業務であり、か

つ、水産政策の改革等の国の方針に則して、水産業を担う中核

的な人材を育成する教育を行うことが求められていることを踏ま

え、高等教育機関として、その基盤となる研究を行うとともに、裨

益する水産業界等からの意見を聴取しつつ、求められる人材育

成に資する研究成果を意識的に授業等に取り入れた。なお、基

盤となる研究の一部については、水産機構の研究部門と連携して

取り組んだ。 
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ア 教育対応研究 

 

水産大学校に所属

する漁業練習船、実験

実習場等教育及び研

究のための資源を活用

し、各学科等の特性を

活かして研究を推進す

る。 

 

 

イ 行政・産業・地域振

興対応研究活動 

 

現下の水産業が抱え

る課題を踏まえ、水産

の現場での問題解決能

力を有する人材の育成

を図るため、行政・産

業・地域振興への貢献

につながる対外的な活

動を各学科において実

施する。また、学内横

断プロジェクトとして、

「水産業の成長産業化

を目指した生産技術の

開発」、「漁業・漁村振

興を目指した水産資源

や多面的地域資源等

の管理技術の研究」、

「船舶における省エネ

技術や衛生等の管理

技術を取り入れた海技

士教育の高度化」を推

進する。 

 

 

 

 

ア 教育対応研究 

 

水産大学校に所属

する漁業練習船、実験

実習場等教育及び研

究のための資源を活用 

し、各学科等の特性を

活かして研究を推進す

る。 

 

 

イ 行政・産業・地域振

興対応研究活動 

 

現下の水産業が抱え

る課題を踏まえ、水産

の現場での問題解決能

力を有する人材の育成

を図るため、行政・産

業・地域振興への貢献

につながる対外的な活

動を各学科において実

施する。また、学内横

断プロジェクトとして、

「水産業の成長産業化

を目指した生産技術の

開発」、「漁業・漁村振

興を目指した水産資源

や多面的地域資源等

の管理技術の研究」、

「船舶における省エネ

技術や衛生等の管理

技術を取り入れた海技

士教育の高度化」を推

進する。 

 

 

 

 

ア 教育対応研究 

 

第５期中長期目標期間における水産大学校各学科等の研究課 

題に応じて、漁業練習船や、校内の実験棟・研究棟等も活用しつ 

つ、計 25 の小課題に取り組み、すべての課題について得られた 

成果を教育に反映させた。 

 

 

 

 

 

イ 行政・産業・地域振興対応研究活動 

 

 

行政・産業・地域への貢献として、研究成果を上げるとともに、

以下に記載のとおり、国や地方公共団体、業界等が開催する委

員会等に参画し、得られた知見を授業に反映した。また、学生に

対し行政・産業・地域への貢献活動を促した。 

①行政への貢献活動として、天皇海山における国際資源調査、

国や地方自治体関連の委員会や協議会等への委員等メンバーと

しての参画等を実施するとともに、四級・五級海技士養成事業、ス

マート水産業の授業への取り込みを推進した。 

②産業への貢献活動として、漁業関係者の研修会等での講演、

企業との共同研究等を実施した。 

③地域への貢献活動として、地域の専門委員会への委員として

の出席、地域住民の学習会での研究成果の PR 等を実施した。 

さらに、研究開発成果の普及及び研究活動の活性化に貢献す

るベンチャー企業に対し優遇措置等の支援を行う制度の下、令

和５年に水産機構で初めて水産大学校の教員が合同会社の社長

として「成果活用事業者」に認定され、同社の漁業者と漁港、市場

をつなぐアプリシステムは令和６年度末で下関市を中心に、沖合

底びき網漁船 20 隻や市場関係者に導入・活用されており、産業

及び地域の振興に大きく貢献した。 

また、学内横断的取組「水産業の成長産業化を目指した生産

技術の開発」として、海洋生産管理学科及び海洋機械工学科の

教育職員並びに天鷹丸船舶職員が連携して、現在、山口県の沖

合底曳網漁業者が取り組んでいる改良漁具における排出効果の

向上のための提案を行い、漁業者から提供される漁獲データを
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（５）就職対策の充実 

 

水産大学校で学んだ

水産に関する知識や技

術を就職先で活かせる

よう、就職対策の実施

に当たり、水産関連企

業、地方自治体等との

連携・取組を充実させ、

水産業及び国、地方自

治体等を含むその関連

分野への就職割合が 

80％以上確保されるよ

う努める。（前中長期目

標期間（令和元年度ま

で）の実績：84.3％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）就職対策の充実 

 

水産大学校で学んだ

水産に関する知識や技

術を就職先で活かせる

よう、就職対策の実施

に当たり、水産関連企

業、地方自治体等との

連携・取組を充実させ、

水産業及び国、地方自

治体等を含むその関連

分野への就職割合が

80％以上確保されるよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）就職対策の充実 

 

水産大学校で学んだ

水産に関する知識や技

術を就職先で活かせる

よう、就職対策の実施

に当たり、水産関連企

業、地方自治体等との

連携・取組を充実させ、

水産業及び国、地方自

治体等を含むその関連

分野への就職割合が

80％以上確保されるよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析することにより、持続的な漁獲を推進していくための資源管

理指針についての検討を行った。研究成果については、学会で

公表するとともに、本研究で得られた新たな知見に基づき、学生

への講義を行ったほか、卒業研究、卒業論文において本研究で

得られたデータを活用した。その他、次の２つの課題を推進した。 

・「船舶における省エネ技術や衛生等の管理技術を取り入れた海

技士教育の高度化」 

・「漁業・漁村振興を目指した水産資源や多面的地域資源等の管

理技術の研究」 

 

 

（５）就職対策の充実 

 

水産関連分野への就職を促進するため、教職員が一体となっ

て以下の取組を実施した。 

①就職統括役による学生への助言・指導対応、就職対策検討委

員会の開催、外部講師及び学生部長を講師とした就職ガイダン

ス、公務員試験対策等に学校全体で取り組んだ。また、３月の合

同企業説明会はウェブにより計３日間開催し、水産関連の企業や

団体など計 148 社が参加した。就職活動において、今後もウェブ

での面接対応が求められることが想定される中、合同企業説明会

では、学生と企業など採用側とのマッチングをウェブで行うなど、

ウェブを介して行う就職支援活動が維持できた。これらの就職関

連の取組については、これまでの多目的電子掲示装置に加え、

講義棟エントランスに設置した就職支援専用の掲示を活用して、

学生への企業等からの求人関連情報提供の場や機会を増やす

など積極的な対応を行った。 

②従前から実施している動機付けのための教育・指導に加え、水

産大学校の就職支援サイト（キャリタスUC）を活用した。同サイトに

水産系の企業情報と求人情報を掲載し、学生がウェブ上で把握

できる環境を整えて対応し、水産関連企業への就業意欲、動機

付けの向上に努めた。また、就職担当教職員間での情報の共有

を行うとともに、ウェブでの説明会開催時に水産関連企業の動向

など情報収集を行い、その結果を就職指導へ反映させた。 

③水産関連企業による個別説明会を１件・参加学生３名（令和５年

度３件・24 名）、企業研究会を 43 件・参加学生 273 名（令和５年度

19 件・94 名）を対面で開催したが、学生への水産系企業の情報

提供機会を拡大するため、水産系企業の人事担当者が本校を訪

問した際には、就職統括役から説明会等の開催を勧め、開催希



R６年度－58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学生生活支援等 

 

 

ア 学生生活支援 

 

経済面やメンタル面

を含めて学生生活全般

にわたる助言、指導等

の学生支援を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学生生活支援等 

 

 

ア 学生生活支援 

 

経済的理由により授

業料の納付が困難であ

り、かつ、学業優秀と認

められる者及び成績優

秀者として推薦された

者に対して授業料免除

制度を適用し、支援す

る。クラス担当教員等や

看護師、校医及び臨床

心理士による相談体制

の下で、学生の生活改

善、健康増進、メンタル

ヘルスケアに努めるとと

もに、修学支援を求め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学生生活支援等 

 

 

ア 学生生活支援 

 

経済的理由により授

業料の納付が困難であ

り、かつ、学業優秀と認

められる者及び成績優

秀者として推薦された

者に対して授業料免除

制度を適用し、支援す

る。クラス担当教員等や

看護師、校医及び臨床

心理士による相談体制

の下で、学生の生活改

善、健康増進、メンタル

ヘルスケアに努めるとと

もに、修学支援を求め

望企業を積極的に受け入れた。また、こうした各種企業説明会や

就職ガイダンスの開催においては、学生への一般的な開催周知

だけではなく、就職担当教職員が連携して、積極的な参加を促す

声掛けを重ねるといった取組を徹底することにより、水産関連企

業への就職意欲、動機付けの更なる向上を図った。 

④専攻科生に対しては、本科４年次の遠洋航海実習において、

水産庁の漁業取締りに関わる職員による講演や、漁業監督官等

の経歴を持つ本校練習船の航海士や機関士による講義を行うこ

とで、漁業取締りの実務や水産関連船舶職域への理解向上ととも

に、就業意欲を高めた。また、水産関連企業に在籍している本校

専攻科 OB との意見交換の場を設ける等により、専攻科生が本校

で学んだ水産の専門知識を生かし、水産業界で活躍することの

意義や魅力を実感できるよう啓発に努めた。 

⑤就職率（就職希望者に占める就職内定を受けた者の割合）は、

98.7％であり、このうち水産業及びその関連分野への就職割合

（就職内定者ベース）は 86.3％であった。また、全卒業・修了者に

占める水産関連分野へ進学又は就職した者の割合は 90.3％であ

った。 

 

 

（６）学生生活支援等 

 

 

ア 学生生活支援 

 

学生生活支援のため、以下を実施した。また、経済的支援とし

ての授業料免除制度について、説明会を開催し制度の内容を学

生に理解させ、有効活用するよう指導した。 

①経済状況及び学業成績を勘案し、公平・妥当性のある審査の

上、授業料免除制度を適用したほか、学生の勉学意欲を高める

ため、本科４年生並びに専攻科及び水産学研究科へ入学する者

を対象とした成績優秀者授業料免除規程による前期又は後期の

授業料半額免除を実施した。また、令和５年奥能登地震で被災し

た学生１名に対し、令和６年度前期の授業料全額免除を実施し

た。 

②学生生活のサポートとして、各学科クラス担当教員相談体制を

確保し、学生の相談を随時受けるとともに、修学支援室において

多様な学生相談（2,866 件）に対応し、その中で、臨床心理士は年

間 86 件の相談を受けた。また、新入生をはじめとした学生に対し
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る学生に対しては、修

学支援室を中心に健全

な学生生活を送るため

の適切な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る学生に対しては、修

学支援室を中心に健全

な学生生活を送るため

の適切な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、修学支援の紹介やメンタルヘルス対策に関するパンフレット

の配付を行い、相談体制の周知徹底を図った。加えて、ハラスメ

ントに関する対策として、相談窓口の紹介等を行った。これらの取

組により、悩みを抱えた学生に対する早期対応に努めた。さらに、

学生相談におけるオンラインカウンセリングでは、対面で相談でき

ない学生に対する相談窓口を継続した。 

③職員向けの学生修学支援研修会として、自死の危険を抱えた

人々に気づき、適切に関わり救うことを目的とした研修「ゲートキ

ーパー（命の門番）について」を開催した。また、学生に対して

は、メンタルヘルス講話「ストレスケアとゲートキーパーについて」

をオンデマンドで期間中いつでも視聴できる環境を整え、理解を

深める取組を行った。 

④令和５年に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付

けが５類に移行されたことや、それに伴う社会動向を踏まえ、校

内、学生寮それぞれの感染防止対策を緩和した。各種制限を緩

和する一方で、体温確認や手指消毒などの感染防止対策につい

ては学生が自主的に対応できるよう配慮した。また、感染症に関

連した不安や不登校等の問題を抱える学生への対応など、多様

化する学生相談にも適切に対処した。 

⑤新型コロナウイルス感染症の影響により活動を制限していた部

活動及び課外活動については、令和５年度以降、対外試合など

本格的な活動を認め支援等を行った。また、学生自らの危機管理

意識を高めるため、学生大会の場において、安全な部活動の継

続や集団感染を発生させないためにはどうすればよいかを考える

機会を設けた。さらに、事故発生時の連絡体制、部員の健康管理

の重要性など、健全な部活の運営についての助言・指導等を行

った。 

⑥病気による肢体不自由な学生の復学に合わせて、クラス担当

教員や修学支援室が必要な支援等を考え、学生寮の浴槽内に手

すりを設置し、学生が安全に安心して生活できる環境を整えた。 

⑦これまで新入生に対して UPI（心の健康調査）の実施を継続し

たことに加えて、今年度は新たに本科２～４年生、専攻科生及び

水産学研究科生に対して、K６（心の健康調査）を実施した。この

調査により全学生の特性や心の状態が把握でき、必要に応じて

看護職員と面接を行った。 

⑧「闇バイト」による大学生の被害や加害が拡大しているため、全

学生を対象に、下関警察署員による講習会「犯罪実行者募集情

報（闇バイト）に関する注意喚起」を開催し、約 80 名が参加した。 

 



R６年度－60 
 

 

イ 成績優秀者等の表

彰 

 

成績優秀者等の表

彰により、学生のモチ

ベーションの向上を図

る。 

 

 

 

 

（７）自己収入の拡大と

教育内容の高度化及

び学生確保の強化 

 

 

ア 裨益する水産業界

との取組 

 

裨益する水産業界等

との取組により、事業者

等の要請に的確に応え

つつ、質の高い教育が

行われるよう、教育内容

の高度化を図るととも

に 、 企業等か ら の 寄

附、研究費受入れ等の

推進を通じて、自己収

入の拡大に向けた適切

な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 成績優秀者等の表

彰 

 

成績優秀者及び課

外活動等で水産大学

校の名声を高めたと認

められる者を表彰する

など、学生のモチベー

ションの向上を図る。 

 

 

（７）自己収入の拡大と

教育内容の高度化及

び学生確保の強化 

 

 

ア 裨益する水産業界

との取組 

 

裨益する水産業界等

との取組により、事業者

等の要請に的確に応え

つつ、質の高い教育が

行われるよう、教育内容

の高度化を図るととも

に 、 企業等か ら の 寄

附、研究費受入れ等の

推進を通じて、自己収

入の拡大に向けた適切

な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 成績優秀者等の表

彰 

 

成績優秀者及び課

外活動等で水産大学

校の名声を高めたと認

められる者を表彰する

など、学生のモチベー

ションの向上を図る。 

 

 

（７）自己収入の拡大と

教育内容の高度化及

び学生確保の強化 

 

 

ア 裨益する水産業界

との取組 

 

裨益する水産業界等

との取組により、事業者

等の要請に的確に応え

つつ、質の高い教育が

行われるよう、教育内容

の高度化を図るととも

に 、 企業等か ら の 寄

附、研究費受入れ等の

推進を通じて、自己収

入の拡大に向けた適切

な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 成績優秀者等の表彰 

 

 

学生のモチベーション向上を目的に、表彰制度による学業成

績優秀者の表彰、本校に貢献した団体の表彰を行った。 

 

 

 

 

 

 

（７）自己収入の拡大と教育内容の高度化及び学生確保の強化 

 

 

 

 

ア 裨益する水産業界との取組 

 

 

裨益する水産業界等の要請を踏まえた教育内容の高度化を図

るとともに、自己収入の拡大を図るため、以下を実施した。 

①令和７年３月に「人材育成に係る業界との意見交換会」を開催

し、「中長期的展望を踏まえた水産大学校のあり方について」業

界関係者からの意見聴取を行った。また、当該会議を含めた業界

関係者が参加する会議において水産大学校の人材育成に係るア

ンケートを配布し意見聴取に努めた。 

②令和６年 10 月に一般社団法人海洋水産システム協会開催の

月例懇談会にて、水産大学校研究成果発表会を開催し、参加し

た業界関係者へ「水産大学校のあり方に関するアンケート」を配

布し意見聴取に努めた。 

③令和７年３月に開催した合同企業説明会では、参加した水産関

連企業 148 社に、卒業生の社会での能力発揮に関するアンケー

トを依頼し意見聴取に努めた。 

④山口県と締結した「水産業の持続的発展に向けた包括連携に

係る協定書」の「水産業を担う人材の育成に関すること」及び「社

会貢献に関すること」の項目において、漁業者活動に対する指

導・助言、県職員による地方水産行政の視点を取り入れた学生へ

の講義を実施した。 
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イ 学生確保の強化 

 

少子化の影響から大

学進学者数が減少する

中、水産業を担う中核

的な人材を育成するた

めの教育が持続的に行

えるよう、意欲ある学生

の確保対策を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 学生確保の強化 

 

少子化の影響から大

学進学者数が減少する

中、水産業を担う中核

的な人材を育成するた

めの教育が持続的に行

えるよう、意欲ある学生

の確保対策を強化す

る。このため、高校訪問

や情報発信手段及び

発信コンテンツの充実・

高度化等により、水産

の現代的役割、それに

向けた水産大学校の教

育及びキャリア形成等

の紹介、周知に努め

る。また、水産関係業界

が求める人材を把握し

つつ、学生の応募状

況、入学後の教育の実

施状況等を踏まえ、必

要に応じて入試制度

（学校推薦型選抜、一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 学生確保の強化 

 

水産業を担う中核的

な人材を育成するため

の教育が持続的に行え

るよう、意欲ある学生の

確保対策を強化する。

このため、高校訪問や

情報発信手段及び発

信コンテンツの充実・高

度化等により、水産の

現代的役割、それに向

けた水産大学校の教育

及びキャリア形成等の

紹介、周知に努める。ま

た、水産関係業界が求

め る 人材を把握しつ

つ、学生の応募状況、

入学後の教育の実施

状況等を踏まえ、必要

に応じて入試制度（学

校推薦型選抜、一般選

抜等）の改善を図る。 

 

また、学生に水産業及び消費者ニーズなど最新の動向を理解

させるため、裨益する業界等から講師を招き、講演を実施するとと

もに、校外実習においては、訪問先企業等に対して、活動状況、

課題等に関する講話を依頼し、現場の実践的な取組内容を学習

させた。 

⑤自己収入の拡大については、水産関連業界からの受託研究費

や科研費等のほか、山口連携室が山口県から受託した共同研究

に参画するとともに、山口県との包括連携協定に基づく取組の１

つとして、同県からの委託事業「令和６年度地域を牽引する中核

漁業経営体育成推進事業（収益性向上の取組支援）」を受託する

など、外部資金獲得を推進した。また、令和７年３月に開催した合

同企業説明会では、参加企業・団体から参加費を徴収し、開催費

に充填することでコストの削減に寄与した。 

 

 

イ 学生確保の強化 

 

水産学を学ぶ意欲のある学生を確保するために、以下の取組

を実施した。オープンキャンパスについては、令和５年度に引き

続き事前予約制として訪問型で実施した。また、本校の概要、各

学科や漁業練習船の紹介等について、志願者がいつでも本校の

ホームページから動画で視聴できるようにした。高校訪問につい

ては、７月上旬から九州地区（福岡・長崎・佐賀・熊本・大分）、中

国地区（山口・広島・岡山）等を各学科で分担して、計 211 校の高

等学校等に本校の特色や入試等の紹介を行った。民間企業や地

域が主催する高校生等に対する進路ガイダンスについては、事

務職員が積極的に参加し、本校の教育及びキャリア形成等につ

いて説明を行うとともに、漁業練習船「天鷹丸」においては、山口

県立大津緑洋高等学校からの施設見学を受け入れた。 

①本科の学生定員 740 名に対する在学生数は 776 名（令和６年４

月１日時点）であった。また、令和６年度中に実施した令和７年度

入試における募集定員 185 名に対する倍率は 3.3 倍であり、全国

から広く学生を確保することができた。 

②水産関係有識者との意見交換を積極的に行い、水産関連企業

が大学卒業者に求める人材の動向を把握した。 

③水産業を担っていく後継者等の育成の一環として、水産系高校

の卒業生や水産業後継者を目指す者等を対象とした推薦入試制

度を引き続き実施した。 

④令和７年度入学者選抜における学力試験の出題科目及び出題
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ウ 教育内容の充実 

 

輸出促進等を進める

ことで水産業の成長産

業化を実現し、水産日

本の復活を目指す政策

が推進されている状況

に鑑み、現在のカリキュ

ラムの内容が学生や 

企業等の変化し続ける

ニーズや水産政策に即

しているか等を不断に

検証し、水産業の現場

への貢献を意識したカ

リキュラムの再編等を通

じて、教育内容の充実

に向けた取組を行う。 

 

 

 

【重要度：高】 

 

水産業を担う中核的

な人材を育成する教育

プログラムを持続的に

行い、水産業及びその

関連分野を担う有為な

人材を輩出することは、

水産政策の改革等を踏

まえたものであり、施策

実現に寄与する重要な

業務であるため。 

 

【困難度：高】 

 

般選抜等）の改善を図

る。 

 

 

ウ 教育内容の充実 

 

輸出促進等を進める

ことで水産業の成長産

業化を実現し、水産日

本の復活を目指す政策

が推進されている状況

に鑑み、現在のカリキュ

ラムの内容が学生や企

業等の変化し続けるニ

ーズや水産政策に即し

ているか等を不断に検

証し、水産業の現場へ

の貢献を意識したカリ

キュラムの再編等を通

じて、教育内容の充実

に向けた取組を行う。 

 

 

 

 

ウ 教育内容の充実 

 

現在のカリキュラムの

内容が学生や企業等

の変化し続けるニーズ

や水産政策に即してい

るか等を不断に検証

し、水産業の現場への

貢献を意識したカリキュ

ラムの再編等を通じて、

教育内容の充実に向け

た取組を行う。 

範囲については、平成 30 年文部科学省告示高等学校学習指導

要領の内容に対応した。 

 

 

ウ 教育内容の充実 

 

教育内容の充実を図るため、以下の取組を行った。 

①日本の水産施策についての理解を深めさせるため、水産庁幹

部職員５名及び水産機構役職員 36 名による日本の水産業の現

状、最新の水産研究とその役割、日本周辺の水産情勢と資源管

理、養殖業の成長産業化及び海業等に関する講義を実施し、学

生に受講させた。 

②広く水産全体が俯瞰できる教育を行うため、令和２年度入学生

から導入した水産学を基礎から応用まで体系的に学習できる新カ

リキュラムを計画どおり実施するとともに、転学科制度を適正に運

用した。 

③情報通信技術等の水産現場における課題をテーマとして、「技

術者倫理」においてアクティブラーニング形態の授業を実施した。 

④水産庁が推進するスマート水産業については、令和６年度には

本科 21 科目、研究科９科目の授業で取り上げ、教育内容を充実

させた。 
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海技士国家試験の

合格や水産業及びそ

の関連分野への就職

は、教育等を通じて学

生自らが成果をあげる

ものであり、かつ、雇用

情勢の変化等の影響を

受けることから、これま

で以上にセミナー等の

開催や学生の意識向

上のための取組など最

大限の努力が必要とな

る。また、国土交通省運

輸局が公表する海技士

国家試験の合格率や

水産庁調べによる水産

系他大学の水産業及

びその関連分野への就

職率の実績を踏まえる

と、相当の努力を必要

とする高い数値目標を

掲げており、達成が困

難な目標と位置付けら

れるため。 

 

 
４．その他参考情報 

特になし。 
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別紙様式４ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３ 
  第３-３  

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 
研究開発マネジメント 

関連する政策・施策 水産基本計画 
農林水産研究基本計画 

当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成 11 年法律第 199 号）第 12 条 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する研究開発評価、政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(評)評価指標、(モ)モニタリング指標） 

① 主な参考指標情報（評価対象となる指標） 

 評価対象となる指標 

基準値等 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 
当該年度までの累積値等、 
必要な情報  

 

他機関との連携数 
  国内共同研究数(モ) 

年間 110 件以上(国内) 

第４期実績平均値 

134 件 

122 件 137 件 141 件 128 件   

他機関との連携数 
  国際共同研究数(モ) 

年間 15 件以上(国外) 

第４期実績平均値 

24 件 

21 件 26 件 23 件 16 件   

 

知的財産の供与数(モ) 
第４期実績平均値 

53 件 
54 件 56 件 58 件 50 件   

包括連携協定の件数(モ) 
令和２年度末現在 

12 件 
14 件 14 件 14 件 14 件   

研修等の受入件数（人数）(モ) 

令和２年度実績 

国内 60 件(139 名) 

国外 0 件(0 名) 

国内 
65 件(149 名) 

国外 
１件(12 名) 

国内 
62 件(183 名) 

国外 
7 件(16 名) 

国内 
68 件(203 名) 

国外 
8 件(21 名) 

国内 
78 件(262 名) 

国外 
10 件(35 名) 

  

各種委員会への派遣数(モ) 
令和２年度実績 

458 件 
443 名 447 名 473 名 455 名   
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講師等の派遣数(モ) 
令和２年度実績 

188 件 
210 名 260 名 297 名 285 名   

公表したプレスリリース数、ウェブサイト
等による発信数（モ） 

令和２年度実績 
69 件 

78 件 79 件 81 件 77 件   

ウェブサイト等へのアクセス数(モ) 
令和２年度実績 

368,256 件 
347,212 件 547,921 件 328,096 件 266,168 件   

シンポジウム、セミナー、講演会等の開
催数(モ) 

年間 22 件以上 

第４期実績 

13～22 件 

35 件 35 件 37 件 39 件   

取材、問い合わせ対応数(モ) 
令和２年度実績 

523 件 
480 件 507 件 553 件 462 件   

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）  

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

予算額（千円）  404,887 407,070 424,835 448,771  

決算額（千円）  431,996 507,881 528,501 533,421  

経常費用（千円）  316,688 476,484 575,094 576,032  

経常利益（千円）  26,386 ▲12,678 4,918 2,303  

行政コスト（千円） 388,013 540,702 622,694 629,910  

従事人員数  27 人 35 人 38 人 38 人  

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 
主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による
評価 主な業務実績等 自己評価 

 

 

３ 研究開発マネジメン

ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．研究開発マネジメン

ト 

 

国立研究開発法人

に課された使命である

研究開発成果の最大

化及び人材育成の高

度化を図るために、法

人共通事項として、以

下の視点に基づき取組

を強化する。 

 

３．研究開発マネジメン

ト 

 

国立研究開発法人

に課された使命である

研究開発成果の最大

化及び人材育成の高

度化を図るために、法

人共通事項として、以

下の視点に基づき取組

を強化する。 

 

【評価軸】 

✓研究開発成果の最

大化に向けた取組が

着実に行われている

か。 

 

（評価指標 1） 

✓他機関との連携、共

同研究の取組状況 

 

（モニタリング指標） 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：A 

 

 

・研究開発成果の最大化

と早期の社会実装による

イノベーションの推進に

向け、令和６年度に本部

に研究戦略部を設置する

とともに、地域研究連携監

を新設しブロック場長会

等へ派遣して都道府県と

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など） 

 

＜その他事項＞  
（審議会の意見を
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✓他機関との連携数

（件数、国内・国際） 

 

 

（国内共同研究：110 

件以上）（国際共同研

究：15 件以上）  

✓知的財産の供与数 

✓包括連携協定の件

数）  

✓研修等の受入件数

（人数）  

✓各種委員会への派

遣数 

✓講師等の派遣数 

 

(評価指標２) 

✓研究開発情報を国

民に積極的に提供し

ているか。 

✓広報活動において

ICTを積極的に活用し

ているか。 

✓国民、業界等との双

方向コミュニケーショ

ンに取り組んでいる

か。 

 

（モニタリング指標） 

✓公表したプレスリリ

ース数、ウェブサイト

等による発信数（65 

件以上（前期実績：52

～65 件）） 

✓ウェブサイト等への

アクセス数 

✓シンポジウム、セミ

ナー、講演会等の開

催数（22 件以上） 

✓取材、問い合わせ

対応数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の連携推進を強化した。 

・令和５年度に設立した水

産機構発のベンチャー企

業を発展させ、漁船 20 隻

にアプリシステムが導入

展開され活用されており、

研究成果の社会実装に

向けた活動を積極的に推

進した。 

・国内及び国外の研究機

関等との共同研究の実施

や国際学会等の活動を

通じて、漁業・養殖業に係

る研究開発の加速化を図

った。 

また、令和６年1月に発生

した能登半島地震対応と

して、５月に能登半島周

辺ズワイガニ漁場海底状

況調査、６月に石川県沖

の定点の着底トロール曳

網の実施、種苗生産に必

要な餌料生物の提供な

ど、石川県や水産庁と連

携することで緊急対応を

行い、農林水産大臣から

感謝状の贈呈が決定し

た。 

・令和元年年より開催され

ていなかった日中韓水産

研究事務会合及び機関

長会議をホスト国中国に

働きかけ、両会議を対面

実施させ停滞していた日

中韓連携を主導した。ま

たこれまで同様、OFCF、

JICA、SEAFDEC など、発

展途上国からの研修生を

受入、国際協力に大きく

貢献した。 

・知的財産ポリシーに基

づく研究開発成果の戦略

記載するなど） 
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的なマネジメントを推進

し、所期の目標を達成し

た上に、水産機構初の成

果活用事業者に対するマ

ネジメントにおいて、成果

活用事業者とプログラム

著作物独占利用許諾契

約を締結等の支援によ

り、水産機構の研究開発

成果を漁業経営体・漁業

現場に実装、ワカメ新品

種について国内初の品

種登録出願を行うなど顕

著な成果を挙げた。 

・試験研究機関及び漁業

関係者への資源評価の

理解増進に貢献した上

に、海洋環境と漁業資源

の関係や不漁問題など数

多くの講演会やマスメディ

ア取材に対応し、幅広く

資源調査や評価結果内

容を発信しており、年度

計画以上に資源評価の

理解増進に貢献し顕著な

成果を創出した。 

・広報活動において、広

報ポリシーを初めて定

め、水産機構における広

報の基本指針と活動方針

を水産機構ウェブサイトで

示した。成果発表会「気

候変動がもたらす水産業

の変化」を開催し、情報提

供を行い、水産機構機関

公式ウェブサイトのリニュ

ーアル、各種イベント等

での効果的な研究開発

成果の紹介など、水産機

構として、国民や業界向

けに顕著な広報活動を行
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った。 

・水産大学校と研究所に

加え水産大学校が所在

する山口県及び下関市と

連携し、地域における研

究連携創出としての成果

をあげている。山口連携

室と山口県の取組は内閣

府が行う政府関係機関地

方移転の取組における優

良事例として取り上げら

れており、顕著な成果とし

て認められている。 

学生を乗船させた航海実

習を通じて研究開発業務

と人材育成業務の相乗効

果に顕著な成果をあげ

た。 

・行政・施策に関係する各

種委員会等への委員派

遣等の活動を通じて、国

の施策に、組織として積

極的な対応を行った。 

・能登半島地震対応につ

いては、被災地の要望に

即応できるよう対策本部

を設置し、防疫検査、試

験機器の貸出、調査船の

派遣等、速やかに支援協

力対応を実施している。 

以上から年度計画に示し

た業務を着実に実施した

上で、災害等の緊急事態

に対し、継続的な対応を

行ったこと、さらに顕著な

成果を創出したことが認

められていることから、総

合的に勘案した結果、A

評定とした。 

評定の根拠は以下のとお

り。 
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（１）イノベーションの推

進及び他機関との連携 

 

水産業の成長産業

化に結び付く今後必要

となる調査・研究等を、

着実かつ効果的・効率

的に推進するため、産

官学、特に民間との連

携を積極的に行い、異

分野融合を通じた取組

を実施する。また、研究

成果の実装によるイノ

ベーションの推進に向

け、国・地方行政や漁

業現場等の声に耳を傾

け、成長産業化に係る

ニーズを把握するととも

に、都道府県や民間企

業等との連携による研

究施設等の共同利用

等を推進する。 

研究開発の成果の実

用化及びこれによるイノ

ベーションの創出を図

るため、必要に応じ、科

学技術・イノベーション

創出の活性化に関する

法律（平成 20 年法律第

63 号）に基づく出資並

びに人的及び技術的

援助の手段を活用す

る。 

また、漁業現場の技

術的ノウハウを積極的

に取り入れ、漁業・養殖

業の現場に広く技術の

普及、共有を図るハブ

機能としての役割も果

 

 

（１）イノベーションの推

進及び他機関との連携 

 

水産業の成長産業

化に結び付く調査・研

究について、産官学、

特に民間等、異分野と

の連携を積極的に行

う。研究成果の実装に

よるイノベーションの推

進に向け、国・地方行

政や漁業現場等と情

報・意見交換を行い、

成長産業化に係るニー

ズを把握する。都道府

県や民間企業等との連

携による研究施設等の

共同利用等を推進す

る。 

また、必要に応じ、水

産機構の研究開発の成

果を事業活動において

活用し、又は活用しよう

とする者に対し、科学

技術・イノベーション創

出の活性化に関する 

法律（平成 20 年法律

第 63 号）に基づく出資

並びに人的及び技術

的支援を行う。 

漁業・養殖業の現場

に広く技術を普及し、

共有を図る。国立研究

開発法人としての適切

な知的財産の管理や研

究分担の明確化、包括

的連携協定の締結な

ど、効率的かつ効果的

な連携を行う。 

 

 

（１）イノベーションの推

進及び他機関との連携 

 

水産業の成長産業

化に結び付く調査・研

究について、産官学、

特に民間等との連携を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業・養殖業の現場

等と情報・意見交換を

行い、社会のニーズを

把握・分析した上で、研

究成果の社会実装に向

けて活動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）イノベーションの推進及び他機関との連携 

 

 

・水産業の成長産業化に結び付く調査・研究として、適切な資源

管理システムの基礎となる資源評価の精度向上に向けた取組を

産官学で連携して行った。特に、資源評価に使用する生物情報

収集の一環として、民間企業と共同で魚類の画像から体長等の

生物データを取得する画像解析システムを開発中である。長崎

県松浦市の大規模水揚げ市場において 2 台目の撮像装置を設

置し、インターネットで松浦と横浜を繋いでリアルタイムに漁獲物

の解析を行う実証試験を行い、社会実装に備えた。 

・養殖業の成長産業化にあたって、クロマグロ等の交配と種苗生

産の技術開発、新規ワクチン開発及び医薬品の使用承認対象

魚種の拡大に向けた研究、シラスウナギの量産に向けた仔魚用

飼料や飼育システムの開発、ブリ育種のための親魚養成と人工

種苗の普及に向けた取組、タコ養殖のための技術開発等を民間

企業等と連携して行った。 
・令和６年度、水産機構本部に研究戦略部を設置するとともに、

地域の課題や水産機構との連携などに関する相談窓口として対

応する地域研究連携監を新設し、都道府県との連携推進をより

強化した。 

 

・漁業現場への ICT 導入として小底等漁船に搭載したデータロ

ガー、デジタル操業日誌等による漁獲情報、漁場環境データの

収集を継続し、底魚類の資源評価の基礎情報として活用してい

る。引き続き利用可能なデータ収集と試算結果の提示を通じて、

資源評価への理解の醸成に努めている。 

・さけます類の稚魚放流時期における北海道極沿岸域の水温推

定・予測システムをさけます増殖関係者等が活用できるよう令和

７年３月にウェブサイトで一般公開した。 

・魚病分野において、都道府県や養殖業者等と情報交換を行っ

た上で、疾病対策や診断・防除のマニュアルを整備し、研究成果

の社会実装を進めた。 

・クロマグロ技術部会を開催し、人工種苗普及に関するニーズを

把握するとともに、腹薄原因究明等の機構の研究成果を紹介し

て社会実装を図った。さらに、クロマグロ早期種苗の普及を進め

るため、通常より早く採卵した受精卵を民間へ配付して実証試験

を実施した。 

・シーフードショーやアグリビジネス創出フェアでは、次世代養殖

評価の視点について 

 

（１） 

 

 

・研究開発成果の最大化

と早期の社会実装による

イノベーションの推進に

向けて、本年度本部に研

究戦略部を設置するとと

もに、地域研究連携監を

新設しブロック場長会等

へ派遣して都道府県との

連携推進を従来以上に

図った。また資源分野で

は魚類の画像から体長等

の生物データを取得する

画像解析システムの実証

試験、養殖分野ではワク

チン等の承認対象魚種の

拡大に必要な臨床試験

やシラスウナギの仔魚用

餌料・飼育システムの開

発、漁業分野では小型い

か釣り漁船での衛星ブロ

ードバンド通信による双

方向データ通信及び大

中型まき網漁業の操業形

態の構築に係る実証試験

の開始等を公設試験研

究機関や民間企業と連携

して積極的に推進するこ

とで、計画以上の成果を

生み出した。 

資源評価関係では引き

続き利用可能な漁場環境

データの収集と試算結果

の提示を通じて、底魚類

の資源評価への漁業者

の理解の醸成に多大に

貢献するとともに、養殖分



R６年度－70 
 

たせるよう連携して取り

組む。 

連携に当たっては、

海洋に関する幅広い情

報の収集による水産資

源評価等への活用や

研究成果の社会実装の

推進を図ることを念頭

に、連携の枠組みに合

わせた適切な知的財産

の管理や研究分担の

明確化、包括的連携協

定の締結など、効率的 

かつ効果的な連携を可

能とするよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県や民間企

業等との連携による研

究施設等の共同利用を

推進する。 

 

必要に応じ、水産機

構の研究開発の成果を

事業活動において活用

又は活用しようとする者

に対し、科学技術・イノ

ベーション創出の活性

化に関する法律（平成

20年法律第63号）に基

づく出資並びに人的及

び技術的支援を行う。 

 

 

 

他機関との効率的か

つ効果的な連携に向け

て、国立研究所として

の適切な知的財産の管

理、都道府県や民間企

業との研究分担の明確

化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムの構築、マダコ養殖技術開発、海藻成分の抗アレルギ

ー効果等に関する展示やセミナーを行い、研究成果の普及促進

を図った。 

・業界ニーズを受け、漁場や海況等の変化に対応した大中型ま

き網漁業の操業形態の構築のための実証調査を実施した。まき

網下方の約 30％を大目合いにした改造網により試験操業した結

果、網の沈降速度が上昇し、操業機会が増加した。 

 

・公設試験研究機関や民間企業との共同研究等によって、保有

する研究設備や機器を用いた 128 件の共同利用を実施した。 

 

 

 

・「国立研究開発法人水産研究・教育機構における成果活用事

業者の認定及び援助に関する規程（令和４年 11 月 22 日制定）」

に基づき、研究開発成果の普及及び研究活動の活性化に貢献

するベンチャー企業に対し、「成果活用事業者」として施設や設

備の使用、特許等の実施許諾における優遇措置等の支援を行う

制度を設けたところ。令和５年同制度のもと初めて、水産大学校

教員が合同会社の社長となって法人登記され、漁業者と漁港、

市場をつなぐアプリシステムの運用と、データを扱う ICT 端末の

維持管理サービスを提供する事業を展開中である。下関市を中

心に、沖合底びき網漁船 20 隻や市場関係者に導入され、漁業

関係者の業務の効率化、漁獲物の単価の向上など、研究成果の

社会実装により顕著な成果をあげた。 

 

・海外機関との学術協力協定（MOU）では、米国海洋大気局

（NOAA）と再締結を行い、フランス、オーストラリア、中国、韓国、

及び東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）と継続実施中で

ある。国内機関においては、9 大学、3 公立研究機関と継続し、

新たに 1 大学 2 民間企業と 1 件連携協定を締結した（令和７年２

月 20 日締結）。さらに MOU を通じて、東南アジア諸国連合

（ASEAN）各国への水産機構職員の派遣や OFCF や JICA 研修

生の受け入れ、北太平洋海洋科学機関（PICES）関連シンポジウ

ム海洋社会生態システム（MSEAS）横浜大会の現地運営事務局

として対応した。さらに 2025 年 PICES 横浜大会に向けた現地運

営事務局の立ち上げ、同じく 2025 年日仏海洋学会鳥羽大会に

おけるフランス国立海洋開発研究所（Ifremer）との共同セッション

の企画の開始など、他機関との連携を積極的に推進した。 

・知的財産ポリシー及び関係規程に基づき、国立研究所としての

適切な知的財産の管理を行った。 

・水産庁委託事業や農林水産省技術会議プロジェクト研究等に

野では勉強会、シンポジ

ウム、セミナー等の開催、

保有する研究設備・機器

の共同利用の実施、研究

成果の社会実装に向けた

活動を積極的に推進し

た。 

また、国内及び国外の研

究機関等との共同研究の

実施のみならず、

SEAFDEC 主催シンポジ

ウムへの職員の派遣や海

外からの研修生の受け入

れ等を通じて、漁業・養殖

業に係る研究開発の加速

化と国内外研究機関との

効率的な連携、成果の普

及に向けた民間企業との

連携を図った。以上によ

り、イノベーション創出に

向けた取組の更なる加速

化・深化及び他機関との

より緊密な連携がなされ

たことから、将来的に顕著

な成果の創出が見込まれ

ると評価される。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

・特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際的な研究協力

の推進 

 

水産業の持つ潜在

力を引き出すことによ

り、食料自給率等の維

持向上を図り、国民に

水産物を安定的に供給

に貢献するという使命

等を踏まえ、国際機関

等との共同研究等を通

じて水産に関する科学

の国際的な発展を図る

等の国際的な視点に基

づいた研究開発を推進

する。 

また、人材育成にお

ける国際貢献に向け、

発展途上国の人材の受

入研修及び国際機関

等への人材の派遣等に

積極的に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際的な研究協力

の推進 

 

国際機関等との共同

研究等を通じて水産に

関する科学の国際的な

発展を図る等の国際的

な視点に基づいた研究

開発を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際的な研究協力

の推進 

 

水産分野における研

究開発等の国際化を推

進するため、研究協力・

交 流 に 関 す る 覚 書

（MOU）や二国間科学

技術協力協定等に基

づく国外研究機関等と

の研究協力を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて、都道府県、民間企業等の参画を積極的に進めるととも

に、それぞれの研究分担を明確化することで、研究課題の効率

的・効果的な推進を図った。ニホンウナギとタイラギの種苗量産

技術開発においては、水産機構が開発した技術を民間または県

へ技術移転して現場実証試験を実施した。また、ウナギ種苗量

産技術開発では、民間の技術を導入して仔魚用飼料と飼育シス

テムの開発を実施した。開発したウナギ種苗量産水槽を共同で

出願して権利化した。 
・小型いか釣り漁船に搭載した衛星ブロードバンド通信による双

方向データ通信の実証試験を開始した。民間企業とともに漁場

予測モデルの開発に向けて準リアルタイムで複数船から情報を

共有するシステムを構築した。 

・南伊豆庁舎で生産したシラスウナギを民間水産会社にて食用

に養成した成鰻を加工した蒲焼の試食会を水産庁及び大手スー

パーマーケットにて実施し、前者では「ニホンウナギ人工種苗の

研究開発の現状」にかかる講演を、後者では併せてウナギ人工

種苗の社会実装のための市場調査を実施した。 
 

 

（２）国際的な研究協力の推進 

 

 

・「水産物の安全性の向上及び利用促進に関する国際ワークショ

ップ」を７月に横浜で開催（18 名）し、貝毒及びノロウイルスによる

食中毒防除のための情報交換のため４名を韓国国立水産科学

院（NIFS）から招聘した。 

・PICES/ICES 主催第２回海洋社会生態学シンポジウム(MSEAS-

2024)に協力し、現地実行委員会を務め、令和６年６月に横浜で

開催した。 

・PICES では、水産機構理事が総務会議長に選出された。職員 5

名が専門委員会及び分野別専門家グループの議長を務め、運

営に大きく貢献した。また、令和７年日本（横浜）での年次会合の

開催に向け、現地実行委員会を結成し大会運営の準備を開始し

た。 

・天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）第 52 回水産増

養殖専門部会(伊勢志摩）で「持続可能で強靱な水産養殖のため

の次のステップ－代替飼料、育種、健康管理、藻類養殖、生態

系管理」をテーマに科学シンポジウムを開催し、職員 27 名が研

究発表等を行った。 

・コイヘルペスウイルス病及びマダイイリドウイルス病（海面養殖

で発生する疾病の１つ）の国際獣疫事務局（WOAH）のリファレン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

・NOAAとMOUを再締結

するなど、アメリカ、フラン

ス、中国、韓国、東南アジ

ア等のMOU締約国・国際

機関、及びPICES等の国

際枠組みを中心に、国際

会議・シンポジウム等に積

極的に参加し国際化を推

進した。特に新型コロナ

のために令和元年より開

催されていなかった日中

韓水産研究事務会合及

び機関長会議をホスト国

中国に働きかけ、両会議

を今年度対面実施できた

ことは、停滞していた日中

韓連携の推進に寄与し

た。またこれまで同様、

OFCF、JICA、SEAFDEC
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また、人材育成にお

ける国際貢献に向け、

発展途上国の人材の受

入研修及び国際機関

等への人材の派遣等に

積極的に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、発展途上国の人

材の受入研修及び国

際機関等への人材の

派遣等に積極的に対応

する。 

 

 

 

 

 

 

スラボラトリー活動を実施し、各疾病について WOAH へ年次報

告書を提出した。また、諸外国からの陽性対照配布に対応した

（計２カ国）。 

・WOAH の感受性魚種や Megalocytivirus pagrus 1 感染症（アジ

アの養殖魚から報告されている疾病）の診断マニュアルに関する

アドホック委員を務め、のべ４回のウェブ会議に出席し国際貢献

を果たした。 

・台湾漁業署と機関長会議及び科学シンポジウムを 6 月に横浜

で開催し台湾から 9 名来所し情報交換・意見交換を行った。 

・2022 年に失効した NOAA との MOU を 6 月にアメリカで再締結

した。また米国農務省（USDA）と実施している研究開発プログラ

ムについて情報交換を行った。 

・日中韓水産研究事務会合を７月、同機関長会議を 11 月に中国

で開催し、今後２年間の研究協力分野における同意書に調印し

た。 

・水産庁事業及び日中韓 MOU に基づき、日中韓大型クラゲ国

際ワークショップを新潟で開催し、水産機構から 10 名、韓国（11

名）、中国（13 名）が参加した。 

・中国水産科学研究院（CAFS）からの機構側への強い要望によ

り、第 3 回気候変動ワークショップ（EDF Japan 共催）を上海で開

催すべく、国際窓口担当者と意見交換し、東シナ海資源及び藻

場再生研究者を中心に派遣候補者の人選を進めた。 

・Ifremer との MOU に基づき、国際研究「沿岸生態系と二枚貝生

産」を実施中（令和５～９年度）。 

・NOAA の研究者 2 名を招聘し、我が国の資源評価（ブリ、マダラ

本州日本海北部・本州太平洋北部、ソウハチ北海道北部の４群）

のピアレビューを実施した。 

・これらの活動を通じて、各国の研究開発情報を得つつ日本の

研究開発状況について発信し、国外研究機関等との研究協力を

推進した。 

 

・海外漁業協力財団（OFCF）や JICA、SEAFDEC 等からの要請

による発展途上国からの研修生については、令和６年度は６件

29 名の受入を積極的に実施し国際協力に貢献した。 

・SEAFDEC に長期派遣次長４名ならびに短期派遣６名を実施し

た。 

・シガテラ中毒原因底生性渦鞭毛藻に関するモニタリング技術研

修（廿日市）において台湾研究者３名が受講した。 

・PICES2024 年次会合（米国：ウェブ及び対面ハワイ）で副議長で

ある当機構水大校担当理事が全体をリードするとともに、次期総

合議長に選出・任命された。 

 

など、発展途上国からの

研修生の受入に対応し、

国際協力に大きく貢献し

た。また当初計画になか

ったMREPにて、市民、漁

業者との資源管理に関す

る意見交換を実施し、漁

業界に対し資源研究の理

解の醸成に貢献した。上

記のように、気候変動や

資源研究および漁業者

向け資源管理勉強会な

ど、水産分野における研

究協力の国際化に資する

顕著な活動実績が認めら

れ、顕著な成果を達成し

た。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 
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（３）知的財産の活用促

進 

 

研究開発によって得

られた成果を我が国の

水産業の競争力強化に

結び付けていくには、

特許等の知的財産を国

内の企業や漁業経営

体に円滑に活用しても

らう必要がある。 

 

このため、農林水産

研究における知的財産

に関する方針（平成 28

年２月農林水産技術会

議）等を踏まえ、知的財

産の取得を進め、当該

取得した権利を保護し

つつ普及を図ることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）知的財産の活用促

進 

 

研究開発によって得

られた成果を我が国の

水産業の競争力強化に

結び付けていくには、

特許等の知的財産を国

内の企業や漁業経営

体に円滑に活用しても

らう必要がある。 

 

このため、農林水産

研究における知的財産

に関する方針（平成 28

年２月農林水産技術会

議）等を踏まえ、知的財

産の取得を進め、当該

取得した権利を保護し

つつ普及を図ることとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）知的財産の活用促

進 

 

令和２年度に改正し

た知的財産ポリシーに

基づき、研究開発成果

の戦略的なマネジメント

を推進する。 

 

 

 

 

このため、権利化し

国内企業や漁業経営

体に円滑に利活用して

もらう必要があると判断

した知的財産について

は、適切な取扱方針を

検討した上で普及を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経済協力開発機構（OECD）の国際共同研究プログラム（CRP）

の 国 内 委 員 と し て 水 産 機 構 役 員 が 相 談 窓 口 （ National 

Correspondent）を担い、国際研究交流に積極的に貢献した。 

・令和６年７月に京都で開催された、米国環境保護基金日本支部

（EDF JAPAN）が国内の団体とともに米国の海洋資源教育プロ

グラム（MREP）を模して漁業者向けに企画・開催した「漁師の資

源管理勉強会」の企画段階から助言・協力するとともに、当日の

企画の一部を担当した。 

 

 

（３）知的財産の活用促進 

 

 

・令和２年度に改正した知的財産ポリシーに基づき、研究開発成

果の戦略的な取得、管理、活用が、円滑かつ適切に推進される

ようマネジメント業務を行った。 

 

 

 

 

 

 

・権利化し国内企業や漁業経営体に円滑に利活用してもらい普

及を図る必要がある知的財産については、事案ごとに知的財産

管理委員会にて適切な取扱方針を判断・決定した上で、必要な

処理を行い、普及が推進されるよう努めた。知的財産管理委員

会は令和６年度において８回開催した。 

・知的財産の供与については、公共の利益を損なう恐れがない

か確認のうえ、公平・公正を確保しつつ提供先を選定し、新規知

的財産供与数は４件（「新規セレン含有化合物」２件、「魚類血管

内容物置換器具」１件、「環境電位を指標にした環境の恒常性測

定装置」１件に関する特許実施契約）、年度末時点での総供与数

は 50 件となった。うち新規セレン含有化合物 1 件は、商工会議

所（会員）にセレノネインを含有するマグロ等魚肉製品の販売等

を許諾したもの。各種メディアにも取り上げられ、地域経済活性

化・魚食普及に寄与した。 

・権利化して企業活動や漁業経営体による活用を図る必要があ

ると判断した発明に関し、新規に 9 件特許出願（国内 4 件、外国

5 件）し、年度末時点で特許出願総数は２１件（国内 14 件、外国７

件）となった。 

・特許権の新規取得は５件（国内のみ）で、これにより年度末時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 

 

知的財産ポリシーに基づ

く研究開発成果の戦略的

なマネジメントを推進し、

権利化し国内企業や漁業

経営体に円滑に利活用し

てもらう必要があると判断

した知的財産について知

的財産管理委員会で取

扱方針を適切に決定する

等、年度計画に示した業

務を着実に実施、所期の

目標を達成した。特に、

地域経済活性化・魚食普

及に寄与する特許実施許

諾、ワカメ新品種につい

て国内初の品種登録出

願を行うなど、顕著な成

果を挙げた。 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

 

 

 



R６年度－74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）漁業者等の信頼関

係の構築 

 

都道府県水産研究

機関に対して、最新か

つ実践的な水産資源の

調査、評価、管理等の

ための手法等を教授す

るとともに、漁業の現場

を担う人々に対しては、

水産資源の調査や管

理における科学的根

拠、手法等への理解を

得ることに努め、関係者

の知見を広げつつ知識

の底上げを図ることによ

り、民間も含めた資源

評価の理解増進に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資源評価の理解の

増進 

 

都道府県水産研究

機関に対して、最新か

つ実践的な水産資源の

調査、評価、管理等の

ための手法等を教授す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資源評価の理解の

増進 

 

資源評価関係の担

当者会議や水産機構

の開催する研修会及び

ウェブサイト等を通じ最

新の資源調査・評価・管

理手法を試験研究機関

へ教授するとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での特許権保有総件数は 97 件（国内 81 件、外国 16 件）となっ

た。 

・水産機構が自ら使用する標章で、第三者に使用または登録さ

れると問題があると判断し、令和５年度に出願した標章（「水産機

構シンボルマーク」、「ＦＲＡ（標準文字）」、「水産研究・教育機構

（標準文字）」）の３件について、商標登録を受けた。 

・水産機構が県と共同で作出した海藻（ワカメ）について、種苗法

に規定する品種登録出願を１件行った。水産機構として初めて

の品種登録出願であり、ワカメについては国内で初の品種登録

出願となった。ワカメ新品種の育成者にとって審査基準（特性評

価表・評価手法）が無いことが品種登録出願することの障害とな

っていたが、出願人として審査基準案を準備することで、他のワ

カメ優良品種について容易に出願できる環境づくりに寄与した。 

・権利取得済みであっても実用化の可能性が無い特許権を２件

放棄する等見直しを行い、権利維持費用の適正化に努めた。 

 

 

（４）資源評価の理解の増進 

 

 

・都道府県試験研究機関担当者を対象とし、令和６年 12 月 12、

13 日に資源評価に関する研修会を開催した（出席者数 90 名）。

資源量推定から生物学的許容漁獲量（ABC）算定に至る一連の

プロセスを実際のプログラムを用いてきめ細かに教授すること

で、参画機関の資源評価に関する基礎的な知識の習得と評価実

務のスキルアップに貢献した。 

さらに、本研修会で用いた資料は、水産資源調査・評価推進

委託事業で運営し、都道府県の試験研究機関にも供されている

本事業の会員制サイトに掲載しているほか、オンデマンド形式の

研修にかかるコンテンツと動画を水産機構公式 YouTube チャン

ネルに公開し、都道府県の試験研究機関の関係者が、いつでも

どこでも必要な内容を選んで e-ラーニング形式で受講できる環

境を用意した。 

・水産資源調査・評価推進委託事業ウェブサイトとして運営する

資源評価結果の公表サイト｢我が国周辺の水産資源の現状を知

るために｣については令和５年の大幅なリニューアル公開後、毎

年の資源評価結果の公表に活用しているとともに、令和６年度も

順次、コンテンツや検索機能の整備、充実を図り、未掲載だった

過去資料も含めた関連会議資料、研究成果資料の追加や関連

補助事業の研究成果のページの更新など、資源評価・管理手法

への理解を促進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 

 

 

・MSY ベースの資源評価

種の増加及び資源評価

の高度化を図るなか、試

験研究機関に対する研修

の強化及び研究機関会

議等での詳説に加え、ウ

ェブサイトや動画も活用し

つつ、漁業関係者への丁

寧な説明を実施した。過

去の関連会議資料や成

果コンテンツの充実を図

り、資源評価手法等に関

する複数の動画の周知に

加え、多くの説明会等（ス

テークホルダー会合 14

回、漁業関係者への説明

10 回）や取材対応を通じ

た情報発信など、科学的

調査研究活動の内容と成

果の分かりやすく丁寧な

説明に努めた。 

これら、試験研究機関及



 
 

R６年度－75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）広報活動の推進 

水産分野における唯

一の国立研究開発法

人として、水産物の安

定供給と水産業の健全

な発展に資する研究開

発情報や成果、人材育

成の状況を、ウェブサイ

トなどの多様なメディア

等を活用して分かりや

すく国民に広く周知し、

水産機構の活動を認知

してもらうとともに成果

の活用の促進を図る。 

 

 

 

また、漁業の現場を

担う人々に対しては、

共に水産資源を守ると

の認識の下、水産資源

の調査や管理における

科学的根拠、手法等に

ついてわかりやすく説

明し、理解を得ることに

努める。 

 

 

 

 

 

 

これらの取組により関

係者の知見を広げつつ

知識の底上げを図るこ

とにより、民間も含めた

資源評価の理解増進に

貢献する。 

 

 

 

（５）広報活動の推進 

研究開発や人材育

成の成果については、

ウェブサイトなどの多様

なメディア等を活用して

分かりやすく国民に広く

周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業関係者等との頻

繁な意見交換の機会を

持ち現場の意見をより

把握しつつ、科学的調

査研究活動の内容と成

果の分かりやすく丁寧

な説明に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらにより、関係者

の知見を広げ知識の底

上げを図りつつ信頼関

係を醸成することによ

り、民間も含めた資源

評価の理解増進に貢献

する。 

 

 

（５）広報活動の推進 

 

 

研究開発や人材育

成の成果については、

ウェブサイトなどの多様

なメディア等を活用して

分かりやすく国民に広く

周知する。また、社会変

化やニーズに合わせた

組織のリニューアル等

について、外部に対し

て分かりやすく周知す

る。 

 

 

 

・漁業関係者等が参加する水産庁主催の資源管理方針に関す

る検討会（漁業者団体、行政、研究者等の関係者を対象とするス

テークホルダー会合）（のべ５魚種９系群、14 回）に出席し、漁業

関係者等に対し説明及び質問・疑問に対する回答等を行った。

さらに、漁業関係者の関心が高い魚種については、県等の要望

を受け、漁業現場・関係地域に赴き、漁業関係者と意見交換をし

つつ、資源評価結果の説明等を行った（10 回実施）。また、主要

資源については随時、各地の漁業現場にて漁業関係者等への

資源調査や評価について説明し、情報提供を推進した。 

・令和４年度末に資源評価の説明動画をウェブサイトで公開し、

動画の閲覧を通じた、漁業関係者等の資源評価への理解の促

進を図っているが、令和５年度に引き続き、令和６年度も関係者

等に対し、動画の紹介及び視聴を勧めるため、関連会議等にお

いて QR コード付きの資料（チラシ）を配布した。 

 

・前述の水産庁主催のステークホルダー会合、都道府県試験研

究機関に対する高度化された資源評価に関する研修、漁業関係

者に対する説明や意見を聴く機会の確保、資源評価手法等に関

する複数の動画の周知など、さらに講演会や取材対応を通じて

海洋環境と漁業資源の関係等の情報発信を行うことにより、民間

も含めた資源調査・評価事業の理解の増進に貢献している。 

 

 

 

（５）広報活動の推進 

 

 

・広報ポリシーを令和６年 12 月に定め、水産機構広報の基本指

針と活動方針を水産機構公式ウェブサイトに掲載し、外に向けて

広く公表した。 

・新聞、テレビ、雑誌及びウェブメディア等のマスメディア並びに

SNS（YouTube、Facebook（FB）、X 及び令和６年度新たに

Instagram を立ち上げ、SNS を利用して多角的に活用し研究成果

を積極的に公表した。 

 

・水産機構の機関公式ウェブサイトは、閲覧者が水産機構の組

織、研究開発及び人材育成等の情報コンテンツに、直感的・視

覚的にアクセスができるよう、コンテンツマネジメントシステム

（CMS）を導入し、利用者が使いやすいウェブサイトを目指したリ

ニューアル行い、ウェブサイトに 18.2 万件のアクセスがあった。 

・成果発表会「気候変動がもたらす水産業の変化」を令和６年 11

び漁業関係者への資源

評価の理解増進に貢献し

たのみでなく、海洋環境と

漁業資源の関係や不漁

問題など数多くの説明会

やマスメディア取材対応

を実施することで、幅広く

一般の方へ資源調査や

評価結果内容を発信する

ことで年度計画以上に資

源評価の理解増進に貢

献し顕著な成果を創出し

たと認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 
 
 
・広報ポリシーを初めて定

め、水産機構における広

報の基本指針と活動方針

を掲示し、計画的に情報

発信体制を構築した。 
・報道機関からのふらっと

らぼの映像借用依頼は、

研究者だけでなく、報道

機関を通じ、一般の方に

興味や関心を持たれるも

ので、水産機構の研究成

果を分かりやすく丁寧に

説明を行っていることを評

価した。また、ふらっとら



R６年度－76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産機構の活動に

つい ては、SNS 等の

ICT を積極的に活用す

るほか、 

 

 

 

 

 

 

認識性やデザインを

意識したウェブサイトを

作成し発信する。 

 

 

 

国民からの問い合わ

せに適切に対応すると

ともに、問い合わせの

あった内容を組織内で

把握できるよう整理して

共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産機構の活動に

ついては、SNS 等を積

極的に活用するほか、 

 

 

 

 

 

 

 

認識性やデザインを

意識したウェブサイトを

作成し発信する。 

 

 

 

国民からの問い合わ

せに適切に対応すると

ともに、問い合わせの

あった内容を組織内で

把握できるよう整理して

共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に合計 492 名（会場参加 149 名・ウェブ参加 343 名）が参加し

対面及びオンライン併用で開催した。 

 

 

・研究開発や人材育成の成果を広報するため、本部、各研究所

及び水産大学校が主催する出張講座及び講演会等を開催し

た。 

 

・水産機構の活動については、X のほか、YouTube、Instagram で

新しい情報やコンテンツを配信し、YouTube からマスメディアへ

の映像貸出対応を５件行った。 

 

・全国紙等のニュースで取り上げられるなどで人気があり、多くの

問合せを受ける「さかなのオリジナルペーパークラフト」は、令和

６年度末で 181 種類のペーパークラフトを水産機構機関公式ウ

ェブサイトで公表している。本公開データの配布や活用について

各方面からの多数の問い合わせに対応するため、二次利用（印

刷、配布）についてのルールを水産機構機関公式ウェブサイトの

過去の問い合わせについての「よくあるお問い合わせ

（https://www.fra.go.jp/home/contact/faq.html）」ページにまと

め、外部からの疑問に対する回答や対応の迅速化を図った。 

 

・水産機構機関公式ウェブサイトは、総務省の「みんなの公共サ

イト運用ガイドライン（2016 年度）」や JIS 規格に準拠する認識性

やデザインを意識したウェブサイト作りを目指して構築し、外部機

関に依頼して令和７年３月にアクセシビリティ試験を実施した 

 

 

・国民からの問い合わせについては、専門分野の研究者が直接

対応し、迅速に回答できるよう努め、問い合わせ内容を組織内で

情報共有して、同様の問合せがあった際、迅速に対応した。 

・特に水産機構公式ウェブサイトから①資源・海洋・さけます等の

問い合わせは、水産資源研究所と本部研究戦略部へ、②養殖・

魚病・水産工学等の問い合わせは水産技術研究所と本部研究

戦略部へつながるよう問い合わせフォームを設置し、その内容が

迅速に水産機構の担当研究所に伝わるようにした。 

・取材対応については、令和６年度の取材報告は 402 件で、サン

マやスルメイカ等の不漁、人工種苗によるウナギのかば焼き試食

会等の水産機構関連の記事が新聞等に令和６年度は 511 件掲

載された。 

・広報誌、ニューズレター、刊行図書等の各種印刷物について

は、各年度計画に従って発行した。 

ぼのチャンネル登録者数

が昨年に比べ 1.7 倍に激

増したことも顕著な成果を

上げている。 
・成果発表会は、水産業

界からは原稿掲載及び映

像配信リンク掲載の依頼

が多数寄せられた。研究

成果への国民及び業界

の関心の高さが確認され

た。 
 
・さかなのペーパークラフ

ト等の利用者ならびに読

者から反響が寄せられ、

特に、イベントでの配布

や活用に関する相談が多

く寄せられており、水産機

構の認知向上に顕著な

効果があったと判断した。

また、ペーパークラフトの

許諾条件を水産機構機

関公式ウェブサイトの「よ

くあるお問い合わせ」に明

記したことにより、利用者

の利便性が向上し、水産

機構についての興味や

関心を持っていただく機

会の増加につなげられた

と判断した。 
・葛西臨海水族園との合

同イベントでは、水産業

や社会が抱える課題を広

く国民に周知する機会と

なった。併せて、水産機

構の認知度向上にもつな

がっている。 
・女子美術大学との包括

連携に基づく授業で学生

が創作した成果作品を展

示することによって、水産

の現状について興味を持



 
 

R６年度－77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報に当たっては、

水産機構の活動を広く

認知してもらうこと、成

果の活用につながるこ

と等を意識して、平易な

文章やイラスト、写真、

動画などを利用したサ

イエンスコミュニケーシ

ョンの手法を積極的に

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報に当たっては、

水産機構の活動を広く

認知してもらうこと、成

果の活用につながるこ

と等を意識して分かりや

すい文章やイラスト、写

真、動画を利用したサ

イエンスコミュニケーシ

ョンに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般公開や各種イベント出展の取組は水産機構機関公式ウェ

ブで「イベント情報」としても紹介しており、令和６年度各研究所

等の一般公開は、７回実施した。 

 

・葛西臨海水族園と締結している包括連携協定の取り組みを充

実させた。イベントとして、令和６年 10 月にクロマグロ、令和７年２

月にトークイベント「新たな魚のエサについて考える」、「Deep of 

Wonder──不思議な深海の生き物たち 2025」、３月に「かさりん

BASE! サンゴ」を合同で開催した。昆虫飼料イベントでは約5700

人、サンゴイベントでは 2000 人以上の来訪者があった。 

 特に、令和７年２月に行ったトークイベント「新たな魚のエサに

ついて考える」では、昆虫飼料で育成したマダイの試食会とトー

クイベントに参加協力し、初めて昆虫飼料を餌にした養殖マダイ

の試食会を実施し、イベント２日間で 1,200 人を超える一般の

方々が試食を行った。非常に大きな反響があり、首都圏以外から

葛西臨海水族園まで試食を目的に来場する人が来るほどのイン

パクトがあった。 

 

・女子美術大学との包括連携協定の取り組みとして、「プロジェク

ト＆コラボレーション演習」を、新型コロナウイルス感染症により、

中断していた授業を３年ぶりに再開実施した。テーマに基づく学

生の作品作りを支援・指導し、その創作物の作品は日光の水産

機構おさかな情報館で展示し、来場者に水産についての現状を

興味や関心を持たれる機会を提供できた。 

・令和６年７月に、水産機構で生産した人工シラスウナギを用い

て民間会社で養殖したウナギのかば焼きを、農林水産大臣及び

マスメディアに試食提供して、マスメディア各社で数多く報道さ

れ、ニュースとして取り上げられた。 

 

・水産大学校では下関市立しものせき水族館（海響館）と共同で

「オープンラボ」を常設し、小学生から大人までを対象に、体験学

習イベントを周年開催し、人材育成業務に関する理解を深める

活動を継続した。 
YouTube チャンネル 「ふらっとらぼ」からマスメディアへの映

像貸出対応が５件あり、有効に広報が出来ていることを確認し

た。 

（映像貸出） 

令和６年７月１日  テレビ朝日「グッド！モーニング」 （ウナギ

SDGs） 

令和６年９月14日 ETV特集＋NHK world （トドSDGs） 

ってもらう目的で活用され

ている。 
 
＜課題と対応＞ 
（課題）水産機構機関公
式ウェブサイトをリニュー
アルするとともに、各種
SNS を通じて情報発信を
行っているが、対象とする
ステークホルダーや年齢
層にあわせ、広報媒体を
適切に選択し効果的かつ
効率的な情報発信を行う
ことが課題である。また、
水産機構の知名度向上
をどのように高められるか
が課題である。 
（対応）広報活動の効果を

常に検証（ウェブサイトの

閲覧数。SNSの閲覧数、

刊行物やイベントでの感

想・アンケートの調査を行

い、課題解消への活動に

つなげる。 
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（６）研究開発業務と人

材育成業務の相乗効

果の発揮 

 

水産機構は、水産に

関する研究開発、現場

実証及び教育にわたる

分野を有し、問題解決

のための一貫した取組

が可能な法人の特色を

最大限に活かし、研究

開発業務と人材育成業

務の相乗効果の発揮に

よ る 研究ニ ーズ の 発

掘、教育の高度化等を

図り、中長期目標達成

に向けミッションを遂行

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）研究開発業務と人

材育成業務の相乗効

果の発揮 

 

研究開発業務と人材

育成業務の相乗効果の

発揮に向け、研究ニー

ズの発掘に努めるととも

に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発で得られた

成果・知見の学生への

教授とインターンシップ

受入れ等により、水産

業及びその関連分野を

担う有為な人材を輩出

できるよう教育内容の

高度化を図る。 

 

 

 

 

 

また、航海実習等で

収集したデータを研究

開発部門で利活用する

ことにより、研究開発業

務の高度化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）研究開発業務と人

材育成業務の相乗効

果の発揮 

 

研究開発業務と人材

育成業務の相乗効果の

発揮に向け、研究ニー

ズの発掘に努めるととも

に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発で得られた

成果・知見の学生への

教授とインターンシップ

受入れ等により、水産

業及びその関連分野を

担う有為な人材を輩出

できるよう教育内容の

高度化を図る。 

 

 

 

 

 

また、航海実習等で

収集したデータを研究

開発部門で利活用する

ことにより、研究開発業

務の高度化を図る。 

 

令和６年９月９日  NHK所さん！事件ですよ （マダコSDGs） 

令和６年９月30日 NHK所さん！事件ですよ （上記マダコSDGs

の追加映像） 

令和６年10月９日 テレビ朝日ABEMA ニュース （マダコSDGs） 

 

 

（６）研究開発業務と人材育成業務の相乗効果の発揮 

 

 

 

・研究開発業務と人材育成業務の連携強化を図るため、「山口連

携室」を中核に水産技術研究所の研究開発職員及び水産大学

校の教員が課題担当者として参画し、令和６年度からは「（第３

期）やまぐち型養殖業推進事業」として山口県との水産共同研究

事業を実施した。令和５年度に、山口連携室と山口県の取組が、

内閣府が行う政府関係機関地方移転の取組における優良事例と

して取り上げられ、有識者懇談会後に内閣府のウェブサイトで公

表されたことを受け、令和６年度に水産機構のウェブサイトへ掲

載し広く国民への周知を図った。また、山口県内水産関係者等

を対象に山口連携室主催の勉強会を、２回開催し、研究ニーズ

の発掘に努めるとともに、事業等で得られた成果を発信すること

で、山口県内水産業の発展に貢献した。 

 

・水産大学校３年次生の必修科目である「水産特論」、海洋生産

管理学科の「資源解析学」、「資源管理論」及び「国際漁業管理

学」の授業において、研究開発職員等が最新の研究開発情報を

学生へ提供し、日本の水産の現状と今後の展開、最新の資源状

況、解析技術、海洋環境の影響について学生の認識を深めさ

せ、教育の高度化に努めた。 

・水産機構の各研究所を対象としたインターンシップについて

は、対面により８件を実施した。インターンシップでは、クロマグロ

の仔稚魚の飼育、スルメイカの胃内容物の DNA 抽出による種判

別、ホタテガイの麻痺性貝毒とフグ毒の分析を通じて、養殖業成

長産業化に資する基礎的な知見や技術手法を得ることができ、

学生の資質向上に大きく貢献した。 

 

・漁業練習船における航海実習で収集した海洋観測データを研

究開発部門へ提供し、漁海況予測及び漁場形成予測に関する

研究開発に有効に活用した。 

・漁業練習船天鷹丸において、年間 135 日の学生を乗船させた

航海実習のうち 64 日は水産研究所の資源・海洋調査及び漁場

環境調査等を実施し、人材育成及び研究開発の双方の業務を

 

 

 

 

 

 

（６） 

 

 

 

・令和６年度からは「（第 3

期）やまぐち型養殖業推

進事業」として山口県との

水産共同研究事業を実

施することで、地域にお

ける研究連携創出として

の成果をあげ、成果報告

書を作成し成果の公表に

も努めた。また、山口連携

室主催の勉強会（２件）の

実施及び地域からの依頼

に対応することで、さらな

る研究ニーズの発掘に努

めた。 

 

水産大学校において、水

産機構の研究開発職員

による最新の研究開発情

報等の講義を継続的に実

施し、日本の水産の現状

と今後の展開等について

学生の認識を深めさせる

など、教育の高度化に努

めたほか、水産機構の各

研究所を対象とするイン

ターンシップについて、

令和６年度は対面により８

件を実施することにより、

学生の資質向上に多大

に貢献するなど、顕著な

成果が創出された。 
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（７）PDCA サイクルの徹

底 

 

水産機構の業務に

ついては、適切かつ厳

正な評価を行い、それ

に基づき不断の業務改

善を行う。評価に当たっ

ては、外部専門家や有

識者の活用などにより

適切な体制を構築す

る。また、評価結果をそ

の後の業務推進にフィ

ードバックするなど、

PDCA サイクルを徹底

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）PDCA サイクルの徹

底 

 

水産機構の業務に

ついては、適切かつ厳

正な自己評価を行う。

自己評価に当たって

は、外部専門家や有識

者を活用する体制の下

で、適切に実施する。 

 

 

 

 

自己評価結果及び

農林水産大臣評価結

果並びに外部専門家

等からの意見をその後

の業務改善に活用する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）PDCA サイクルの徹

底 

 

水産機構の業務に

ついては、自己評価の

決定に当たって、外部

専門家や有識者の意 

見を自己評価に活用

し、適切で厳正な評価

が行えるような体制を構

築し実施する。 

 

 

 

また、PDCA サイクル

を効果的に機能させ、

自己評価結果や農林

水産大臣の評価結果を

業務の進行管理及び

実施することで、学生に研究部門が実施する本格的な水産資

源・海洋調査を実体験させるとともに、得られたデータを水産庁

からの委託業務である資源評価等に活用し研究開発業務の高

度化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）PDCA サイクルの徹底 

 

 

・令和５年度について自己評価を実施するにあたり、外部有識者

のみで構成される機関評価委員会において自己評価の妥当性

が審議され、その結果に基づき自己評価を決定した。 

・第５期中長期目標期間の機関評価体制において、機関評価委

員会を引き続き開催し、適切で厳正な評価体制を構築し、自己

評価を担保している。 

・令和５年度機関評価委員会で出された意見・指摘については、

フォローアップ事項として令和６年度の取組状況等を点検した。

また、点検結果を業務運営評価会議等で改めて確認し、引き続

き業務運営の改善、効率化等を進める。 

 

・令和５年度実績に係る農林水産大臣評価における指摘につい

ても、フォローアップ事項については、今後も効率的に PDCA サ

イクルを効果的に機能させ、業務の進行管理及び改善に活用さ

せる。 

・水産機構の PDCA 改善例として、地域の課題や水産機構との

学生を乗船させた航海実

習において、水産研究所

の資源・海洋調査等を実

施し、人材育成及び研究

開発の双方の業務を実施

することで、学生に本格

的な水産資源・海洋調査

を実体験させるとともに、

得られたデータを水産庁

からの委託業務である資

源評価等に活用し、双方

向の取り組みにより、研究

開発業務の高度化に多

大に寄与するとともに、研

究開発業務と人材育成業

務の相乗効果により顕著

な成果をあげた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

（７） 

 

 

・業務の自己評価にあた

り、適切で厳正な評価が

行える体制を構築して自

己評価を行い、外部有識

者に自己評価の妥当性

について審議を受け、

PDCA サイクルを効果的

に機能させ、業務の進行

管理及び改善につなげる

など、年度計画に示した

業務を着実に実施した。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 



R６年度－80 
 

 

 

 

 

 

 

（８）その他の行政対

応、社会貢献 

 

遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による

生物の多様性の確保に

関する法律（平成 15 年

法律第 97 号）第 32 条

の規定に基づき、同条

第２項の農林水産大臣

の指示に従い、立入り、

質問、検査及び収去を

実施する。 

 

また、各種委員会等

への職員の派遣、検討

会等への参画等のほ

か、国の施策に対して

も積極的な対応を行うと

ともに、新たな課題や

災害等への緊急事態

に対しても、迅速に対

応する。 

 

 

 

 

 

さらに、気候変動、水

産物の安全、輸出促進

への対応など、それ以

外の国の施策に対して

も積極的な対応を行う。 

 

 

 

など、PDCA サイクルを

徹底する。 

 

 

 

 

（８）その他の行政対

応、社会貢献 

 

遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による

生物の多様性の確保に

関する法律（平成 15 年

法律第 97 号）第 32 条

の規定に基づき、同条

第２項の農林水産大臣

の指示に従い、立入り、

質問、検査及び収去を

実施する。 

 

また、各種委員会等

への職員の派遣、検討

会等への参画等のほ

か、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動、水産物の

安全、輸出促進への対

応等の国の施策に対し

ても積極的な対応を行

うとともに、 

 

 

 

改善に活用する。 

 

 

 

 

 

（８）その他の行政対

応、社会貢献 

 

遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による

生物の多様性の確保に

関する法律（平成 15 年

法律第 97 号）第 32 条

の規定に基づき、同条

第２項の農林水産大臣

の指示に従い、立入り、

質問、検査及び収去を

実施する。 

 

また、各種委員会等

への職員の派遣、検討

会等への参画等のほ

か、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動、水産物の

安全、輸出促進への対

応、機関リポジトリの管

理・運用と拡充等の国

の施策にも積極的な対

応を行うとともに、 

 

 

連携などに関する相談窓口として令和６年度に地域研究連携監

を新設し、都道府県との連携推進を強化や、研究課題推進会議

における外部アドバイザーの意見を各研究課題の令和６年度の

計画検討に活用した。 

 

 

（８）その他の行政対応、社会貢献 

 

 
・令和６年度は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性の確保に関する法律に基づく農林水産大臣からの

立ち入り検査等の指示はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・科学技術・学術審議会、日本学術会議など、国等が主催する各

種審議会をはじめとして、水産機構職員の高度な専門的知識が

要求される各種委員会等の委員就任、水産庁主催の資源管理

方針に関する検討会等への出席依頼に対応し、広域漁業調整

委員会、水産政策審議会資源管理分科会・TAC 意見交換会・資

源管理協議会等へ、のべ 81 機関、のべ 131 人の役職員を派遣

した。 

・漁業改革推進集中プロジェクト中央協議会及び漁業復興プロ

ジェクト中央協議会委員、全国さんま棒受網地域漁業プロジェク

トの地域協議会、漁網防汚剤安全評価委員会、下関市環境審議

会委員、千葉県水産振興審議会、山形県農林水産技術会議、

地方公共団体が主催する栽培漁業推進会議等に委員を派遣

し、地域の水産業の振興に寄与した。 

 

・気候変動予測先端研究プログラム領域「日本域における気候変

動予測の高度化」研究運営委員会に委員を派遣し、気候変動問

題対策の提言に寄与した。 

・環境省委託業務（日本 NUS）「令和６年度気候変動影響評価等

に関する調査・検討等業務」における「気候変動の影響に関する

ワーキンググループ（WG)」に関する委員を３名派遣し、気候変

動問題対策の提言を行い貢献した。 

・環境省「令和６年度重要生態系監視地域モニタリング推進事業

 

 

 

 

 

 

（８） 

 

 

・各種委員会等（のべ 81

機関）への派遣や参画

（のべ131人）により、国の

施策に、組織として積極

的な対応を行った。 

・令和６年 1 月に発生した

能登半島地震対応とし

て、令和６年５月に能登半

島周辺ズワイガニ漁場海

底状況調査、６月には石

川県沖の定点の着底トロ

ール曳網の実施、種苗生

産に必要な餌料生物の

提供など、石川県や水産

庁と連携することで緊急

対応を行い、農林水産大

臣から感謝状の贈呈が決

定した。 

機関リポジトリについて

は、令和５～６年にかけて

のべ5,016件を登録し、国

の施策に積極的な対応を

行った。 

 

行政、施策に関係する多

くの委員会に委員を派遣

するとともに、国の施策へ

の積極的な対応に加え、

能登半島地震における緊

急事態に接し、引き続き

行政からの要請について

も継続的に取り組んでお

り、行政、社会からの期待



 
 

R６年度－81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（アマモ場・藻場調査、磯・干潟調査）」の調査及び会議に参画

し、水産業を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価に貢

献した。 

 

水産用医薬品調査会に委員及び専門家を派遣し、水産用医薬

品の承認についての審議など、水産物の安定生産、防疫上の安

全に寄与した。 

・魚病対策促進協議会に委員を派遣し、防疫対策方針及び承認

規程についての審議など、水産物の安定生産、防疫上の安全に

寄与した。 

・農林水産省の農業資材審議会飼料分科会における遺伝子組

換え飼料部会、飼料安全部会家畜・養魚用飼料小委員会に委

員を 1 名派遣し、飼料原料と飼料添加物の審議に参画し、水産

物の安全・安心の確保に寄与した。 

・消費者庁の食品衛生分科会、新開発食品調査部会、遺伝子組

換え食品等調査会に委員 1 名を派遣し、ゲノム編集魚等につい

て食品衛生上の審議に参画し、水産物の安全・安心の確保に寄

与した。 

・ムーンショット型農林水産研究開発事業の一環で、令和７年２月

に葛西臨海水族園（MOU による協力）にて、昆虫飼料で育成し

たマダイの試食会を２日間実施し 700 人のアンケート調査を達成

し、国民理解の醸成に寄与し、水産物の安定供給に貢献した。 

・農林水産省の農林水産祭中央審査委員会水産分科会に参画

し、現地調査を行うなど、水産業・水産加工業の発展と水産物の

高付加価値化に寄与し、輸出促進に貢献した。 

・水産物の鮮度指標 K 値測定法の国際規格（ISO 規格）に向け

て、水産機構が中核機関となり、農水省と連携して国内委員会を

立ち上げ、ISO/TC34（食品）総会（さいたま市）において、ISO 規

格の作成を歓迎する旨、総会決議に記載された。現在規格化に

向け海外研究者と協議中である中、令和６年度は、第１回

ISO/TC34/SC6 水産物鮮度企画国内対策委員会を令和６年 10

月に開催するとともに、国際 Webinar（10 月 28 日 アジア地域、

11 月５日欧米）を開催し、普及に向け国内及び国際社会での理

解の醸成に寄与し、輸出促進に貢献した。 

・水産庁事業である漁業構造改革総合対策事業中央協議会に

参画し、漁業経営体の収益性重視の操業・生産体制への転換の

推進に寄与した。 

・水産庁主催の養殖生産ガイドラインについて検討する養殖魚

需給検討会に出席し、養殖魚の需給バランスの安定に寄与し

た。 

・水産庁事業であるマーケット・イン型養殖業・生産管理評価委員

に組織的に応えることで

顕著な成果を挙げた。 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

特になし 



R６年度－82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな課題や災害等

への緊急事態に対して

も、迅速に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな課題や災害等

への緊急事態について

も、迅速に対応する。 

 

会に参加し、評価を通じて当該養殖業・生産管理の推進に寄与

した。 

・水産庁事業である養殖業体質強化緊急総合対策、及び養殖業

シナジービジネス創出事業・もうかる養殖等の委員会に委員とし

て参画し、評価を通じて養殖業の体質強化やシナジー効果の向

上に寄与した。 

・水産庁が主催するブリ養殖業成長産業化推進協議会に委員を

派遣し、ブリ人工種苗の生産と利用の拡大に寄与した。 

・第６期科学技術・イノベーション基本計画の政府方針に沿って、

研究成果を電子的に収集・蓄積・保存し、ウェブサイトからオープ

ンアクセスにより公開・共有するシステム（リポジトリ）を設置する必

要性から、令和５年４月に開設した水産研究・教育機構機関リポ

ジトリのウェブサイトに学術論文を中心に研究成果のリポジトリ登

録作業を行った。令和６年度は、研究成果 5,030 件（学術雑誌を

222 件、会議発表を 14 件、水産機構出版物 2,170 件、旧水産研

究所成果物 2,624 件）をウェブサイトに公開した（令和５年度は学

術雑誌を 95 件、会議発表を５件、図書７件、水産機構出版物 32

件）。令和７年度から政府方針で開始される科研費等の公的研究

費により得られた学術論文の機関リポジトリ等を用いた即時公開

に向けて、公開された学術論文を迅速に把握するために各機関

との連携を強化した。 

 

 

(能登半島地震対応) 

・能登半島地震対応として、水産機構漁業調査船北光丸による

人工魚礁の調査やドローンによる漁港調査等に加えて、石川県

からの依頼により放流用シロサケの魚病検査の受入、水産庁へ

の魚群探知機とマニュアルの貸出等を実施した。 

・令和６年４月～６月に餌料用生物微細藻類キートセロスを毎週５

L、ワムシを計 6 回石川県へ提供した。 

・令和６年５月より能登水産関係港復興協議会（石川県主催計３

回）、及び能登半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会（水産

庁主催計２回）に参画した。 

・令和６年５月天鷹丸による能登半島周辺ズワイガニ漁場海底状

況調査を実施した。 

・令和６年６月水産資源研究所（但州丸）による日本海ズワイガニ

等底魚資源調査（第４レグ）において、石川県沖の定点の着底ト

ロール曳網を実施した。 

・能登半島地震に際し農林水産業施設等の応急復旧等に協力し

た団体として、農林水産大臣感謝状が令和７年３月 14 日付けで

贈られた。 

 



 
 

R６年度－83 
 

 

４．その他参考情報 

研究開発マネジメントセグメントにおいては、決算額が予算額を 18.9％程度上回っている。これは、経営企画部及び研究戦略部の本セグメント該当部署における職員及び契約職員の増加等が主な要因となってい

る。 

なお、これらの要因は、研究開発マネジメントセグメントにおける所期の業務目標の達成に影響を及ぼしておらず、他のセグメントや機構全体にも特段の影響は及ぼしていない。 
 

 

  

 



R６年度－84 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 4 

   第 4-1  

業務運営の効率化に関する事項 

  業務運営の効率化と経費の削減 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(定)定量的指標、(他)その他の指標） 

 評価対象となる指標 達成目標 

基準値等 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な情報  

 
一般管理費の抑制達成度
(定) 

本中長期期間中、令和２年度予算額を基
準として、毎年度平均で少なくとも対前年
度比 3％の抑制 

千円 
779,539 

千円 
(756,152) 
756,152 

千円 
(733,468) 

733,468 

千円 
(711,464) 
711,463 

千円 
(690,120) 
690,120 

千円 
() 
 

上段：目標額(毎年度平均抑制率 3％) 

下段：当該年度予算額 

対前年度抑制率：3％ 

 業務経費の抑制達成度(定) 
本中長期期間中、令和２年度予算額を基
準として、毎年度平均で少なくとも対前年
度比 1％の抑制 

千円 
6,102,655 

千円 
(6,041,628) 
6,041,628 

千円 
(5,981,212) 

5,981,212 

千円 
(5,921,400) 
5,921,399 

千円 
(5,862,186) 
5,862,185 

千円 
() 
 

上段：目標額(毎年度平均抑制率 1％) 

下段：当該年度予算額 

対前年度抑制率：1％ 

 
施設・機械の外部利用件数
(他) 

 

Ｒ２年度実績 

施設 74 件 

機械  ５件 

 

施設 93 件 

機械  ６件 

 
施設 120件 
機械  13件 

 

施設 100件 

機械  16件 

 

施設 132 件 

機械  14 件 

  

 
複数の調査を同一の航海
で実施する等機構船を効率
的に運航した件数(他) 

 
Ｒ２年度実績 

54 件 
 

55 件 
 

46 件 
 

51 件 
 

42 件 
  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣に 

よる評価 業務実績 自己評価 

 

 

１ 業務運営の効率化と

経費の削減 

 

 

 

 

 

１．業務運営の効率化と

経費の削減 

 

 

 

 

 

１．業務運営の効率化

と経費の削減 

 

 

 

 

 

【評価の視点】 

✓中長期目標（年度

計画）に掲げた経費

の削減に取り組んで

いるか 

 

＜主要な業務実績＞ 

１．業務運営の効率化と経費の削減 
 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：B 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成したことから

B評定とした。 

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課



 
 

R６年度－85 
 

 

 

 

 

 

（１）一般管理費等の削

減 

 

運営費交付金を充当

して行う事業について

は、業務の見直し及び

効率化を進め、中長期

目標期間中、令和２年度

予算額を基準として、一

般管理費については、

毎年度平均で少なくとも

対前年度比３％の抑制、

業務経費については、

毎年度平均で少なくとも

対前年度比１％の抑制

を行うことを目標とする。 

 

 

 

 

 

（２）調達の合理化 

 

 

独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組

の推進について（平成

27 年５月 25 日総務大臣

決定）等を踏まえ、公正

かつ透明な調達手続に

よる、適切で迅速かつ効

果的な調達を実現する

ため、毎年度策定する調

達等合理化計画の中

 

 

 

 

 

（１）一般管理費等の削

減 

 

運営費交付金を充当し

て 行 う 事業 に つ い て

は、業務の見直し及び

効率化を進め、中長期

目標期間中、令和２年

度予算額を基準として、

一般管理費について

は、毎年度平均で少な

くとも対前年度比３％の

抑制、業務経費につい

ては、毎年度平均で少

なくとも対前年度比１％

の抑制を行う。 

 

 

 

 

 

（２）調達の合理化 

 

 

独立行政法人におけ

る調達等合理化の取組

の推進について（平成

27年５月25日総務大臣

決定）等を踏まえ、公正

かつ透明な調達手続き

による、適切で迅速か

つ効果的な調達を実現

する観点から、毎年度

策定する調達等合理化

 

 

 

 

 

（１）一般管理費等の

削減 

 

「運営費交付金を

充当して行う事業に

ついては、業務の見

直し及び効率化を進

め、中長期目標期間

中、令和２年度予算

額を基準として、一般

管理費については、

毎年度平均で少なく

とも対前年度比３％の

抑制、業務経費につ

いては、毎年度平均

で少なくとも対前年度

比１％の抑制を行う。」

に基づき、引き続き業

務の見直し及び効率

化を進める。 

 

（２）調達の合理化 

 

 

「調達等合理化計

画」の策定に当たって

は、前年度の評価結

果を反映させるととも

に、契約監視委員会

による点検を実施し、

審議結果を 公表す

る。さらに、競争入札

等推進委員会におい

て事前審査及び事後

✓調達等合理化計画

を策定し、着実に実

施しているか 

 

✓各研究所、水産大

学校の管理部門及び

本部の役割分担を明

確にした上で組織体

制を整備しているか 

 

✓法人内における適

切な情報システムの

整備が実施されてい

るか 

 

✓漁業調査船及び漁

業練習船の効率的な

運航体制を構築して

いるか 

 

✓施設・設備等を計

画的に更新・整備し、

効率的な運用を図っ

ているか 

 

（定量的指標） 

✓一般管理費の抑制

達成度（本中長期期

間中、令和２年度予

算額を基準として毎

年度平均で少なくとも

対前年度比３％の抑

制を目標とする。） 

 

✓業務経費の抑制比

達成度（本中長期期

間中、令和２年度予

算額を基準として毎

年度平均で少なくとも

 

 

 

 

 

（1）一般管理費等の削減 
 

 

 

・令和６年度予算のうち、運営費交付金を充当して行う事業につい

ては、令和２年度予算額を基準として一般管理費においては、毎

年度平均で対前年度比３％の抑制、業務経費については毎年度

平均で対前年度比１％の抑制を行った場合の目標額を踏まえた予

算を作成し、これを基に、効率的かつ重点的な資金配分を行うとと

もに、業務運営の効率化を図ることにより、抑制目標を確実に達成

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調達の合理化 

 

 

・令和６年度調達等合理化計画の策定に当たっては、令和５年度

の評価結果を反映させるとともに、外部委員４名と監事によって構

成する契約監視員会による点検を受け、審議結果を水産機構ウェ

ブサイトで公表した。 

 

・調達等合理化計画を着実に実施するため、競争入札等推進委員

会において、少額随意契約以外の調達案件（460 件）について事

前審査・事後点検を行うとともに、契約監視委員会を年３回開催し、

委員により抽出された調達案件（24 件）について事後点検を受け

た。 

 

評定の根拠は以下のと

おり。  

 

評価の視点に つい て 

（１） 
 

 

 

・一般管理費及び業務

経費については、どちら

も抑制目標を達成した予

算に基づき、執行を行う

ことで経費の削減や事

務の効率化を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

・調達等合理化計画を策

定し、着実に実施した。 

 

＜課題と対応＞  

特になし 

 

 

 

 

 

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を

記載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－86 
 

で、定量的な目標及び

具体的な指標を設定し、

着実に実施する。 

特に短期間での納入

が必要な研究開発用品

については、公正性を

確保しつつ、迅速な調

達方法の一層の推進を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の中で、重点分野

の調達の改善、調達に

関するガバナンスの徹

底等の事項を定め、定

量的な目標及び具体的

な指標を設定し、これら

の取組を着実に実施す

る。特に短期間での納

入が必要な研究開発用

品について、調達に要

する時間の短縮が可能

となるよう、公正性を確

保しつつ、迅速かつ効

率的な調達方法の検

討、導入を進める。契約

情報については、適切

な公表を行い、契約業

務の透明性を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検を行い調達等合

理化計画の着実な実

施を推進する。 

特に短期間での納

入が必要な研究開発

用品について、調達

に要する時間の短縮

が可能となるよう、単

価契約を推進する。ま

た、一括調達等の調

達事務の効率化に向

け引き続き検討する。

契約情報については

適切な公表を行い、

契約業務の透明性を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対前年度比１％の抑

制を目標とする。） 

 

✓調達等合理化計画

の数値目標の達成度

（各年度目標値の達

成） 

 

（その他の指標） 

✓施設・機械の外部

利用件数 

 

✓複数の調査を同一

の航海で実施する等

機構船を効率的に運

航した件数 

 

・特に短期間での納入が必要な試薬、飼餌料等の研究開発用品

の調達について単価契約を締結し、調達に要する時間の大幅な

短縮や契約事務の効率化を図った。また、研究開発用品以外にお

いても単価契約が可能な案件について、単価契約を実施するよう

努めた（221 件）。 

 

・締結した契約に関する情報は、水産機構ウェブサイトで公表し透

明性を確保した。 

 

・調達等合理化計画の取組状況は、以下のとおりである。 

Ⅰ．令和６年度の調達の状況 

 ・契約件数は 460 件、契約金額は 70.5 億円。このうち、競争性の

ある契約は 417 件（90.7%）、66.4 億円（94.2%）、競争性のない随

意契約は 43 件（9.3%）、4.1 億円（5.8%）となっている。令和５年度

と比較して、競争性のある契約は、数・金額ともに減少（19 件、

83.4 億円）しており、件数の減少は、主に燃油類の調達の減少

によるもので、金額の大幅な減少は、令和５年度に調達した漁業

調査船の代船建造にかかる調達経費(約 96 億円)が減少したこと

によるものである。  

   また、競争性のない随意契約は、金額のみ減少（2.2 億円）

しており、主に緊急の必要により随意契約を締結した高圧電

気の調達が減少したためである。 

 ・一者応札・応募は 149 件（35.7％）、34.4 億円（51.8％）。一者応

札・応募の状況は、令和５年度と比較して、件数・金額ともに減少

（７件・92.8 億円）しているが、件数の減少は、主に燃油類の調達

の減少によるもので、金額の大幅な減少は、令和５年度に調達し

た漁業調査船の代船建造にかかる調達経費(約 95.4 億円)が減

少したためである。  

Ⅱ．重点的に取り組む分野 

ⅰ）一者応札の低減に向けた取組 

① 入札案件について事業者が計画的に入札等への参加準

備が行えるよう、各入札案件の発注予定情報を提供時期は

入札案件毎にできる限り前倒しするとともに、月１回の定期

更新を実施するとともに、臨時更新も実施した。発注予定情

報の水産機構ウェブサイトでの公表件数は 343 件であっ

た。 

②発注時期の早期化、入札等公告期間の延長、仕様書におけ

る業務内容の明確化など、事業者が入札等に参加しやすい

環境整備の取組を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③入札説明書等受領者に対してアンケート調査を実施し、一者

応札・応募となった案件については、アンケート調査への協力

が得られるよう積極的に働きかけを行った。この結果アンケー

ト回収率は、53.4％であった。また、入札説明書等受領者で入

札不参加であった事業者に対し、契約担当者が電話等による

ヒヤリングを実施し、入札不参加の各案件の一者応札・応募の

原因を確実に把握し、その原因に対応した具体的な取組を行

うよう努めた。 

ⅱ）調達金額の節減と業務の合理化・効率化に向けた取組 

①各研究所等で共通して調達する価格情報誌、海洋観測調査

機器、汎用ソフトウェアライセンス、電力、ノートパソコンを引き

続き一括調達した。また、令和６年度から新たにレンタカーを

追加して、さらに効率化を進めた 。（節減額 107,128 千円） 

②他法人との共同調達について、継続案件であるコピー用紙

を２件（水産機構と国立研究開発法人海洋研究開発機構

の２法人、当機構と国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構(農研機構)の２法人）、重油を１件（水産

機構と国立研究開発法人森林研究・整備機構、農研機構

の３法人）、灯油１件（水産機構と農研機構の２法人）合

計４件を事務負担の平準化に配慮して実施した。また、国立

研究開発法人海洋研究開発機構とのコピー用紙の共同調達

へ、令和６年度から新たに独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所が参加し、さらに効率化を進めた。 

③横浜庁舎等の施設管理・運営業務など、単年度契約ではなく

複数年契約を締結することにより、業務の合理化・効率化及び

経費の節減が図られると考えられる案件合計 16 件の複数年

契約を推進した（節減額 10,038 千円）。 

④物品の調達等において、DNA抽出キットなど、新規案件12 件

を含め、合計 221 件の単価契約を実施し、調達事務の簡素化

と調達に要する時間の短縮を図った。 

ⅲ）人材の育成・調達等合理化の取組の推進に係る情報の共有 

①調達合理化の取組を推進していく上で、人材の育成が極めて

重要であることを踏まえ、各研究所等の契約事務担当者を対

象に旅費の削減及び業務効率化のため、ウェブ会議のチャッ

ト機能を活用して契約事務研修を行った（16 名参加）。また、

今年度は契約事務研修のほか、工事関連資格を有する職

員から積算実務の技術的な講義の場を設けた工事費積算

事務担当者研修を実務担当者向けに対面で実施した(24

名参加)。さらに、外部研修等に参加することにより、担当者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）組織・業務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）組織・業務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）組織・業務の効率

化 

の事務能力向上を図った。 

②契約事務担当者会議を旅費の削減及び業務効率化のため、

ウェブ会議形式を活用して開催（82 名参加）し、調達等合理化

の取組推進等について情報共有を図った。また、契約事務の

効率化に資するために実施している研究所等における契約

事務の実地モニタリングにおいて契約監視委員会等について

情報共有を図った。 

Ⅲ．調達に関するガバナンスの徹底 

ⅰ）競争性のない随意契約に関する内部統制の確立 

競争性のない随意契約によらざるを得ない案件のうち新規

締結案件については、内部統制確立のため、研究所等では

なく、本部の競争入札等推進委員会（総括責任者は理事（総

務・財務担当））において、会計規程等との整合性や、より競争

性のある調達手続きの実施の可否の観点から、事前審査を行

った（3 件）。 

ⅱ）不祥事の未然防止のための取組 

①公的研究費の適正執行に向け、受講対象職員向けに「公的

研究費の不正使用とその対応」及び「研究活動における不正

行為とその対応」をテーマとした研究不正防止研修を実施し

た（受講率 100％）。また、役職員向けに作成した「公的研究費

使用ハンドブック」を活用して、研究費使用に関するルールや

手続きの周知徹底を図るとともに、四半期毎に公的研究費使

用ハンドブックの内容をベースとした映像教材を内部向けに

発信し、周知徹底を図った。 

②納品の際、研究・教育部門等の職員が検収した案件につい

て、事務部門の職員による事後確認を実施した（215 件）。 

③契約事務モニタリングを３庁舎において実施した。契約事務

以外に、庁舎外の現場において履行され、検査が行われた案

件について、証拠となる資料等により履行状況を確認したほ

か、契約監視委員会の審議内容、委員の意見等についての

情報共有や、意見交換などを行った。結果については、内部

統制委員会に報告した。 

④調達に係る事務手続プロセスの適正性の検証や契約相手方

も含めた関連書類の整合性の検証に関する内部監査を実施

した（13 庁舎）。 

 

 

（３）組織・業務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－89 
 

 

組織再編を踏まえ、効

率的な業務の実施を図

るため各研究所、水産大

学校の管理部門及び本

部の役割分担を更に明

確化し、組織の合理化に

取り組む。 

 

 

また、国の行政の業務

改革に関する取組方針

（平成 28 年８月２日総務

大臣決定）等を踏まえ、

業務改革や働き方改革

に資する取組として、無

線 LAN の活用、フリーア

ドレス化、ペーパーレス

化等のオフィス改革に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設・設備等の適正

化と効率的運用 

 

組織再編を踏まえ、研

究開発に必要な研究・教

育環境の維持及び向上

を目的として、効率性を

重視した施設・設備等の

計画的な整備を行う。整

 

組織再編を踏まえ、

効率的な業務の実施を

図るため各研究所、水

産大学校の管理部門及

び本部の役割分担を更

に明確化し、組織の合

理化に取り組む。 

 

 

また、国の行政の業

務改革に関する取組方

針（平成28 年８月２日総

務大臣決定）等を踏ま

え、業務改革や働き方

改革に資する取組とし

て、無線 LAN の活用、

フリーアドレス化、ペー

パーレス化等のオフィス

改革に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設・設備等の適正

化と効率的運用 

 

組織再編を踏まえ、

研究開発に必要な研

究・教育環境の維持及

び向上を目的として、効

率性を重視し他機関と

の相互利用も考慮した

 

組 織 再 編 を 踏 ま

え、効率的な業務の

実施を図るため各研

究所等及び水産大学

校の管理部門と本部

の役割分担を更に明

確化し、組織の合理

化に取り組む。 

 

また、「国の行政の

業務改革に関する取

組方針」（平成 28 年 8 

月2日総務大臣決定）

等を踏まえ、業務改

革や働き方改革に資

する取組として、無線

LAN の活用、フリーア

ドレス化、ペーパーレ

ス化等のオフィス改革

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設・設備等の適

正化と効率的運用 

 

施設・設備につい

ては、組織再編を踏

まえ、業務を円滑に

実施するための効率

性を重視し、研究環

境の維持・向上を目

 
・水産機構将来構想検討体制（検討チームの創設を含む）を立ち

上げ、第６期中長期計画策定に向けた検討等を進めたほか、同体

制において、管理部門の入れ子問題解消について検討を進め

た。さらに、当水産機構が、より機能的で研究者の育成推進等に資

する組織となるよう体制の見直しに係る検討を行った。 

・庁舎、船舶それぞれのあり方検討会を開催し、第６期以降の体制

について検討を進めた。 

・オフィス改革に関しては、本部移転に合わせて、無線LANや無線

電話の整備など、オフィスのフリーアドレス化の実施を可能にする

環境を整え、令和６年度から本部事務所の一部をフリーアドレスエ

リアとして利用を開始した。 

・業務用PCとして、引き続きノートタイプのものを積極的に導入し、

追加機器無しで無線LANを利用しやすくした。 

・セキュリティ上、従来の暗号化方式、認証方式よりもより安全な無

線LAN接続のための認証方法について、機構内への普及のため

の検討を継続して行った。 

・水産機構内に無線ＬＡＮの活用を推進するため、「政府機関等の

サイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠した導入ルー

ルを策定し、役職員等向けに分かりやすく「無線ＬＡＮ管理マニュ

アル」として、各拠点において運用を開始した。 

・PDF編集用アプリを活用し、引き続き、これまで紙ベ－スで運用さ

れていた書類を電子化して業務の効率化を進めるとともに、ペー

パーレス化にむけてPDFの活用を広げた。 

 
 
 
 
 
 
（４）施設・設備等の適正化と効率的運用 
 

 

・施設整備については、組織再編を踏まえ、研究開発に必要な研

究・教育環境の維持及び向上を目的としており、令和６年度は、養

殖の生産性向上に必要な人工種苗生産技術の開発、高成長な

ど、優れた性質を有する種苗の開発を推進すべく、令和６年度補

正予算を活用して、「南伊豆庁舎親魚棟外改修その他工事」及び

「五島庁舎親魚棟機械設備改修その他工事」に着手した。 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成した。 

 

・水産機構将来構想検

討体制を立ち上げ、第６

期中長期計画策定に向

けた検討等を進めたほ

か、管理部門の入れ子

問題解消について検討

を進めた。さらに、水産

機構が、より機能的で研

究者の育成推進等に資

する組織となるよう体制

の見直しに係る検討を

行った。 

・オフィス改革に関し、令

和６年度よりフリーアドレ

スを実践した。 

・引き続きノートタイプの

PCを積極的に導入する

とともに、無線LANの利

用を促進した。 

・ペーパーレス化に向け

てPDFの活用幅を広げ

業務の 効率化を 進め

た。 

 

 

（４） 

 

 

・年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成した。 

・施設整備について、令

和６年度においては、補

正予算で認められた「南



R６年度－90 
 

備に当たっては、国公立

研究機関、大学等との相

互利用を含め、効率的

な運用を図る。 

 

 

 

漁業練習船「天鷹丸」

については、人材育成

及び研究開発の双方の

業務に従事する運航体

制を保持し、効率的に運

用する。 

また、資源評価の高度

化や評価対象種の拡大

に対応するために資源

調査を行う漁業調査船

の効率的かつ効果的な

運用を図るとともに、漁

業から得られるデータや

民間用船等による調査

の充実等も踏まえ、水産

機構における調査体制

の検討を進め、必要な代

船建造等漁業調査船の

更新・整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設・設備等の計画的

な集約・更新・整備を行

う。 

 

 

 

 

漁業練習船「天鷹丸」

については、人材育成

及び研究開発の双方の

業務に従事する運航体

制を保持し、効率的に

運用する。 

資源評価の高度化や

評価対象種の拡大に対

応するために資源調査

を行う漁業調査船の効

率的かつ効果的な運用

を図る。漁業から得られ

るデータや民間用船等

による調査の充実等も

踏まえ、調査体制の検

討を進め、必要な代船

建造等漁業調査船の更

新・整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的とした中長期的な

施設整備計画に基づ

き、他機関との相互利

用も考慮しつつ計画

的に適正な集約・更

新・整備に取り組む。 

 

漁業練習船「天鷹

丸」については、最新

の調査研究設備等を

有効に活用し､人材育 

成及び研究開発の

双方の業務に従事す

る運航体制を保持し、

両業務の相乗効果の

発揮を図りながら効率

的に運用する。 

調査計画を実行す

るに当たり、可能な限

り一航海において複

数の調査を行うなど、

漁業調査船の効率的

かつ効果的な運用に

努める。 

官船及び機構船の

あり方検討会の結果

や漁業から得られる

データや民間用船等

による調査の充実等

も踏まえつつ、調査

体制の検討を進め、

蒼鷹丸の代船建造等

漁業調査船の更新・

整備を図る。 

 

・漁業練習船天鷹丸については、人材育成及び研究開発の双方

の業務に従事する運航体制を保持し、効率的に運用した。 

・漁業調査船を有効に活用するために、可能な限り一航海におい

て複数の調査を行う計画を策定するとともに、複数魚種を対象とす

ることが可能な海域、例えばサンマやいわし・さば類が同時に採集

できる北西太平洋での調査は、サンプルや海洋調査からの海況情

報を各魚種担当者間で共有した。 

・官船及び機構船のあり方検討会の結果等を踏まえ、必要な漁業

調査船の更新・整備を図るための船舶建造予算が令和５年度の補

正予算で認められたことから、令和８年度竣工予定として、蒼鷹丸

の代船建造を進めた。 

・俊鷹丸については、令和６年４月に横浜港への定けい港移転が

完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆庁舎親魚棟外改修

その他工事」及び「五島

庁舎機械設備改修その

他工事」に着手した。 

・漁業練習船天鷹丸の

運航体制については人

材育成及び研究開発の

双方の業務に従事する

運航計画を保持し、効率

的に運用した。 

・俊鷹丸の横浜港への

定けい港移転が完了し

た。 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 



 
 

R６年度－91 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 5 
  第 5-1 

財務内容の改善に関する事項 
  収支の均衡 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報  

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

１ 収支の均衡 

 

 

適切な業務運営を行う

ことにより、収支の均衡を

図る。繰越欠損金が発

生した場合には、速やか

に欠損金解消計画を定

め、予算に関する計画を

見直すこと等により、確

実な解消に取り組む。 

 

 

 

 

  

【評価の視点】 

✓適正な財務管理を

行っているか 

 

（その他の指標） 

✓各年度における収

支状況や財務内容 

 

＜主要な業務実績＞  

１  収支の均衡  

 

 

・財務会計システムを利用し予算と支出の適正な執行管理を行

い、毎月会計検査院へ計算証明書類(合計残高試算表等)を提出

した。また、予算の執行状況を取りまとめ各研究所、開発調査セン

ター及び水産大学校へ報告し、適正な予算管理を行った。事業

年度終了後、会計監査人の監査を受けながら、財務諸表を作成

した。 

  

 
・令和６年度の経常収益は 23,699 百万円、経常費用は 23,885 百

万円となり、経常損失は 186 百万円となった。これに臨時利益 13

百万円を加え、臨時損失 14 百万円を差し引き、前中長期目標期

間繰越積立金取崩額 70 百万円を加えた 118 百万円が当期総損

失となった。 

この当期総損失 118 百万円は、主に蒼鷹丸の代船建造に伴い生

じた消費税及び地方消費税額によるものであるが、独立行政法

人通則法第 44 条第２項の規定により積立金を減額して整理する

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成したことからＢ

評定とした。 

 

評定の根拠は以下のと

おり。 

 

評価の視点について 

・財務会計システムを利

用し予算と支出の適正な

管理を行い、収支均衡し

ており、適正な財務管理

が行われている。 

 

＜課題と対応＞  

特になし 

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を

記載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－92 
 

ため、繰越欠損金は生じていない。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
 
 

 

  



 
 

R６年度－93 
 

紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 5 

  第 5-2 

財務内容の改善に関する事項 

  業務の効率化を反映した予算の策定と遵守 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

え
評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報  

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

２ 業務の効率化を反映

した予算の策定と遵守 

 

「第４業務運営の効率

化に関する事項」及び

「第１ 政策体系における

法人の位置付け及び役

割に定める事項」を踏ま

えた中長期目標期間中

の予算を作成し、当該予

算による運営を行う。 

独立行政法人会計基

準の改訂（平成 12 年２

月 16 日独立行政法人

会計基準研究会策定、

平成 27 年１月 27 日改

訂）等により、運営費交

付金の会計処理単位と

して、業務達成基準によ

る収益化が原則とされて

 

１．予算及び収支計画

等 

 

Ⅰ 予算 令和３年度～

令和７年度予算 

・（別紙１－１） 水産機

構全体の予算 

・（別紙１－２） 研究・教

育勘定の予算 

・（別紙１－３） 海洋水

産資源開発勘定の予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．予算及び収支計

画等 

 

Ⅰ 予算 令和６年度

（2024 年度）予算 

・（別紙１－１） 水産機

構全体の予算 

・（別紙１－２） 研究・

教育勘定の予算 

・（別紙１－３） 海洋水

産資源開発勘定の予

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の視点】 

✓予算計画に従った

運営を行っているか 

 

✓収益化単位の業務

ごとに予算及び実績

を管理する体制を構

築したか 

 

（その他の指標） 

✓各年度における予

算の執行状況 

＜主要な業務実績＞ 

１  予算及び収支計画等 

 

 

・セグメントごとの予算を年度計画で策定し、水産機構ウェブサイト

において開示した。 

・セグメント内で、収益化単位ごとに、予算と実績を管理した。 

・運営費交付金の当期交付額は 17,738 百万円、当期に使用した

運営費交付金は 17,311 百万円、当期使用額と当期交付額との比

は 97.6％となった。 

・短期借入を行わないことを前提とし、支出に支障を来すことが無 

いよう収入、支出の管理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成したことからＢ

評定とした。 

 

評定の根拠は以下のと

おり。 

 

評価の視点について 

・セグメントごとに予算を

作成し、計画に従った運

営を行った。 

・セグメント内で、収益化

単位ごとに予算と実績を

管理する体制を構築し、

運営費交付金の適切な

管理を行った。 

 

評定     

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を

記載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－94 
 

いることを踏まえ、引き続

き収益化単位の業務ごと

に予算と実績を管理する

体制を維持する。 

一定の事業等のまとま

りごとにセグメントを設定

し、研究分野別セグメン

ト情報などの開示に努め

る。 

また、開発調査センタ

ーが担う社会実装・企業

化分野の推進において

は、勘定区分経理の適

切な運用の下、資源調

査・評価等に資する知見

の取得にも積極的に取り

組みつつ、海洋水産資

源開発勘定の収支均衡

の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予算及び決算の概要は次表のとおり。 

【収入】                           単位：百万円 

区分 予算額 決算額 差額 備考 

運営費交付

金 

17,738 17,738 0  

政府補助金

等収入 

430 344 ▲86  

施設整備費

補助金 

512 4 ▲508  

船舶建造費

補助金 

－ 4,765 4,765  

受託収入 

 

3,695 3,756 61  

諸収入 

 

2,005 1,985 ▲19  

前年度から

の繰越 

319 2,832 2,513  

計 

 

24,699 31,424 6,725  

 

【支出】                          単位：百万円 

区分 予算額 決算額 差額 備考 

一般管理費 

 

690 854 ▲164  

業務経費 

 

8,087 7,670 417  

政府補助金

等事業費 

430 344 86  

施設整備費 

 

512 4 508  

船舶建造費 

 

－ 4,765 ▲4,765  

受託経費 

 

3,695 3,800 ▲105  

人件費 

 

11,285 11,167 117  

計 

 

24,699 28,604 ▲3,905  

＜課題と対応＞  

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－95 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 運営費交付金の算

定ルール 

 

１ 令和３年度（中長期

目標期間初年度）運営

費交付金は次の算定ル

ールを用いる。 

【研究・教育勘定】 

運営費交付金＝（前年

度一般管理費相当額×

α＋一般管理費特殊要

因）＋（（前年度業務経

費相当額－Ａ）×β＋

業務経費特殊要因）＋

Ａ＋人件費－諸収入±

γ 

【海洋水産資源開発勘

定】 

運営費交付金＝（前年

度一般管理費相当額×

α＋一般管理費特殊要

因）＋（（前年度業務経

費相当額）×β＋業務

経費特殊要因）＋人件

費－諸収入±γ 

α：効率化係数（97％） 

β：効率化係数（99％） 

γ：各年度の業務の状

況に応じて増減する経

費 

Ａ:令和元年度船舶運

航経費実績額 

人件費＝基本給等＋休

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 収支計画 令和６

年度（2024 年度）収支

計画  

・（別紙２－１） 水産機

構全体の収支計画 

・（別紙２－２） 研究・

教育勘定の収支計画 

・（別紙２－３） 海洋水

産資源開発勘定の収

支計画 

 

Ⅲ 資金計画 令和６

年度（2024 年度）資金

計画 

・（別紙３－１） 水産機

構全体の資金計画 

・（別紙３－２） 研究・

教育勘定の資金計画  

・（別紙３－３） 海洋水

産資源開発勘定の資

金計画 

 

Ⅴ 繰越欠損金  

繰越欠損金が発生し

た場合には、速やか

に欠損金解消計画を

定め、予算に関する

計画を見直すこと等

により、確実な解消に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－96 
 

職者・派遣者・再雇用職

員給与＋非常勤職員給

与＋退職手当＋福利厚

生費 

基本給等＝前年度の

（基本給＋諸手当＋超

過勤務手当）＋給与改

定影響額 

福利厚生費＝雇用保険

料＋労災保険料＋児童

手当拠出金＋共済組合

負担金 

 

２ 令和４年度（中長期

目標期間２年目）以降に

ついては次の算定ルー

ルを用いる。 

 

【研究・教育勘定】 

運営費交付金＝（令和

２年度一般管理費相当

額×αx）＋（（令和２年

度業務経費相当額－

Ａ）×βx）＋Ａ＋人件

費－諸収入±γ 

 

【海洋水産資源開発勘

定】 

運営費交付金＝（令和

２年度一般管理費相当

額×αx）＋（令和２年

度業務経費相当額×β

x）＋人件費－諸収入±

γ 

α：効率化係数（97％） 

β：効率化係数（99％） 

γ：各年度の業務の状

況に応じて増減する経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－97 
 

Ｘ：中長期目標期間２年

目は２、以降３、４、５と

する。 

Ａ：船舶運航経費実績

額 

人件費＝基本給等＋休

職者・派遣者・再雇用職

員給与＋非常勤職員給

与＋退職手当＋福利厚

生費 

基本給等＝前年度の

（基本給＋諸手当＋超

過勤務手当）＋給与改

定影響額 

福利厚生費＝雇用保険

料＋労災保険料＋児童

手当拠出金＋共済組合

負担金 

 

Ⅲ 収支計画 

令和３年度～令和７年

度収支計画 

・（別紙２－１） 水産機

構全体の収支計画 

・（別紙２－２） 研究・教

育勘定の収支計画 

・（別紙２－３） 海洋水

産資源開発勘定の収支

計画 

 

Ⅳ 資金計画 

令和３年度～令和７年

度資金計画 

・（別紙３－１） 水産機

構全体の資金計画 

・（別紙３－２） 研究・教

育勘定の資金計画 

・（別紙３－３） 海洋水

産資源開発勘定の資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－98 
 

計画 

 

Ⅴ 繰越欠損金 

繰越欠損金が発生した

場合には、速やかに欠

損金解消計画を定め、

予算に関する計画を見

直すこと等により、確実

な解消に取り組む。 

 

第４ 短期借入金の限

度額 

運営費交付金の受入れ

が遅れた場合等に対応

するため、短期借入金

の限度額を 27 億円とす

る（うち、海洋水産資源

開発勘定については５

億円とする。）。 

 

 

 

第７ 剰余金の使途 

 

目的積立金となる剰余

金が生じた場合は、業

務の充実・前倒しを行う

ことを目的として、業務

の充実・加速及び機器

の更新・購入、設備の

改修等に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 短期借入金の限

度額 

運営費交付金の受

入れが遅れた場合等

に対応するため、短

期借入金の限度額を

27 億円とする（うち、

海洋水産資源開発勘

定については５億円と

する。）。 

 

 

第７ 剰余金の使途 

  

目的積立金となる

剰余金が生じた場合

は、業務の充実・前倒

しを行うことを目的とし

て、業務の充実・加速

及び機器の更新・購

入、設備の改修等に

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

 

・短期借入金の限度額は、27 億円（うち、海洋水産資源開発勘定 

については５億円）とした。なお、実際の短期借入は行っていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 剰余金の使途 

 

・目的積立金となる剰余金は生じなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 



 
 

R６年度－99 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 5 

  第 5-3 

財務内容の改善に関する事項 

自己収入の確保 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(他)その他の指標） 

 評価対象となる指標 達成目標 
基準値等 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必
要な情報  

 
受託研究・競争的資金の件数
と獲得額(他) 

 
Ｒ２年度実績 

248 件 
4,690,145 千円 

 
243 件 

4,995,625 千円 

 
266 件 

4,463,194 千円 

 
259 件 

4,553,188 千円 

 
271 件 

4,551,421 千円 
  

 自己収入額(他)  
Ｒ２年度実績 

1,047,336,159 円 
 

1,234,915,752 円 
 

1,826,242,736 円 
 

2,067,144,036 円 
 

1,825,002,433 円 
  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

３ 自己収入の確保 

 

 

受託研究や民間企業

との共同事業により開発

技術やノウハウを提供す

ることを推進する等によ

る外部資金の獲得、受

益者負担の適正化、特

許実施料の拡大等により

自己収入の確保に努め

る。特に独立行政法人

改革等に関する基本的

 

２．自己収入の確保 

 

 

事業の目的を踏まえ

つつ、研究成果の最大

化の視点で知的財産権

の精査を行い、自己収

入の確保に努める。受

託研究や民間企業との

共同事業による外部資

金の獲得、受益者負担

の適正化、特許実施料

の拡大等により自己収

 

２．自己収入の確保  

 

 

事業の目的を踏ま

えつつ、研究成果の

最大化の視点での知

的財産権の精査、受

託研究や民間企業と

の共同事業による外

部資金の獲得、受益

者負担の適正化、特

許実施料の拡大等に

より自己収入の確保

 

【評価の視点】 

✓自己収入の確保に

向けた取組を着実に

実施しているか 

 

（その他の指標） 

✓受託研究・競争的

資金の件数と獲得額 

 

✓自己収入額 

＜主要な業務実績＞ 

２．自己収入の確保 

 

 

・水産庁の「水産資源調査・評価推進委託事業」や農林水産省の

委託プロジェクト研究など、国の委託事業を受託するとともに、各

種公募による競争的研究費について、都道府県等の他機関との

共同提案を含め積極的に提案・応募し、外部資金の獲得に努め

た。 

・国の委託事業については、31 課題、35 億円を受託し、競争的研

究費は、農林水産省農林水産研究推進事業委託プロジェクト研

究の新規 6 課題、文部科学省科学研究費助成事業の新規 25 課

題を含め、190 課題、9 億円の研究資金を獲得した。 

 

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成したことからＢ

評定とした。 

 

評定の根拠は以下のと

おり。 

 

評価の視点について 

 

・水産機構の目的に合致

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を

記載するなど） 

 

 



R６年度－100 
 

な方針（平成 25 年 12 月

24 日閣議決定）におい

て、「法人の増収意欲を

増加させるため、自己収

入の増加が見込まれる

場合には、運営費交付

金の要求時に、自己収

入の増加見込額を充て

て行う新規業務の経費を

見込んで要求できるもの

とし、これにより、当該経

費に充てる額を運営費

交付金の要求額の算定

に当たり減額しないことと

する。」とされていること

を踏まえ、本中長期目標

に即して、適切に対応す

る。 

入の確保に努めるととも

に、海洋水産資源開発

勘定についても、引き

続き、漁獲物収入の安

定的な確保に努める。 

 

に努めるとともに、海

洋水産資源開発勘定

について、引き続き、

漁獲物収入の安定的

な確保に努める。 

 

・このほか、地方公共団体、公益法人等から、水産機構の目的に

合致する受託費等の外部資金 50 課題を積極的に受け入れた。 

 

・外部資金の合計は、水産庁の「水産資源調査・評価推進委託事

業」をはじめとした各事業の増減により、令和５年度と比較し 2 百

万円減少の 4,551 百万円となった。 

・実験施設等の外部への貸し付けを水産機構の事業に支障のな

い範囲で 4 件行い、13 百万円の収入があった。 

・水産機構の業務に関連し、10 団体から 13 件の寄附を受け、9 百

万円の収入があった。 

・知的財産権の精査及びその活用を推進し、新規 4 件を含む 50

件の実施等契約により 121 万円の収入があった。 

・水産大学校において 415 百万円の授業料収入があった。 

 

・海洋水産資源開発事業による漁獲物の販売に当たっては、調

査を通じて漁獲物の付加価値向上に資する品質の向上や未利

用・低利用魚の有効活用等を図り、漁獲物販売収入の確保に努

め、1,282 百万円の収入があった。 

・なお、令和６年度における水産機構の自己収入額は、1,825 百

万円となり、前年の令和５年度と比較して 242 百万円の減額となっ

ている。これは主に、海洋水産資源開発事業において、調査内容

の変更に伴う漁獲量の減少や魚価が低調に推移したことが大きく

影響している。 

 

する外部資金の積極的な

受入、知的財産権の精査

及び活用による実施、契

約を得る活動の推進な

ど、自己収入の確保に向

けた取組を着実に実施し

た。 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

 

 

  



 
 

R６年度－101 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第 5 

  第 5-4 

財務内容の改善に関する事項 

  保有資産の処分 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報 

 なし         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 

 

４ 保有資産の処分 

 

独立行政法人の保有

資産の不要認定に係る

基本的視点について（平

成26年９月２日付け総管

査第 263 号総務省行政

管理局通知）に基づき、

保有の必要性を不断に

見直し、保有の必要性が

認められないものについ

ては、不要財産として国

庫納付等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．保有資産の処分 

 

独立行政法人の保有

資産の不要認定に係る

基本的視点について

（平成 26 年９月２日付け

総管査第 263 号総務省

行政管理局通知）に基

づき、資産の保有の必

要性を不断に見直し、

保有の必要性が認めら

れ な い も の に つい て

は、不要財産として国

庫納付等を行う。 

 

 

第５ 不要財産又は不

要財産となることが見込

まれる財産がある場合

には、当該財産の処分

 

３．保有資産の処分 

 

独立行政法人の保

有資産の不要認定に

係る基本的視点につ

いて（平成 26 年９月２

日付け総管査第 263 

号総務省行政管理局

通知）に基づき、資産

の保有の必要性を不

断に見直し、保有の

必要性が認められな

いものについては、

不要財産として国庫

納付等を行う。 

 

第５ 不要財産又は不

要財産となることが見

込まれる財産がある

場合には、当該財産

 

【評価の視点】 

✓保有資産につい

て、保有の必要性を

不断に見直している

か 

 

（その他の指標） 

✓不要財産となったも

のは、適切に国庫納

付等をしたか 

＜主要な業務実績＞ 

３．保有資産の処分 
 

・保有資産について、遊休化の有無を調査し、保有の必要性の点

検を行った結果、遊休化が認められる資産はなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある

場合には、当該財産の処分に関する計画 

 

 

＜評定と根拠＞  

評定：B 

 

評定の根拠は以下

のとおり。 

 

評価の視点について 

 

年度計画に示した業

務を着実に実施し、

所期の目標を達成し

たことから B 評定とし

た。 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

評定   

＜評定に至った理由

＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課題

及び改善方策など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を記

載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に関する計画 

 

令和２年度末までに

施設を廃止し、不要とな

っている財産（旧日本海

区水産研究所能登島庁

舎（七尾市）、旧中央水

産研究所横須賀庁舎

（横須賀市）、旧北海道

区水産研究所厚岸庁舎

（厚岸郡厚岸町））につ

いて、令和３年度以降

の国庫納付に向け所要

の手続きを行う。令和３

年度以降に小浜庁舎

（小浜市）を廃止したう

えで国庫納付に向け所

要の手続きを行う。令和

２年度末に廃船し、売却

したしらふじ丸につい

て、売却額を令和３年

度以降に国庫納付す

る。 

小型の漁業調査用船

舶については、費用対

効果を検証の上、不要

と判断されたものにつ

いて廃船し、譲渡した

売却額について国庫納

付に向け所要の手続き

を行う。 

 

 

第６ 第５に規定する財

産以外の重要な財産を

譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その

計画 

 

なし。 

 

の処分に関する計画 

 

既に施設を廃止し、

不要となっている財産

（旧日本海区水産研

究所能登島庁舎（七

尾市）、旧中央水産研

究所横須賀庁舎（横

須賀市）、旧北海道区

水産研究所厚岸庁舎

（厚岸郡厚岸町））に

ついて、引き続き国庫

納付に向け所要の手

続きを行う。また、機

能移転を行った施設

（水産資源研究所清

水庁舎（静岡市））に

ついて、引き続き所要

の手続きを行う。 

 

 

 

 

小型の漁業調査用船

舶については、費用

対効果を検証の上、

不要と判断されたもの

について廃船し、譲

渡した売却額につい

て国庫納付に向け所

要の手続きを行う。 

 

 

第６ 第５に規定する

財産以外の重要な財

産を譲渡し、又は担

保に供しようとすると

きは、その計画 

 

なし。 

 

 

 

・平成 25 年度末に廃止した旧日本海区水産研究所能登島庁舎

の土地建物等について、建物が水産機構所有の土地と借用して

いる県有地に跨がって建っているなど、極めて複雑な状況にある

ため、処分方法について北陸財務局及び石川県と協議を進めて

いたが、能登半島地震、豪雨災害の影響により現在は中断を余

儀なくされている。 

・平成 30 年度末に廃止した旧中央水産研究所横須賀庁舎の土

地建物等について横須賀市と処分方法に係る協議を進めた。 

・令和元年度末に廃止した旧北海道区水産研究所厚岸庁舎の土

地建物等については、現地財務局の指示により、引き続き譲受希

望者を探しているところ。 

・清水庁舎について、本年度４月に、清水港を定けい港としている

俊鷹丸の横浜港移転が完了したことから、閉庁に係る手続きを進

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

・小型の漁業調査用船舶について費用対効果を検証の結果、令

和６年度において下記のとおり全て必要なものとして廃船する船

舶はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、または担

保に供しようとするときは、その計画 

 

 

 

 

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－103 
 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

 

 
 
 



R６年度－104 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  
国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
  第6-1 

その他業務運営に関する重要事項 
  ガバナンスの強化 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業ID：003330 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報  

 なし         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

１ ガバナンスの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内部統制システムの

充実・強化 

 

国立研究開発法人に

課された研究開発成果の

最大化、独立行政法人の

基本的な方針である業務

の効率的な実施、あらゆ

る組織に求められる健全

な組織運営等の要請に

 

１．ガバナンスの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内部統制システム

の充実・強化 

 

適切なガバナンスを

実施するため、「独立

行政法人の業務の適

正を確保するための体

制等の整備」について

（平成26年11月28日付

け総管査第322号総務

 

１．ガバナンスの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内部統制システム

の充実・強化 

 

業務方法書に定めた

事項を適正に実行する

ほか、組織として研究不

正や公的研究費の不正

を事前に防止する取組

及び充実・強化を図っ

た内部統制システムの

 

【評価の視点】 

✓内部統制システ

ムに関する取組は

適切か 

 

✓コンプライアンス

推進に関する取組

は適切か 

＜主要な業務実績＞ 

１．ガバナンスの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）内部統制システムの充実・強化 

 

 

・近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、

開放性、透明性といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる

懸念や研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性が指

摘されており、その対策の1つとして、研究の健全性・公正性（研究

インテグリティ）の自律的な確保が求められていることから、内部統

制委員会研究インテグリティ管理部会にて研究インテグリティの確

保に関する基本方針を制定するとともに、国立研究開発法人協議

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

 

年度計画に示した業務を

着実に実施したことからＢ

評定とした。 

  

評定の根拠は以下のと 

おり。  

  

評価の視点について  

（１） 
 

 

理事長のリーダーシップ

のもと、内部統制システ

ムの充実・強化を図るとと

もに、公正な研究開発業

務の推進を図った。 

 

 

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  

（審議会の意見を

記載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－105 
 

応えるためには、業務全

般にわたる適正性が担保

されるよう、適切なガバナ

ンスを実施していく必要

がある。 

このため、「独立行政法

人の業務の適性を確保

するための体制等の整

備」について（平成26 年

11月28日付け総管査第

322号総務省行政管理局

長通知）に基づき、業務

方法書に定めた事項を適

正に実行するほか、組織

として研究不正を事前に

防止する取組を強化する

とともに、管理責任を明確

化するなど内部統制シス

テムの更なる充実・強化

を図る。その際、理事長

のリーダーシップと十分

な情報共有の下、業務全

般にわたり適切な運営を

推進する。 

研究開発活動等にお

ける研究の不正行為、研

究費の不正使用及び不

適切な行為については、

政府が示したそれぞれの

当該行為に係るガイドライ

ン等を踏まえて整備した

関係規程及びその具体

的な運用により、公正な

研究開発業務の推進を

図る。 

 

 

 

 

省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書

に定めた事項を適正

に実行するほか、組織

として研究不正を事前

に防止する取組を強化

するとともに、管理責任

を明確化するなど内部

統制システムの更なる

充実・強化を図る。 

 

その際、理事長のリ

ーダーシップと十分な

情報共有の下、業務全

般にわたり適切な運営

を推進する。 

 

 

 

 

研究開発活動等に

おける不正行為及び

不適切な行為につい

ては、政府が示したガ

イドライン等を踏まえ

て、公正な研究開発業

務の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用を着実に推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、理事長のリ

ーダーシップと十分な

情報共有の下、業務全

般にわたり、適切な運

営を推進する。 

 

 

 

 

研究開発活動等にお

ける不正行為及び不適

切な行為については、

政府が示したガイドライ

ン等を踏まえて、公正な

研究開発業務の推進を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会コンプライアンス専門部会研究インテグリティ・タスクフォースに

参加して、情報流出事案に対する取組事例等の情報を政府や各

法人と共有することで、研究インテグリティの確保・徹底に努めた。

また、啓発活動として、技術情報流出防止セミナーを12月に開催

した。 

・従前より行っている内部監査対象庁舎における実地モニタリング

に加え、令和３年度から、拠点以上の全ての庁舎を対象としたチェ

ックリスト方式による自己点検も含めた書面モニタリングを実施す

るなど、モニタリング体制の充実・強化を図った。 

 

 

・理事長のリーダーシップのもと、内部統制委員会を開催し、水産

機構における内部統制の基本的な考え方等について審議・検討

を行った。本委員会の議事概要や資料についてはグループウェ

アを用いて水産機構内で情報共有し、適切な業務運営を推進し

た。 

・PMO（ポートフォリオ・マネジメント・オフィス）では、理事長直属の

組織として、機構内の IT 関連業務の適切な運用管理並びにリスク

対応を推進している。 

 

・研究開発活動等における不正行為及び不適切な行為について

は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」を

踏まえ、管理責任を明確化した体制のもと、令和６年度不正防止

実施計画を策定、実行し、公正な研究開発業務の推進を図った。

主な取組は以下のとおり。 

①公的研究費の適正使用の徹底を図るため、公的研究費の運

営・管理に関わる全役職員等を対象に「研究活動における不正行

為とその対応」及び「公的研究費の不正使用とその対応」と題し

て、理解度確認を含めた e ラーニング等を活用した研究不正防止

研修を実施した。 

②定期的に、研究費の不正使用防止を訴える啓発動画視聴の周

知、相談・通報窓口の周知、公的研究費の不正使用防止等に有

用な資料等の周知を行った。 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－106 
 

 

（２）コンプライアンスの推

進 

 

コンプライアンスは、社

会的信頼性の維持・向

上、研究開発業務、人材

育成業務等の円滑な実

施の観点から継続的に確

保されていくことが不可欠

である。また、コンプライ

アンスは組織内で完結す

るものではなく、共同研究

のパートナー、物品購入

等を含む契約の相手先

等、全てのステークホル

ダーとの間でも推進され

るべきものであることに留

意する必要がある。これら

の点を踏まえ、役職員等

全員がその重要性を理解

し、業務のあらゆる場面

で、コンプライアンスの推

進を図る。 

 

 

（２）コンプライアンスの

推進 

 

コンプライアンスは、

共同研究のパートナ

ー、物品購入等を含む

契約の相手先等、全て

のステークホルダーと

の間でも推進されるべ

きものであることに留意

し、役職員等全員にそ

の重要性を理解させて

いくため、業務のあら

ゆる場面で、コンプライ

アンスの推進を継続し

て行う。 

 

 

 

 

 

（２）コンプライアンスの

推進 

 

役職員等全員にコン

プライアンスの重要性を

理解させていくため、業

務のあらゆる 

場面で、コンプライアン

スの推進を継続して行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２））コンプライアンスの推進 

 

 

・全役職員等にコンプライアンスの重要性を理解させていくために

様々な機会を設け、コンプライアンス意識向上のための活動を継

続して行った。特に研究不正及びハラスメントを「共通重要リスク」

と位置づけ、その防止に対して重点的に取組を行った。「共通重

要リスク」への対応を含め、主な取組は以下のとおり。 

①全職員を対象（船舶職員を除く）としたハラスメント防止及び研

究不正防止の研修を、ｅラーニング等で実施。船舶職員に対して

は、船舶毎に船舶職員向けのハラスメント研修を対面又はウェブ

サイトで実施した。 

②ハラスメント等の相談員及び個別相談員を対象に、役割に応じ

た研修をウェブサイトで実施した。 

③監査法人によるコンプライアンス研修を往査時に各庁舎にて実

施した。 

④12月をコンプライアンス推進月間と定め、全役職員等に対し「コ

ンプライアンス推進月間統一ポスター」の掲示、「通報・告発及び

相談窓口」の周知、「コンプライアンスにかかる理事長メッセージ」

を発出、「公的研究費使用ハンドブック」再読の周知等の取組を実

施した。 

⑤水産大学校において、水産大学校代表理事による職員を対象

としたオフィスアワー及び学生を対象としたダイレクトメールを実施

し、コミュニケーションの推進に努めた。 

⑥各部局等において、部局長、拠点長等からの研究不正防止や

ハラスメント防止のメッセージ発出、「通報・告発及び相談窓口」の

周知、各現場の実情にあわせた各種研修・講習など、独自の取組

を実施した。 

⑦関係法令の改正等を踏まえ、随時規程類の制定・改正を行うと

ともに、その都度、グループウェア等を活用して全役職員等に周

知し、コンプライアンスの推進を図った。 

 

・令和６年度から国立研究開発法人協議会コンプライアンス専門

部会の事務局となり、担当者研修の開催やコンプライアンス推進

月間の設定等を通じて参加法人（27法人）のコンプライアンス及び

リスク管理に対する意識向上や情報共有等を図った。 

 

 

 

 

（２） 
 

 

研究不正防止、ハラスメ

ント防止を重点化した上

で、テーマや対象者を変

えて研修や定期的な啓

発活動を実施するなど、

多角的にコンプライアン

ス推進の取組を実施し

た。 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

R６年度－107 
 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
 
 

 
  



R６年度－108 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  
国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
  第6-2 

その他業務運営に関する重要事項 
  人材の確保・育成 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 

2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(定)定量的指標、(他)その他の指標） 

 評価対象となる指標 達成目標 
基準値等 

（前中長期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な情報  

 各種研修等の実施数(定) 4回以上 
Ｒ２年度実績 

３回 
 

6 回 
 

9 回 
 

8 回 
 

  ８回 
  

 職員の採用数（うち女性割合）(他)  
Ｒ２年度実績 

71名(27名) 
48名 

(   12名) 
60名 

(   20名) 
48名 

（   10名) 

68名 
（   25名

名) 
  

 人事交流数(他)  
Ｒ２年度実績 

 31名 
 

2７名 
 

29名 
 

20名 
 

20名 
  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

２ 人材の確保・育成 

 

（１）人事に関する計画 

 

 

ア 人事計画等 

 

中長期目標期間中の

人事に関する計画を定

め、業務に支障を来す

ことなく、その実現を図

る。 

その際には、職種に

 

２．人材の確保・育成 

 

（１）人事に関する計画 

 

 

ア 人事計画等 

 

中長期目標期間中の

人事に関する計画を定

め、業務に支障を来す

ことなく、その実現を図

る。 

その際には、職種に

 

２．人材の確保・育成 

 

（１）人事に関する計

画 

  

ア 人事計画等 

 

中長期目標期間中

の人事に関する計画

を定め、業務に支障

を来すことなく、その

実現を図る。 

その際には、職種

 

【評価の視点】 

✓人材の確保、配置

及び育成を適切に実

施しているか 

 

✓新たな組織として

の適切な人事評価シ

ステムの構築を図っ

ているか 

 

✓男女共同参画の推

進を図っているか 

 

＜主要な業務実績＞ 

２．人材の確保・育成 

 

（１）人事に関する計画 
 

 

ア 人事計画等 
 

・中長期目標期間中の人事計画に基づき、期初の常勤職員数を

超えない範囲内において、業務に支障を来すことのないよう68名

の新規職員を採用した。 

・職員の能力及び適性を勘案しつつ適材適所の人員配置に努め

た。 

・採用形態にあっては、試験採用、経験者採用、選考採用、任期

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 
年度計画に示した業務を着
実に実施し、所期の目標を
達成したことからＢ評定とし
た。 
なお、評定の根拠は、以下
のとおり。 
 
評価の視点について 
･効率的・効果的な業務運
営を図るための人材の確保
及びその配置を適切に行う
とともに組織の活性化のた
め、民間企業、他の研究機

評定   

＜評定に至っ

た理由＞  

  

＜今後の課題

＞  

（実績に対する

課題及び改善

方策など）   

 

＜その他事項

＞  

（審議会の意見

を 記 載 す る な
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とらわれず適材適所の

人員配置を行うととも

に、公募方式等の多様

な採用形態の活用を図

る。イノベーションの創

造や社会連携の推進、

研究成果の社会実装の

促進及び水産業の成長

産業化を支える多様な

人材の育成や確保のた

め、民間企業、他の研

究機関、他の大学等と

の人材交流を行う。 

 

 

 

 

 

イ 人材の確保 

 

研究開発職員及び教

育職員の採用に当たっ

ては、試験採用及び選

考採用並びに任期付研

究員を組み合わせて、

優秀な人材の発掘に努

め、中長期目標達成に

必要な多様な人材を確

保する。 

 

また、再雇用者の活

用を図る。 

研究・教育業務に最

大の効果を発揮して水

産機構に求められる役

割を果たすために、研

究・教育から社会実装、

ICT 分野等の専門家、

組織運営等各部門にお

とらわれず適材適所の

人員配置を行うととも

に、公募方式等の多様

な採用形態の活用を図

る。イノベーションの創

造や社会連携の推進、 

研究成果の社会実装

の促進及び水産業の成

長産業化を支える多様

な人材の育成や確保の

ため、民間企業、他の

研究機関、他の大学等

との人材交流を行う。 

 

（参考） 

期初の常勤職員数 

1,239 人 

 

イ 人材の確保 

 

研究開発職員及び教

育職員の採用に当たっ

ては、試験採用及び選

考採用並びに任期付研

究員を組み合わせて、

優秀な人材の発掘に努

め、中長期目標達成に

必要な多様な人材を確

保する。 

 

また、再雇用者の活

用を図る。 

研究・教育業務に最

大の効果を発揮して水

産機構に求められる役

割を果たすために、研

究・教育から社会実装、

ICT 分野等の専門家、

組織運営等各部門にお

にとらわれず適材適

所の人員配置を行うと

ともに、公募方式等の

多様な採用形態の活

用を図る。イノベーシ

ョンの創造や社会連

携の推進、研究成果

の社会実装の促進及

び水産業の成長産業

化を支える多様な人

材の育成や確保のた

め、民間企業、他の

研究機関及び他の大

学等との人材交流を

行う。 

 

 

 

イ 人材の確保  

 

研究開発職員及び

教育職員の採用に当

たっては、試験採用

及び選考採用、任期

付研究員を組み合わ

せて、優秀な人材の

発掘に努め、中長期

目標達成に必要な多

様 な 人材 を 確保す

る。 

また、再雇用者の

活用を図る。 

研究・教育業務に

最大の効果を発揮し

て水産機構に求めら

れる役割を果たすた

めに、研究・教育から

社会実装、ICT 分野

等の専門家、組織運

（主な定量的指標） 

✓各種研修等の実施

数（４回以上（基本研

修４回）） 

 

（その他の指標） 

✓職員の採用数（うち

女性割合） 

 

✓人事交流数 

付研究員制度を活用した採用など、多様な採用を行った。 

・イノベーションの創造や社会連携の推進、研究成果の社会実装

の促進及び水産業の成長産業化を支える多様な人材の育成や

確保のため、民間企業、他の研究機関及び他の大学との人材交

流を継続して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人材の確保 
 

・職員の採用については、公募による試験採用、経験者採用及び

選考採用に加えて、若手研究開発職員の採用に際しては「科学

技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律

第63号）」を踏まえた任期付研究員の採用を行うなど、優秀かつ

多様な人材の確保に努めた。特に経験者採用においては想定以

上の応募があり、結果として即戦力となる優秀な人材を確保する

ことができた。なお、応募者と採用者に占める女性割合について

は、応募時34.2％に対して採用時36.8％であった。職種別の応募

者数及び採用者数は次表のとおりである。 

 

職種 
採用者数 応募者数 

計 うち女性 計 うち女性 

研究開発職員 16 5 77 22 

一般職員 18 8 133 56 

技術職員 5 3 25 6 

船舶職員(一) 6 1 12 3 

船舶職員(二) 8 2 10 2 

教育職員 4 0 17 0 

看護職員 0 0 0 0 

関及び他の大学との人材交
流を継続して行った。人材
確保においては、職員採用
面接試験について、受験者
の利便性を踏まえたオンラ
インでの実施とし、応募者
の確保に努めた。また、水
産機構主催の職員研修を
主に対面により９回実施し、
積極的な人材育成に努め
た。 
・研究開発職員の人事評価
システムの改善等について
引き続き検討を行うとともに
教育職員にあっては、令和
元年度に改正した評価基準
に基づき、新たな教育内容
の高度化、研究開発部門と
の相乗効果の発揮にかかる
取組に対応し、業績評価の
妥当性と透明性の確保に努
めた。 

・男女共同参画を適切に推

進するため、職員採用にあ

っては、応募者と採用者に

占める女性割合に乖離が

生じないよう努めた。 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ど） 
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ける多様な人材が必要

であり、これら人材の確

保と育成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 効果的な人材育成

の実施 

 

研究開発職や教育職

のみならず、技術職や

事務職を含め、社会連

携、知的財産戦略推進

及びスマート水産業推

進など多様化する業務

ける多様な人材が必要

であり、これら人材の確

保と育成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 効果的な人材育成

の実施 

 

研究開発職や教育職

のみならず、技術職や

事務職を含め、社会連

携、知的財産戦略推進

及びスマート水産業推

進など多様化する業務

営等各部門における

多様な人材が必要で

あり、これら人材の確

保と育成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 効果的な人材育

成の実施 

 

研究開発職や教育

職のみならず、技術

職や事務職を含め、

社会連携や知的財産

戦略推進並びにスマ

ート水産業推進など

任期付研究員 7 4 17 8 

特定任期付職員 2 0 2 0 

任期付職員 2 2 5 5 

計 

(女性割合) 
68 

 25 

 (36.8 %) 
298 

 102 

(34.2%) 

 

・テニュアトラック制度を活用し、任期付研究員から３名（うち女性０

名）を研究開発職員に採用した。 

・公立大学法人福井県立大学へ引き続き人材交流として研究開

発職員１名を派遣した。 

・三菱重工業株式会社より引き続き人材交流として法務に精通し

た職員１名を受け入れた。 

・国立研究開発法人国際農林水産業研究センターと研究開発職

員の人事交流を行った。（転入１名、転出１名） 

・高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度により、61名の再雇用

を行った。また、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用し

つつ、次の世代にその知識、技術、経験等を継承していくことが

重要との観点から、令和５年度より定年年齢を段階的に引き上げ

る国家公務員に準じた定年延長制度を実施し、令和６年度にお

いて制度実施後初めて定年延長となった18名を主任研究員また

は専門役等として配置した。 

・「業務効率化推進及び情報システムの管理・運用体制構築に関

する業務の強化」及び「船舶の保守整備に係る計画の立案及び

監督等に関する業務の強化」に必要な人材として、特定任期付職

員２名を採用した。 

・一般職員・技術職員・研究開発職員及び船舶職員の各職種に

おいて、水産機構若手職員との内定者懇談会を実施し、内定者

へのフォローに努めた。 

 

 

ウ 効果的な人材育成の実施 
 

 

・「職員人材育成プログラム」に基づき、水産機構職員のキャリア

パスを計画的に実践することに加えて、組織の活性化を図るた

め、「職員人材育成マニュアル」に基づき、人事交流、外部研修等

への参加及び機構が主催する職員研修を実施した。 

・水産機構が主催する研修として、新規採用者研修、評価者研

修、被評価者研修、受託事業等事務担当者研修、契約事務研
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に対応可能な人材を育

成するため、人材育成

プログラムに基づき、適

切なキャリアパスを構築

し、長期的な視点で人

材育成に取り組む。ま

た、行政部局等との人

的交流を促進し、組織

の活性化を図るととも

に、職員の資質向上に

つなげる。 

 

 

 

 

 

 

エ 男女共同参画 

 

男女共同参画社会基

本法（平成11年法律第

78号）等を踏まえ、全て

の職種において男女共

同参画の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人事評価システム

の適切な運用 

 

職員の業績及び能力

の評価については、研

究開発業務及び人材育

成業務を併せて行う研

に対応可能な人材を育

成するため、人材育成

プログラムに基づき、適

切なキャリアパスを構築

し、長期的な視点で人

材育成に取り組む。 

また、行政部局等と

の人的交流を促進し、

組織の活性化を図ると

ともに、職員の資質向

上につなげる。 

 

 

 

 

 

 

エ 男女共同参画 

 

男女共同参画社会基

本法（平成11年法律第

78号）等を踏まえ、全て

の職種において男女共

同参画の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人事評価システム

の適切な運用 

 

職員の業績及び能力

の評価については、研

究開発業務及び人材育

成業務を併せて行う国

多様化する業務に対

応可能な職員を育成

するため、職員人材

育成プログラムに基

づき、適切なキャリア

パスを構築し、長期的

な視点で職員の育成

に取り組む。 

また、行政部局等と

の 人的交流を 促進

し、組織の活性化を

図るとともに、職員の

資質向上に つなげ

る。 

 

 

 

エ 男女共同参画  

 

男女共同参画社会

基本法（平成11年法

律第78号）等を踏ま

え、全ての職種にお

いて男女共同参画の

推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人事評価システム

の適切な運用 

 

職員の業績及び能

力の 評価に つ い て

は、研究開発業務及

び人材育成業務を併

修、コンプライアンス研修、一般経理事務研修、経験者採用者研

修及び管理職研修を実施した。 

・水産庁及び農林水産省と人事交流を行った。（転入8名、転出3

名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 男女共同参画 
 

･男女共同参画の推進を図るため、水産機構が定めた「次世代育

成支援対策推進法（平成15年法律第120号）」に基づく行動計画

及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

27年法律第64号）」に基づく行動計画に定める目標の達成に向け

た取組を引き続き行った。 

・主に新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため実施してき

たテレワーク制度の試行については、同感染症の令和５年５月の

５類感染症への移行後も引き続きワークライフバランスの実現等を

目的として実施しているが、多様で柔軟な働き方は、前述したそ

れぞれの行動計画の取組にも合致することから、男女共同参画

の一環としても積極的に利用するよう推奨した。また、同制度の令

和７年度からの正式導入に向けた検討を行った。 

 

（２）人事評価システムの適切な運用 

 

 

・職員の業績及び能力の評価については、評価制度の公正かつ

透明性を確保しつつ円滑に実施するため、新たに評価者となっ

た者及び近く評価者となることが見込まれる課長補佐を対象とし

た評価者研修をオンラインにて実施した。また、評価制度におい
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究開発法人として、研

究成果の最大化及び教

育内容の高度化に資す

るような公平かつ透明

性の高い人事評価シス

テムの適切な運用に努

める。その際、研究開発

職員の評価は、研究開

発業績のみならず、研

究開発成果の行政施

策、推進の検討・判断

への貢献、技術移転活

動への貢献、漁業者へ

の研究開発成果等の周

知・紹介による信頼性確

保への貢献等を十分に

勘案したものとする。 

また、人事評価結果

については、組織の活

性化と実績の向上を図

る観点から、適切に処

遇等に反映する。 

 

 

 

 

 

（３）役職員の給与水準

等 

 

役職員の給与につい

ては、職務の特性や国

家公務員、民間企業の

給与等を十分勘案した

支給水準とする。 

また、研究開発業務

の特性に応じて柔軟な

報酬・給与制度の導入

に取り組むとともに、透

明性の向上や説明責任

立研究開発法人と し

て、研究成果の最大化

及び教育内容の高度化

に資するような公平か

つ透明性の高い人事評

価システムの適切な運

用に努める。その際、研

究開発職員の評価は、

研究開発業績のみなら

ず、研究開発成果の行

政施策、推進の検討・

判断への貢献、技術移

転活動への貢献、漁業

者への研究開発成果等

の周知・紹介による信頼

性確保への貢献等を十

分に勘案したものとす

る。 

また、人事評価結果

については、組織の活

性化と実績の向上を図

る観点から、適切に処

遇等に反映する。 

 

 

 

 

（３）役職員の給与水準

等 

 

役職員の給与につい

ては、職務の特性や国

家公務員、民間企業の

給与等を十分勘案した

支給水準とする。 

また、研究開発業務

の特性に応じて柔軟な

報酬・給与制度の導入

に取り組むとともに、透

明性の向上や説明責任

せて行う研究開発法

人として、研究成果の

最大化及び教育内容

の高度化に資するよう

な公平かつ透明性の

高い人事評価システ

ムの適切な運用に努

める。その際、研究開

発職員の評価は、研

究開発業績のみなら

ず、研究開発成果の

行政施策・推進の検

討・判断への貢献、技

術移転活動への貢献

及び漁業者への研究

開発成果等の周知・

紹介による信頼性確

保への貢献等を十分

に勘案したものとす

る。 

また、人事評価結

果については、組織

の活性化と実績の向

上を図る観点から、適

切に処遇等に反映す

る。 

 

（３）役職員の給与水

準等 

 

役職員の給与につ

いては、職務の特性

や国家公務員・民間

企業の給与等を十分

勘案した支給水準と

する。 

また、研究開発業

務の特性に応じて柔

軟な報酬・給与制度

の導入に取り組むとと

ては、面談によって評価結果に対する被評価者の納得性を高め

ることが重要であることから評価面談の充実を目的として被評価

者を対象にオンラインによる研修を行い、その充実・強化を図っ

た。 

・研究開発職員の業績評価については、研究開発業績のみなら

ず、研究開発成果の行政施策、推進の検討・判断への貢献、技

術移転活動への貢献等を十分に勘案したものとなるよう人事評価

システムの検討を行った。また、教育職員にあっては、令和元年

度に改正した評価基準に基づき、新たな教育内容の高度化、研

究開発部門との相乗効果の発揮にかかる取組に対応し、業績評

価の妥当性と透明性の確保に努めた。 

・人事評価結果について、研究開発職員は、勤勉手当等処遇や

研究資金等の配分へ適切に反映させた。 

・一般職員、技術職員、船舶職員、教育職員及び看護職員の人

事評価結果についても、勤勉手当等処遇へ適切に反映させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）役職員の給与水準等 

 

 

・役職員の給与については、人事院勧告を踏まえた改定を行うな

ど、国家公務員に準拠した支給水準としており、総務大臣から示

されたガイドラインに基づき給与水準の公表を行った。 

・研究開発業務の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入

に向けて他機関と情報交換を行った。 
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の確保のため、給与水

準を公表するものとす

る。 

 

の確保のため、給与水

準を公表するものとす

る。 

もに、透明性の向上

や説明責任の確保の

ため、給与水準を公

表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
 

 

  



R６年度－114 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  
国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
  第6-3 

その他業務運営に関する重要事項 
  情報公開の推進等 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業ID：003330 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報  

 なし         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

３ 情報公開の推進等 

 

 

公正な法人運営を実

現し、法人に対する国民

の信頼を確保する観点

から、独立行政法人等の

保有する情報の公開に

関する法律（平成13年法

律第140号）に基づき適

切に情報公開を行う。 

 

 

 

 

３．情報公開の推進等 

 

 

独立行政法人等の保

有する情報の公開に関

する法律（平成13年法

律第140号）に基づき適

切に情報公開を行う。 

 

３．情報公開の推進等 

 

 

独立行政法人等の保

有する情報の公開に関

する法律（平成13年法

律第140号）に基づき適

切に情報公開を行う。 

 

 

 

 

【評価の視点】 

✓法人情報の積極

的な公開を実施し

ているか 

＜主要な業務実績＞  

３．情報公開の推進等  

 

 

・「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成

13 年法律第 140 号）に基づく規程等により、水産機構の組織及び

運営状況について、適宜ウェブサイトで情報公開を行った。  

・法人文書の開示手続きについては、35 件の開示請求手続きに

対して、統一的かつ迅速に対応することができた。  

 

＜評定と根拠＞   

評定：B  

 

 

年度計画に示した業務を着

実に実施し、所期の目標を

達成したことから B 評定とし

た。   
  

  

＜課題と対応＞   

特になし。  

  

  

 

評定   

＜評定に至っ

た理由＞  

  

＜今後の課題

＞  

（実績に対する

課題及び改善

方策など）   

 

＜その他事項

＞  

（審議会の意見
を 記載す る な
ど） 
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４．その他参考情報 

特になし。 

 

  



R６年度－116 
 

別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  
国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
 
  第6-4 

その他業務運営に関する重要事項 
  情報セキュリティ対策の強化、情報システムの整備及び管理 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(定)定量的指標、(他)その他の指標） 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値等 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な 
情報  

各種研修等の実施数(定) 年間1回以上 年間１回以上 ２回 ２回 ２回 ２回  令和６年度計画達成率 200％ 

各種研修等の参加人数(他)  

Ｒ２年度実績 

 

情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修

1,246 名 

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修 

1,597 名 

標的型ﾒｰﾙ訓練 

1,587 名 

 

 

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修 

1,579 名 

標的型ﾒｰﾙ訓練 

1,924 名 

 

 

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修 

1,574 名 

標的型ﾒｰﾙ訓練 

1,835 名 

 

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修 

1,667 名 

標的型ﾒｰﾙ訓練 

1,816 名 

  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 情報セキュリティ対策

の強化、情報システムの

整備及び管理 

 

政府機関の情報セキ

ュリティ対策の統一基準

群とその改定の方向性

を踏まえて、情報セキュ

リティ・ポリシーを適時適

 

４ 情報セキュリティ対策

の強化、情報システム

の整備及び管理 

 

政府機関の情報セキ

ュリティ対策の統一基準

群とその改定の方向性

を踏まえて、水産機構と

しての情報セキュリティ

 

４．情報セキュリティ対

策の強化、情報システ

ムの整備及び管理 

 

高度化する情報シス

テムへのサイバー攻撃

に対する防御力の強化

に向け、役職員等を対

象とした研修・訓練を実

 

【評価の視点】 

✓情報セキュリティ

対策の取組は適切

か 

 

（主な定量的指標） 

✓各種研修等の実

施数（年１回以上） 

 

＜主要な業務実績＞  

４．情報セキュリティ対策の強化、情報システムの整備及び管理  

 

 

 

・水産機構役職員等の情報システムへのサイバー攻撃に対する

防御力の強化に向けた役職員等向けの情報セキュリティに関す

る訓練として、令和６年12月に標的型攻撃メールを模したメー

ルによる疑似攻撃を実施した。なお、このメール訓練では、不合

格となった職員へはメールや口頭による注意喚起を行うことで事

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

 

 

 

年度計画に示した業務を着

実に実施し、所期の目標を

達成したことからＢ評定とし

た。 

 

評定   

＜評定に至っ

た理由＞  

  

＜今後の課題

＞  

（実績に対する

課題及び改善

方策など）   
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切に見直して情報セキュ

リティ対策を講ずることと

する。そしてサイバー攻

撃に対する防御力や組

織的対応能力の強化に

取り組み、情報漏洩を防

止する体制を確立すると

ともに、実践的なセキュリ

ティーモデルの導入を

推進する。 

また、対策実施の達成

状況を評価し、それに基

づいて情報セキュリティ

対策の改善を図るという

PDCA サイクルを実行す

る。また、保有する個人

情報の管理を適切に行

う。 

情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）に則り 

適切に対応するととも

に、PMO の設置等の体

制整備を行う。 

 

 

 

 

 

対策を計画、実施する。

具体的には、統一基準

群の改訂に応じて、情

報セキュリティ規程群を

適時適切に見直す。ま

た、サイバー攻撃に対

する防御力や組織的対

応能力の強化のため

に、職員の各種研修へ

の参加促進、水産機構

内での情報セキュリティ

研修の開催に取り組

む。併せて有用なツー

ルやアプリを導入し、情

報漏洩を防止する体制

を構築するとともに、実

践的なセキュリティーモ

デルの導入を推進する

などの対策を講ずる。 

 

さらに、より適切な対

策を構築するためにこ

れ ま で 実 施 し て き た

PDCA サイクルを継続

し、対策実施の達成状

況を評価し、それに基

づいて情報セキュリティ

対策の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施する。また、重要業務

を行う端末やネットワー

クの分離、重要情報が

保存されているサーバ

ーへのアクセス制限とフ

ォルダやファイルの暗

号化を評価する。さら

に、攻撃に対する組織

的対応能力の強化とし

て、関係する職員の各

種 

研修への参加の促進

により、インシデント発

生時の対応体制の整

備・向上に重点的に取

り組む。 

 

 

 

 

これらの実施状況を

把握し、PDCA サイクル

により情報セキュリティ

対策を継続的に改善す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の指標） 

✓各種研修等の参

加人数 

後のフォローアップを徹底した。また、役職員の情報セキュリティ

に関する知識を向上するための研修を令和６年11月に、確認する

ための自己点検を令和７年１月に実施した。 

 

・攻撃に対する組織的対応能力の強化及びインシデント発生時の

対応のために、組織改編後のセキュリティインシデント対応チーム

（CSIRT）の体制を整備し、CSIRT 構成員の役割の確認を行った。

本部及び各研究所等の CSIRT 構成員の対処能力を維持・向上さ

せることを目的に内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）による

インシデントハンドリング研修を受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PDCAサイクルにより、これら自己点検結果等を整理して、今後、

水産機構で取り組むべき個別の課題を抽出し、令和７年度以降の

研修等に反映させる予定である。 

・重要情報が保存されているサーバーについて、アクセス制限と

フォルダやファイルの暗号化を推進するため、これらが実施され

ているかを重点的に確認する作業として全管理者宛に情報シス

テム台帳の更新を指示し令和７年２月末までに完了した。 

 

･令和６年９月５日、水産大学校の職員が業務でウェブサイト

を検索していた際に、学生向け情報電子掲示システム

（MASIS）内の情報がログイン認証なしで外部から閲覧可能

な状態にあることが判明したが、事象判明後、直ちにシステム

へのアクセス制限を講じた上で、速やかに個人情報保護委員

会への報告を行うなど、適切に対応した。システムの運用再開

に当たっては、当該事象に係る改修検証だけではなく、システ

ム全体の安全性を十分に確認することとし、現在、専門業者の

協力のもと、必要な対応に取り組んでいる。なお、本件につい

ては、令和７年３月４日に個人情報保護委員会より行政指導

等の措置は行わない旨の報告を受けている。 
 
 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

＜その他事項

＞  
（審議会の意見
を 記載す る な
ど） 
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情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日

デジタル大臣決定）に

則り適切に対応するとと

もに、PMO の設置等の

体制整備を行う。 

 

 

情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方

針」（令和３年 12 月 24

日デジタル大臣決定）

に則り適切に対応する

ために設置したPMOの

運用を開始する。 

 

 

 

・情報セキュリティ対策を継続的に改善するため、令和５年７月に

改定された政府機関の情報セキュリティ対策の統一基準群に準

拠する内容に、令和６年10月に情報セキュリティの確保に関する

規程群を改定し施行した。 
 

・PMO については、令和６年度より本格的な運用を開始した。運

用に際しては、外部有識者の支援を受け、的確な業務推進に努

めた。令和６年度は、機構内システムの全体像把握のためのシス

テム台帳の整備、システムの新規・更新に関するプロジェクトのサ

ポート、不正なソフトウェア及びハードウェアの排除によるサイバ

ーセキュリティの向上に取り組んだ。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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別紙様式４ 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  
国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
  第6-5 

その他業務運営に関する重要事項 
  環境対策・安全管理の推進 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ（※(定)定量的指標） 

 評価対象となる指標 基準値等 （前中期目標期間平均値） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 
（参考情報）  
当該年度までの累積値等、必要な情報  

 
ウェブ会議実施数（理事会、経営企画
会議等の主要な会議の数）(定) 

14回 22回 16回 16回 11回  
・水産機構内で理事長が主催する会議のうち、
主要なものを対象とした。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 

 

５ 環境対策・安全管理の

推進 

 

 

 

 

化学物質、生物材料等

の適正管理などによる研

究開発活動等に伴う環境

への影響に十分配慮する

とともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 環境対策・安全管理の

推進 

 

 

 

 

研究開発活動等に伴う

化学物質、生物材料等を

適正に管理することにより

環境への影響に十分配

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．環境対策・安全管理の

推進  

 

 

 

 

研究開発活動等に伴う

化学物質、生物材料等を

適正に管理することにより

環境への影響に十分配

慮する。また、毒物及び

劇物等について、適切に

管理するとともに、管理状

況の定期点検を行う。 

 

 

 

 

 

【評価の視点】 

✓業務が環境

に与える影響

への配慮は十

分か 

 

✓職員や学生

の安全衛生管

理は適切か 

 

✓環境負荷低

減への取組は

適切か 

 

（主な定量的指

標） 

✓ウ ェブ会議

実 施 数（ 理 事

＜主要な業務実績＞ 

５．環境対策・安全管理の推進 
 
 

 

 

 

・毒劇物等取扱規程に基づき、研究所等において年２回の管理

状況の点検を適切に実施した。令和６年度監査室の各地庁舎内

部監査に本部関係職員が同行し、化学物質の管理状況において

不適切な事案を確認し、指導を行った。 

・PCB 廃棄物については、令和６年度も水産機構内の保有状況

について確認作業を実施した。結果を踏まえ、未処分のものにつ

いては法令及び自治体の指示により処分の手続きを進めることと

した。 

・「特定化学物質の環境への排出量及び管理の改善の促進に関

する法律」に基づき、研究・教育活動に伴う化学物質を適正に管

理するとともに、管理状況を点検した。また、化学物質の管理に関

する情報をまとめたウェブサイト「毒劇物等（化学物質）管理につ

＜評定と根拠＞  

評定：Ｂ 

 

年度計画に示した業務を

着実に実施したことからＢ

評定とした。 

評定の根拠は以下のとお

り。 

 

業務が環境に与える影響

への配慮及び環境負荷

低減への取組として、リサ

イクル製品の調達等を行

うとともに、温室効果ガス

の排出削減に取り組むな

ど、環境への負荷低減に

資するよう努めた。また、

職員や学生の安全衛生

管理については安全衛

評定  

＜評定に至った

理由＞  

  

＜今後の課題＞  

（実績に対する課

題及び改善方策

など）   

 

＜その他事項＞  
（審議会の意見を
記載するなど） 
 
 
 
 
 
 
 



R６年度－120 
 

 

 

 

 

安全衛生面に関わる事

故を未然に防止する管理

体制の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

また、環境負荷低減の

ためのエネルギーの有効

利用やリサイクルの促進

に積極的に取り組む。 

 

 

 

 

また、新型コロナウイル

ス感染症によって生じた

社会変化に対応し、テレ

ワークやオンラインを用い

て容易に業務ができるネ

ットワークの構築、船舶職

員への簡易検査受診体

制の整備等、広域感染症

流行下での業務運営体

制の構築等を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生面に関わる事

故を未然に防止するた

め、関連法令に基づき、

快適な職場環境及び職

場の安全衛生を確保す

る。 

 

 

 

環境への負荷を低減

するため、関係法令に基

づく環境物品の購入等の

取組を実施し、それらを

環境報告書として作成の

上公表する。 

 

 

また、温室効果ガス削

減等に係わる関係自治体

の条例等に対応して、省

エネ等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感

染症によって生じた社会

変化に対応するため、テ

レワークやオンラインを用

いて容易に業務ができる

ネットワークの構築等を図

る。 

 

 

 

 

安全衛生面に関わる事

故を未然に防止するた

め、関連法令に基づき、

快適な職場環境及び職

場の安全衛生を確保す

る。 

 

 

 

環境への負荷を低減

するため、「国等による環

境物品等の調達の推進

等に関する法律」に基づ

く環境物品の購入等の取

組を実施する。 

 

 

また、温室効果ガス削

減に係わる関係自治体の

条例等に対応して、省エ

ネを推進する。さらに、関

係法令に基づく核燃料物

質等の報告を行う。 

これらの取組について

は、環境報告書に取りま

とめの上公表する。 

 

 

新型コロナウイルス感

染症によって生じた社会

変化に対応し、テレワーク

やオンラインを用いた会

議の積極的開催などに努

める。 

 

会、経営企画

会議等の主要

な会議の数） 

いて」を作成、整備するとともに、「同確認テスト」を作成し、化学物

質を取り扱う全管理者、使用者に対してテストを実施して、化学物

質管理の徹底及び教育の拡充に努めた。 
 
・水産機構として、令和６年度安全衛生方針を策定し、グループウ
ェア及び各拠点を通じて同機構内に広く周知し、当該方針に基
づき各地の安全衛生委員会が策定した安全衛生計画等につい
て、モニタリング調査を実施し状況確認を行った。 
 

・ヒヤリハット調査、法令等による届出の確認を年２回実施し、その

分析結果や労災事故概要をグループウェアに掲載し、周知した。 

また、開発調査センターでは独自に労働災害を未然に防ぐため

の安全講習会を７月に実施した。 

 

・水産機構として「令和６年度における環境物品等の調達の推進

を図るための方針」を定めウェブサイトで公表するとともに、方針を

基にリサイクル製品の調達等を行うことにより、環境への負荷低減

に資するよう努めた。 

 

 

 

 

・「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等

のため実行すべき措置について定める計画」（令和３年10月22日

閣議決定）に基づき、水産機構が自ら実施する「温室効果ガス排

出削減実施計画」を策定し、温室効果ガスの排出削減に取り組む

とともに、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭和54年

法律第49号）に基づき、経済産業省、主務省及び横浜市に対して

実績等を報告した。 

・これらの取組を環境報告書として取りまとめウェブサイトで公表し

た。 

 

 

・「テレワーク実施要領」によりワークライフバランスの実現等を図

る観点で有効な働き方の一つとしてテレワークを試行中であり、新

型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いが5類に移行したあとも

ウェブ会議を活用するなど引き続き感染拡大防止に努めた。 

 

 

 

生方針を策定・周知した

ほか、薬品の適正な管理

を実施するとともに、水産

大学校の学生等の学修

面及び生活面における安

全確保に係る対応を行っ

た。 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R６年度－121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、船舶職員への簡

易検査受診体制の整備

等、広域感染症流行下で

の業務運営体制構築等

を図る。 

 

 

水産大学校の学生等

の学修面及び生活面に

おける安全を確保するよ

う指導に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船舶職員の簡易検査

受診体制の整備を図り、

広域感染症流行下での

業務運営体制の構築を

図る。 

 

 

また、水産大学校の学

生等の学修面及び生活

面における安全確保のた

めの指導に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「調査船調査にかかる新型コロナウイルス感染症対策に伴う調査

対応」により、同感染症が５類感染症へ移行された後の令和５年５

月以降も継続して、漁業練習船を含む水産機構全船の船舶職員

に向けた、PCR 検査等を実施するなど、感染症拡大の影響下で

の業務運営体制の構築を図り、適切な業務の遂行に努めた。 

 

 

・水産大学校の学生等の学修面及び生活面における安全確保の

ため、次の対応を行った。 

①新入生オリエンテーションで学修面や生活面、ハラスメント、成

人年齢引き下げに伴う注意事項、交通安全講習、サイバー犯罪

防止講習を実施した。生活面に関しては学生生活ハンドブックを

作成し配布するとともに、飲酒や喫煙に関して注意喚起した。 
②新入生に対して UPI（心の健康調査）を実施し、看護職員の面
接により特性や状態等を把握し、今後の学生対応に必要な基礎
的情報の収集に努めた。 
③在学生の心の健康状態を把握するために、在学生全員に対し
て K６（うつ病や不安障害などの精神疾患をスクリーニングする質
問票）を実施し、注意が必要な学生については看護職員が面談
を行った。 
④全学生を対象に、心理面のサポートを目的とした臨床心理士に
よる講話を開催した。 
⑤自己の健康管理に対する情報を提供し啓発するため「保健だ
より」を発行した。 
⑥学生修学支援研修会として、自死の危険を抱えた人々に気づ
き、適切に関わり救うことを目的とした研修「ゲートキーパー（命の
門番）について」を学生及び教育職員を対象として開催した。 
⑦登校できない学生に対するオンラインカウンセリングを実施し
た。 
⑧交通安全講習会及びサイバー犯罪防止に関する講習会を実
施した。また、自転車に関する道路交通法改正の内容やサイバ
ー犯罪防止に関する最新情報について、電子掲示板により全学
生に注意喚起した。 
⑨火災を想定した避難訓練を学生寮において実施している。 
⑩地震等の災害時に備え、安否確認システムを使用した安否確
認及び緊急連絡を行うための体制の維持及び災害発生時の行動
について電子掲示板での周知を行った。 
⑪新型コロナウイルス感染症への対応として、遠隔ツールを用い
た授業等を実施するとともに、乗船実習時及び寮生を対象とした

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R６年度－122 
 

集団感染防止対策を実施した。また、課外活動においては、従来
の安全対策に加え集団感染防止対策についても配慮するよう指
導を行った。 
⑫インフルエンザ感染拡大防止対策として、学生がワクチン接種
を受ける際の費用の一部援助を後援会の支援により実施した。 
⑬車椅子の学生に配慮した学内施設の見直しを行い、駐車スペ
ースの確保やスロープの改修などバリアフリー化に努めた。 
⑭水難事故の防止のためのライフジャケットの着用について全学
生に注意喚起した。 
⑮学生の闇バイト加担を抑止するため下関警察署員による講習
会「犯罪実行者募集情報（闇バイト）に関する注意喚起」を開催
し、約 80 名が参加した。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
 
 

 

  



 
 

R６年度－123 
 

別紙様式４ 

 
様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第6 
  第6-6 

その他業務運営に関する重要事項 
  その他 

当該項目の重要度、困難度 なし 関連する政策評価・行政事業レビュー  行政事業レビューシート事業番号： 
2024 予算事業 ID：003330 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 基準値等（前中期目標期間最終年度値等） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報）当該年度までの累積値等、必要な情報  

なし         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

   

６．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設及び設備に

関する計画 

 

ア 施設整備計画 

 

 

業務の適正かつ効

率的な実施の確保の

ため、業務実施上の

 

６．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設及び設備に

関する計画 

 

ア 施設整備計画 

 

 

業務の適正かつ効

率的な実施の確保の

ため、業務実施上の

 

【評価の視点】 

なし 

 

（定量的指標） 

なし 

 

（その他の指標） 

 なし 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

６．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設及び設備に関する計画 

 

 

ア 施設整備計画 
 

 

・業務の適正かつ効率的な実施のため、業務実施上の必要性を

考慮し、予算確保状況に見合った施設及び設備の整備改修等を

行った。 

＜評定と根拠＞  

評定：B 

 

年度計画に示した業務

を着実に実施し、所期の

目標を達成したことからB

評定とした。 

 

評定の根拠は、以下の

とおり。 

 

（１） 

 

 

ア  

 

 

・施設及び設備につい

て、整備改修等を計画的 

に行った。 

評定  

＜評定に至った

理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する

課題及び改善方

策など）  

 

＜その他事項＞ 

（審議会の意見

を記載するなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 



R６年度－124 
 

必要性及び既存の施

設、整備の老朽化等

に伴う施設及び設備

の整備改修等を計画

的に行う。 

 

（単位：百万円） 

（注）δ：各年度増減

する施設、設備の整

備等に要する経費 

 

 

イ 船舶整備計画 

 

業務の適正かつ効率

的な実施の確保のた

め、業務実施上の必

要性及び既存の船舶

の老朽化等に伴う船

舶の整備改修等を行

う。 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

所有す

る船舶

の整備 

 

計 

8,500±λ

 

 

 

8,500±λ

区 分 金 額 

研

究 ・  

教育施

設等整

備 

 

計 

4,289±

δ 

 

 

 

 

4,289±

δ 

必要性及び既存の施

設、整備の老朽化等

に伴う施設及び設備

の整備改修等を計画

的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 船舶整備計画 

 

業務の適正かつ効

率的な実施の確保の

ため、業務実施上の

必要性及び既存の船

舶の老朽化等に伴う

船舶の整備改修等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和６年度に補正予算で認められた施設整備費補助金におい

て、「南伊豆庁舎親魚棟外改修その他工事」及び「五島庁舎親魚

棟機械設備改修その他工事」に着手した。 

・上記以外にも老朽化等に伴う修理案件について、運営費交付

金をもって計画的に施設及び設備の整備改修等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 船舶整備計画 
 

 

・業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必

要性と船舶の老朽化を踏まえ、水産機構の漁業調査船・練習船

において、主発電機 ACB 換装工事（若鷹丸）、電子ガバナー制

御装置換装工事（俊鷹丸）、アラームモニタリングシステム換装、

ジャイロ・オートパイロット・電磁ログ換装（たか丸）など、各船の運

航や漁労に関わる装備等の整備改修等を行い、運航・調査能力

の維持等に寄与した。 

・官船及び機構船のあり方検討会の結果等を踏まえ、必要な漁業

調査船の更新・整備を図るための船舶建造予算が令和５年度の

補正予算で認められたことから、令和８年度竣工予定として、蒼鷹

丸の代船建造を進めた。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  

 

・船舶について、安全運

航に支障を来さないよう、

老朽化した設備等の整備

改修等を計画的に行っ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R６年度－125 
 

（注）λ：各年度増減

する船舶の整備等に

要する経費 

 

 

（２）積立金の処分に

関する事項 

 

前期中期目標期間繰

越積立金は、前期中

期目標期間中に自己

収入財源で取得し、

当期中長期目標期間

へ繰り越した有形固

定資産の減価償却に

要する費用等に充当

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）積立金の処分に

関する事項 

 

前期中長期目標期間

繰越積立金は、前期

中長期目標期間中に

自己収入財源で取得

し、当期中長期目標

期間へ繰り越した有

形固定資産の減価償

却に要する費用等に

充当する。 

 

 

 

 

 

（２）積立金の処分に関する事項 
 

 

・年度計画どおり、前期中長期目標期間中に受託収入で取得し、 

当期中長期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要

する費用等に70百万円を充当した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

・積立金の処分に関する

事項について、令和６年

度計画に示した事項を着

実に実施した。 

 

＜課題と対応＞  

特になし。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

 

 

 

 



財務内容の改善に関する事項：参考情報

国立研究開発法人水産研究・教育機構

法人単位 (単位：百万円、％)

令和３年度末
(初年度)

令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末
(最終年度)

前中長期目標期間繰越積立金 334 198 87 18

目的積立金 - - - -

積立金 - 102 110 382

うち経営努力認定相当額

その他の積立金等 - - - -

運営費交付金債務 1,270 2,691 2,909 3,337

当期の運営費交付金交付額(a) 17,351 17,270 17,186 17,738

うち年度末残高(b) 1,270 2,691 2,909 3,337

当期運営費交付金残存率(b÷a) 7.3% 15.6% 16.9% 18.8%

(注１)　横列は、当目標期間の初年度から最終年度まで設けること。

(注４)　「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載すること。

(注２)　最終年度における「前中長期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中長期目標期間への
      積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振り替える前の額を記載すること。

(注３)　「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載すること(最終年度に経営努力認定され
      た利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上された上で次期中長期目標期間に繰り越される。）。

R6年度-126



研究・教育勘定 (単位：百万円、％)

令和３年度末
(初年度)

令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末
(最終年度)

前中長期目標期間繰越積立金 334 198 87 18

目的積立金 - - - -

積立金 - 82 87 347

うち経営努力認定相当額

その他の積立金等 - - - -

運営費交付金債務 694 1,248 1,137 1,524

当期の運営費交付金交付額(a) 15,238 15,169 15,095 15,689

うち年度末残高(b) 694 1,248 1,137 1,524

当期運営費交付金残存率(b÷a) 4.6% 8.2% 7.5% 9.7%

(注１)　横列は、当目標期間の初年度から最終年度まで設けること。

(注４)　「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載すること。

(注２)　最終年度における「前中長期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中長期目標期間への
      積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振り替える前の額を記載すること。

(注３)　「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載すること(最終年度に経営努力認定され
      た利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上された上で次期中長期目標期間に繰り越される。）。

R6年度-127



海洋水産資源開発勘定 (単位：百万円、％)

令和３年度末
(初年度)

令和４年度末 令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末
(最終年度)

前中長期目標期間繰越積立金 - - - -

目的積立金 - - -

積立金 - 20 24 35

うち経営努力認定相当額

その他の積立金等 - - -

運営費交付金債務 576 1,443 1,773 1,813

当期の運営費交付金交付額(a) 2,113 2,101 2,091 2,049

うち年度末残高(b) 576 1,443 1,773 1,813

当期運営費交付金残存率(b÷a) 27.3% 68.7% 84.8% 88.5%

(注１)　横列は、当目標期間の初年度から最終年度まで設けること。

(注４)　「その他の積立金等」には、各独立行政法人の個別法により積立が強制される積立金等の額を記載すること。

(注３)　「うち経営努力認定相当額」には、最終年度に経営努力認定された額を記載すること(最終年度に経営努力認定され
      た利益は「目的積立金」には計上されずに、「積立金」に計上された上で次期中長期目標期間に繰り越される。）。

(注２)　最終年度における「前中長期目標期間繰越積立金」、「目的積立金」、「積立金」には、次期中長期目標期間への
      積立金の繰越しを算定するために各勘定科目の残余を積立金に振り替える前の額を記載すること。
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